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（午前９時００分 再開） 

○山本委員長  皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続きまして、予算審査特別委員会でございます。 

 本日は、第９款 教育費についての審査から始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、教育費についての説明を求めます。 

 教育長。 

○栗本教育長 おはようございます。よろしくお願い申し上げます。 

 教育費についてご説明を申し上げたいと思います。予算書１５４ページから１９０ペ

ージまででございます。 

 教育に係ます方針につきましては、町長が施政方針でご説明申し上げていただいてお

りますので、その目標を達成すべく教育予算の編成を果たしております。その概要につ

いてご説明を申し上げまして、ご理解を賜りたいと思います。 

 平成１４年度の教育予算は、全体で９億 5,００５万 7,０００円を計上いたしておりま

す。前年度と比較いたしまして 2,６０６万 5,０００円の増となっております。そのうち

の教育総務費及び学校関係に係ります予算の概要を、予算書によって説明を申し上げた

いと思います。 

 説明不足の面については、予算の概要等もご参照いただきたいというふうに思ってい

ます。 

 まず、１５４ページでございますが、教育委員会費でございます。前年度と同額の２

００万 6,０００円を計上いたしております。町教育行政を担う教育委員会の役割は、ま

すますその重要性を増してきております。そのため、より一層その施策に創意工夫を凝

らしますとともに、体質の改善や効率化について努力を続けてまいりたいと思います。

また、住民の期待にこたえる教育行政を展開していくことが重要であるというふうに考

えております。そうした中で、教育委員会を月１回定例的に開催いたしまして、また委

員みずからの資質の向上と教育委員会が一層の活性化を図ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

 次に、第２目 義務教育費でございますが、9,６１３万 4,０００円を計上いたしてお

ります。前年度より２７２万 9,０００円の減となっております。初めに報酬でございま

すが、２５１万 4,０００円を計上いたしました。学校教育の充実を図りますために、学

校教育指導主事の配置を本年度も引き続き、行ってまいりたいと思っております。その
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経費が主なものでございます。 

 次に、１５５ページの賃金でございます。2,２７９万 2,０００円を計上いたしました。

本来、教員の配置はその配置基準によりまして、県の教育委員会より配置されるもので

ございますが、どうしても不足いたします教科補充や、あるいは障害児教育の充実、ま

た人権教育推進などの町費負担講師を配置いたしております。また、新たに本年度より

公立学校社会人活用事業、いわゆる学校いきいきプランが実施されますことから、実社

会での豊富な経験を有する民間人を学校に活用いたしまして、学校教育の活性化を図る

もので、それに伴います指導員２名の賃金を計上いたしております。 

 次に、１５６ページでございます。 

 委託費でございますが、１８３万 4,０００円を計上いたしております。教職員の定期

健康診断及び成人病健診を実施いたしまして、教職員の健康管理、健康指導に要する費

用が主なものでございます。 

 次に、負担金補助及び交付金でございますが、１１８万 9,０００円を計上いたしてお

ります。この中では中学校夜間学級設置負担金ですが、中学校の学齢を超えている者で、

中学校を卒業していない者のうち、特に向学心旺盛な者が希望し、夜間学級に就学した

い場合、その経費を負担するものでございます。 

 次に、１５７ページでございます。第３目の私立学校振興費でございます。８３０万

円を計上いたしております。私立幼稚園就園奨励費補助金につきましては、本年度も引

き続き実施し、保護者の負担軽減に努めまして、幼稚園の就園の推進を図ってまいりた

いというふうに考えております。 

 次に、第４目の外国青年招致事業費でございますが、４２１万 1,０００円を計上いた

しました。国際化時代の教育の推進を図りますため、引き続き外国青年招致事業を行い

まして、国際理解教育の充実に努めてまいりたいと考えております。英語指導助手を中

学校に派遣しますとともに、幼稚園、小学校にも派遣いたしまして、外国の方やゲーム

を通じて、小さいころから異文化に対する興味関心を高めてまいりたいというふうに考

えております。 

 次に、第５目、１５８ページでございます。スクールカウンセラー事業費でございま

す。４２万円を計上いたしております。生徒が悩みを話せ、またストレスを和らげるこ

とによりまして、心のゆとりを持てるように、心の教室相談員を斑鳩南中学校に配置い

たす考えでございます。それの相談員の謝金を計上しております。前年度より３６３万
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1,０００円の減額となっておりますが、その主なものにつきましては、緊急地域雇用特

別交付金事業といたしまして、奈良県からの委託を受けまして、１１年度より、ふれあ

いフレンド事業を配置いたしておりましたが、１３年度で事業が終了いたしましたこと

に伴い、減額となっております。また、臨床心理士におきますスクールカウンセラーに

おきましても、県からの派遣により実施することとなっておりますので、本年度も斑鳩

中学校に配置してまいりたいと考えております。 

 次に、１５９ページでございます。第２項の小学校費でございます。第１目の学校管

理費でございますが、１億 3,３１４万円を計上いたしました。前年度より４４９万 7,

０００円の増となっております。まず、需要費 3,２５１万 3,０００円を計上いたしまし

た。３小学校におきます学校管理上、ぜひ必要な事務用品、学校管理用消耗品及び修繕

費、光熱水費等が主なものでございます。 

 次に、１６０ページの委託料でございます。９０２万 1,０００円を計上いたしました。

この費用は施設の警備保障の委託、消火設備等の点検委託料が主なものでございます。

また、前年度に東小学校で学校用務員を試験的に業務委託いたしましたけれども、本年

度も引き続き、勤務時間を延長し、業務委託をするものでございます。あわせまして、

西小学校の用務員１名退職に伴います業務委託をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、工事請負費でございますが、1,８９０万円を計上いたしております。斑鳩東小

学校の体育館の床の補修、平成１３年度から３カ年計画で実施しております各学校のト

イレ改修工事や、子供が安心して遊べるように、遊具の改修工事を予定しております。

また、斑鳩小学校の経年によります老朽化をいたしております校舎の安全対策といたし

まして、壁面の改修工事を行いまして、より快適な教育環境の充実を図るよう、努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、１６１ページの負担金補助及び交付金でございますが、１２６万 1,０００円を

計上いたしております。教職員は幅広い人間性、教職に必要とされる実践的指導力の基

盤を画一的に取得させることが重要でございます。そのため、より深い学識を備えた専

門職として、資質の向上を図りますために、教職員研修を計画いたしております。また、

人権教育の推進を学校教育の重要な柱でありますことから、教職員の研修は必要不可欠

なものであると考えておりまして、この研修費用等に要します４８万円を計上したのが

主なものでございます。 
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 次に、教育振興費でございます。3,３１５万 6,０００円を計上いたしました。前年度

より６９３万 2,０００円の増となっております。増の主なものは新しい学習指導要領が

全面実施されまして、それに伴います指導書の購入が主なものでございます。初めに需

要費でございますが、1,０４５万 5,０００円を計上いたしました。ただいま申し上げま

したように、小学校で使用いたします教科書が改訂されますため、先生が使用する教科

書及び指導書を購入するための費用や教科用消耗品の購入、また教材の修繕に要する経

費でございます。 

 次に、使用料及び賃借料でございます。1,００８万 8,０００円を計上いたしました。

主なものにつきましては、コンピュータ機器のリース料でございます。 

 次に、１６２ページでございます。備品購入費で９４万 8,０００円を計上いたしてお

ります。教科用備品や障害児教育の充実を図りますために必要な備品購入費でございま

す。 

 次に、負担金補助及び交付金の２０７万 2,０００円を計上いたしました。昨年度に引

き続き、文化活動、クラブ活動に助成を行いますとともに、平成１４年度より実施され

ます学習指導要領で新設されました総合的な学習の時間の学習の内容や指導方法の研究

のために助成を行うことといたしております。 

 次に、扶助費でございます。８３６万 8,０００円を計上いたしております。義務教育

の円滑な充実を図るために、経済的理由によって、就学困難な児童の保護者に対しまし

て、本年度も就学援助を実施してまいりたいと考えております。 

 次に、第３目 保健体育費でございます。2,９８４万 7,０００円を計上いたしました。

前年度より１９７万円の減となっております。まず、賃金６２６万 3,０００円を計上い

たしました。臨時昼食調理員６人に対する賃金でございます。 

 次に、報酬費３２６万 1,０００円を計上いたしました。これは学校医及び学校薬剤師

さんの報酬でございます。 

 次に、１６３ページでございます。工事請負費２７０万円を計上いたしました。斑鳩

西小学校のプールのろ過機から水槽までの配水管の漏水が生じたために、配水管の改修

工事をするものでございます。また、東小学校の給食室のシャッターが不良のため、改

修工事を行うものでございます。次に、負担金補助及び交付金６７０万円を計上いたし

ました。学校給食の振興充実を図ることを目的として、給食に対する補助を行い、保護

者の負担軽減を行う給食補助金が主なものでございます。 
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 次に、１６４ページでございます。中学校費についてでございます。第１目 学校管

理費でございます。8,９９３万 3,０００円を計上いたしました。前年度より 1,１０９万

5,０００円の増となっております。初めに賃金でございます。賃金につきましては５８

９万 6,０００円を計上いたしました。本年度も両中学校の学校用務員２人、また事務職

員２人について臨時職員として雇用するための費用でございます。 

 次に、１６６ページの工事請負費でございます。1,１３０万円を計上いたしておりま

す。小学校と同様、中学校においてもトイレの改修工事を行うことといたしております。

また、両中学校の浄化槽の改修工事、斑鳩南中学校校舎の壁面改修工事を行い、学校環

境の整備を行うことといたしております。 

 次に、１６７ページ、第２目の教育振興費でございます。3,７２２万 6,０００円。前

年度より３５２万 8,０００円の増となっております。増の主なものにつきましては、中

学校の使用いたします教科書が小学校と同様改正されますことから、これに伴います教

師用教科書及び指導書の購入に係る費用によるものでございます。 

 次に、使用料及び賃借料でございます。1,７０６万 3,０００円を計上いたしました。

パソコン教室ほかのパソコンのリース料に係る費用が主なものでございます。また、校

内ＬＡＮ整備を行い、情報教育を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、負担金補助及び交付金でございますが、３６０万 7,０００円を計上いたしまし

た。学習指導要領の改定に伴います総合的な学習の時間の支援のため、小学校同様助成

金を計上いたしております。 

 次に、第３目の保健体育費でございます。１６８ページでございます。2,１９９万 1,

０００円を計上いたしました。５９８万 3,０００円の増となっておりますが、学校給食

に係るものが主なものでございます。初めに賃金の４０８万円を計上いたしました。臨

時給食調理員４人を雇用するための費用でございます。 

 次に、報酬費１６０万 1,０００円を計上いたしました。小学校同様学校医及び学校医

等の委嘱に伴う費用でございます。 

 次に１６９ページ、負担金補助及び交付金でございますが、２９２万 7,０００円を計

上いたしております。主なものは小学校同様給食補助金でございます。２１９万円を計

上いたしております。 

 続きまして、１７０ページの幼稚園費でございます。第１目の幼稚園費でございます

が、１億 5,３２９万 5,０００円を計上いたしております。前年度より５３５万 4,００
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０円の減でございます。その主な内容は臨時講師が前年度６人でございましたけれども、

３歳児の児童減によりまして、本年度４人の臨時講師となるための賃金の減が主なもの

でございます。初めに賃金 1,１０８万 5,０００円を計上いたしております。これは先ほ

ど申し上げましたように、臨時講師の４人分の賃金でございます。 

 次に、報酬費１２３万 3,０００円を計上いたしております。小・中学校同様、学校医

の委嘱による経費でございます。 

 次に、１７１ページ、委託料でございますが、１６９万 6,０００円を計上いたしてお

ります。警備業務や消防設備の保守点検、また園児の健康診断に関する委託料でござい

ます。 

 次に、使用料及び賃借料５５万 6,０００円を計上いたしております。これは事務機等

のリース料が主なものでございます。 

 次に、１７３ページでございます。社会教育の関係をご説明申し上げたいと思います。

社会教育総務費でございますが、4,８７３万 6,０００円の計上をさせていただいており

ます。 

 まず、報酬でございますが、４４０万 9,０００円の計上でございます。社会教育指導

員、社会教育委員等の報酬でございます。社会教育を推進していく上で、専門的な助言

と指導を行っていくこととし、各種の教養講座、教育相談、人権教育の推進に努めてま

いりたいと考えております。特に今回は家庭教育の充実を図りますために、費用５１万

1,０００円を計上いたしております。主に報酬費で、平成１３年度で各幼稚園、小学校、

中学校に組織化いたしました家庭教育学級におきます講師及び指導者の謝金と、地域に

出向き行います地域家庭教育集会での講師謝金等として、３０万円を計上いたしており

ます。 

 次に、負担金補助及び交付金でございますが、１７５ページでございます。２６７万

6,０００円の計上でございます。生涯学習の必要性、重要性を認識する中で、その活動

の基盤の１つとなりますこども会、連絡協議会、社会教育関係団体への支援及び助成が

主なものでございます。生涯学習の振興のために、その活動を期待するものでございま

す。 

 次に、１７５ページから１７８ページまででございます。公民館費で 9,２３９万 6,

０００円を計上いたしております。社会教育活動の拠点施設として、主催事業の積極的

な開催、また実績、学習活動の推進援助をするとともに、公民館教室等を開催いたしま
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して、学習機会の提供、充実に努めてまいりたいと考えております。また、本年４月か

ら実施されます学校完全週５日制の導入を踏まえまして、青少年の地域活動、また生涯

学習の拠点として、その機能が十分発揮できるように推進してまいりたいと考えており

ます。まず、報酬でございますが、公民館長に係ります費用２０９万円でございます。 

 次に、報酬費で公民館教室及び教養講座の講師謝金といたしまして、３９９万 1,００

０円を計上いたしております。 

 次に、需要費でございますが、1,３４２万 7,０００円の計上でございます。各公民館

の光熱水費が主なものでございます。 

 次に、１７８ページ、工事請負でございます。1,７００万円を計上させていただいて

おります。これは公民館の空調設備機器及び屋上の防水工事に係ります費用でございま

す。 

 次に、１７８ページでございます。文化祭費でございますが、２８８万円を計上させ

ていただいております。従前の文化祭を見直しまして、今回、斑鳩の里文化芸術祭と称

しまして、文化振興財団との事業を統合いたしまして、広く文化芸術をとらえ、１１月

にいかるがホールで実施することといたしております。 

 次に、１７９ページでございます。文化財保存費でございます。3,３０９万 1,０００

円を計上させていただいております。まず、賃金で 1,１１１万 2,０００円を計上いたし

ております。主に町内遺跡の発掘調査、公共事業に伴います発掘調査の作業員の賃金で

ございます。 

 次に、史跡中宮寺跡の整備でございますが、国の追加指定を昨年受けましたことから、

今後、保存整備基本構想を作成し、整備に向け、国、県と協議を進めてまいりたいと考

えております。１８０ページにその基本構想のための委託料１００万円を計上させてい

ただいております。また、古文書保存整理事業といたしまして、西里安田邸にあります

重要な文書等について、本庁に寄贈を受けるに当たりまして、表装など保存処理と整理

を行うための費用８０万円を委託料で、また県史跡の仏塚古墳の見学者への利便性を図

りますために、周辺の整備事業といたしまして、1,０４８万円を計上させていただいて

おります。なお、史跡藤ノ木古墳の整備についてでございますが、残ります１件の所有

者の移転先における家屋の建築を鋭意進めているところでございまして、できるだけ早

い時期に移転していただけるように努力しているところでございます。また、石室保存

のための調査もあわせて行っておりまして、整備に向けた取り組みを積極的に推進して
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まいりたいと考えております。 

 次に、青少年の野外活動センター費でございます。１８１ページでございます。１４

５万 6,０００円の計上をいたしております。例年４月から９月までの３カ月の施設運営

に要します費用で、警備委託料が主なものでございます。 

 次に、１８２ページ、図書館管理運営費でございますが、8,６８９万 8,０００円の計

上をいたしております。平成９年開館以来、本年１月末現在の登録者数２万 6,６６９人

で、そのうち町内登録者数が１万 4,６５９人でございます。登録率５0.４％となってお

ります。今後も引き続き、図書館運営の充実に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。まず、賃金でございますが、1,４３３万 7,０００円でございます。館長及

び臨時職員に係ります費用でございます。 

 次に、需要費でございますが、2,１７８万 6,０００円でございます。図書館利用者の

ニーズにこたえるべく蔵書の新鮮化、豊富化を図りますため、図書購入費が主なもので

ございます。本年度も引き続き当館に関する図書で一般に流通している書物を積極的に

収集に努めてまいりたいと考えております。また、昨年に引き続きまして、利用者から

の調査、相談、デファレンスに必要な参考図書の充実に力を入れていきたいと考えてお

ります。行事につきましては、平成１３年度に好評を受けましたお話フェスティバルを

斑鳩の里文化芸術の中で、継続実施するなど、子供の対象の行事を豊富に展開していき

たいと考えております。 

 次に、委託料 2,２３４万 4,０００円でございますが、図書館施設管理委託といたしま

して、いかるがホールと図書館費用を面積半分いたしました。算出された費用 1,５２６

万 9,０００円が主なものでございます。 

 次に、１８５ページでございます。保健体育費でございます。3,０２９万 1,０００円

を計上いたしております。生涯スポーツの推進を図りますために、各種のスポーツ教室

の開催、競技大会の実施、またスポーツクラブの育成を行っていくことといたしており

ます。本年度の体育協会に１８４万円、また斑鳩の里法隆寺マラソン三都健康走ろう会

実行委員会に対しまして、３００万円の補助金を助成してまいりたいと考えております。 

 次に、１８７ページの町民体育大会費でございます。１１５万 4,０００円を計上いた

しております。そのうち、地区対抗綱引き大会につきましては、多くの地区の参加を得

るため、今回から従来、町民体育大会の中で行っております綱引き競技を、地区対抗綱

引き大会と位置づけ、本来の競技規則を基本として実施してまいりたいと考えておりま



 184 

す。また趣向を凝らしまして、多くの住民の方が参加し、楽しんでいただける大会にし

てまいりたいと考えております。 

 次に、１８８ページでございます。県民運動場費でございますが、３１３万円を計上

いたしております。天満グラウンド防球ネットの設置等の整備に係ります費用と、健民

グラウンドの夜間照明に伴います光熱水費が主なものでございます。 

 次に、同じページでございますが、町民プールの運営費でございます。1,０１１万 3,

０００円を計上いたしております。この町民プールの開館期間につきまして、住民のニ

ーズにこたえますために、従来実施してまいりました７月１０日オープンを７月１日に

早めまして、運営を行ってまいりたいと考えております。その施設管理、運営業務委託

料といたしまして、プールサイドの委託料とプールサイドの整備、及び光熱水費が主な

ものでございます。運営に当たりましては、事故防止に万全を期しまして、楽しいプー

ルになりますよう運営をしてまいりたいと考えております。 

 次に、生涯スポーツ推進事業費でございます。１８９ページでございます。６２万 1,

０００円を計上いたしております。スポーツ教室の開催に伴います費用でございます。 

 次に、すこやか斑鳩スポーツセンター運営費でございますが、2,９６３万 2,０００円

を計上いたしております。本町のスポーツ活動の拠点として、住民の健康、体力づくり、

レクリエーション活動の場として、また町民相互の交流の場として、常に良好な状況で

利用していただけるよう、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。今後も設

備の充実を図りますために、トレーニング室の機器の充実のための費用２５８万 4,００

０円を計上いたしております。 

 以上が教育に係ります予算の概要でございます。よろしくご審査いただきまして、ご

承認賜りますよう、お願い申し上げます。ありがとうございました。 

○山本委員長  第９款  教育費についての説明が終わりましたので、これに対する質疑

をお受けしたいと思います。 

 予算書の１５４ページから１９０ページまででございます。 

 松田委員。 

○松田委員 １つ、お伺いしたいんですが、言いにくいんですけどね、とにかく学校関

係ですけど、週５日制をめぐっての問題なんですけど、予算内容がどうだこうだという

意見にはならないんですけれども、施政方針にしましても、あるいは議案説明にしまし

ても、中心は完全週５日制に伴ってのゆとりある教育ということが強調されていますけ
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れども、そのことについてはわからんことではないですけど、完全週５日制にすること

によって、真にゆとりある教育になるんじゃろうかどうじゃろうか、その面について、

いささか疑問に思います。そういうかけ声のために、それぞれ児童生徒が頼んで興味の

ある、例えばクラブ活動とは言いませんけど、一般質問にもありましたように、あるい

はその面から言うても教空というのがありますけども、金管教室というか、そういうも

のが時間的制約で廃止をされてしまうというようなことが、こうして本当にゆとりのあ

る教育になるんじゃろうかと。あるいは子供たちの情操教育に役立つんじゃろうかどう

じゃろうか。あるいは子供の特技、技能というものをそれぞれ個性に合わせたものにつ

いて、それを伸ばすことに役立てるんやろかどうやろか。いうと、どうもそういうこと

にはなっていないのと違うか。型にはめ過ぎて時間割表どおりにさせようということに

教育委員会がきゅうきゅうとしているんと違うんかな。そういうことが１つの指針とし

て示されて、その指針に合わせようということになってくると、せっかく学級その他が

そろえられているのにかかわらず、そういうものを使わんと。やめてしまうんやと。い

うところにいっていることについて、皆さんの言うゆとりある教育というのは一体どう

いうことなんじゃろうか。 

 そして今、学校なんかにおいて子供が１番学校へ行って楽しみにしているのは、私の

印象ではクラブ活動やろうと思うんです。特に高校なんかでも、私事で申しわけないで

すけども、孫なんか高校に行ってますけど、クラブ活動だけは熱心や、勉強は要らんと

いうんですわ。土曜日であろうが、日曜日、祭日でも１日中、行っているのはクラブ活

動です。しかもクラブ活動が人間的な形成、辛抱強さとか、粘り強さ、先生との密接な

つながりとかいうことがあって、今の学校教育の関係において、そういう密接なつなが

りを持って、子供が親しんで喜んで、苦労があって泣きもってでもやっているというの

はクラブ活動と違うんか。そういう意味ではクラブ活動とかクラブ教育の関係なんてい

うのは、本当に時間的制約があるんだということでカットしていくことで、有効な教育

方針と言えるんかなという点について、そういうことでゆとりあるということになるの

かなと。 

 あるところには学校がそういうものを教えてない、またその分の関係については塾へ

ということで、塾へ塾へということで、今塾経営者が喜んでますよね。これからふえる

と言うて。一時はあかんて言うてたんやけど。こんな関係が本当に真の教育改革だと、

週５日制なんだろうかどうだろうか。こういうことについて疑問があるんですけども、
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一体どうなんでしょう。こういうことが１つ。こういう考え方について、推進協議会が

持たれているんですけど、どんなふうにしているんやろうかというふうに疑問に思うの

が、特に完全週５日制に踏み出していくことしとして、一体どう位置づけされているの

かということを非常に関心ありますので、その辺について、施政方針とか議案の趣旨説

明をしたとか、今さっき説明したと同じこっちゃと言うんやったら、同じことですと言

うてもろうて結構です。特にそういうことについて特別答えられる、考え方が。そうい

う面があるんなら、そういう本音のことを一遍聞かせてほしい。教育委員会が一体どう

いう議論をしているのか。推進協議会ではどういう議論をしているのかというふうな関

係について、聞かせてほしいと思うのが１つです。 

 ２つ目の問題は、これも小学校の関係、中学校の関係でよく出てくるんですけれども、

監査委員からも指摘があるんですけども、いわゆるパソコンとかワープロとか、こうい

うもののところに、これは恐らくリースでやっているんですね。ですから使用料として

上がってくるんだろうと思うんですけど、この関係の対応の仕方ですね、これは学校だ

けではなしに、各行政関係全部あると思うんです。この契約の方法は全部一括してやら

れているのか、それとも部署ごとにやられているのか、あるいは役場は役場、学校は学

校というふうになっているのか。あるいは各学校でまとめて教育委員会としてやってい

るのか、この辺の契約の仕方ですね。 

 そのことによってリースの関係、やられる機種とか何とか、いろんなもので判断をし

て、それぞれ考えたり、あるいは扱うてるところも業者はいろいろあるやろうさかい、

いうようなことも言われて、検討必要があるとされているんですので、それはもちろん

そうだろうなと。当然そのような見積もりをとって、行われているんだと思うんですけ

ども、こういうリースの関係の契約の仕方、行政としていろんな分野があるんですけど

も、これは分野ごとに行われているのか、統一して行われているのかについて聞かせて

もらいたい。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 週５日制についてのことでございます。同じことであれば言うなという

ことでございますが、同じことになるかもわかりませんけれども、今日までの学校教育

については教科指導ということで、教科中心にいろいろと詰め込みといいますか、先生

の言われることをそのまま覚えていくというような教育方法が非常に多かったというふ

うなことがあります。しかし、それでありますと、自分から進んで物事に立ち向かって



 187 

いくといいますか、考えていくという、そういう能力が発達していかないということで、

今回みずから考えるということを主にやっています。そうした中で、心にゆとりを持っ

て物事に対応していくためには考える時間が必要であろうというようなことから、そう

したことでとらえられているんではないかというふうに思っています。 

 特に教育委員会といたしましても、法律で決められた授業時間数というのはございま

す。それにあわせまして、学校教育の中で、子供たちの学習を指導を行うわけでござい

ます。そうした中で、ゆとりというもう一つのねらいは、学習の内容にもう少しゆとり

を持たせていく。今まで３年生で習っていたやつを一部４年生に持っていくというよう

な形で、３年生でぜひ覚えなければならないことをしっかりと教えていく。そういう基

礎基本をしっかり教える。こういうことがございます。そうしたことで、若干後ろの方

に学習内容を持ってきているというのは、そうした意味からすると、今よく言われてお

ります学力の低下ではないのかというようなことも取りざたされるわけでございます。

今特によく言われます大学で分数計算ができないというようなことを言われております

ので、そうした基礎基本をしっかり子供たちに教え込んでいこうということから、ゆと

りを持って学習をさせていこうということでございますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 あわせまして、またそうしたクラブ活動については確かに委員おっしゃるとおり、子

供たちにとっては規律のある、そしてルールをしっかりと守っていくといいますか、そ

ういう意味では非常に生徒指導についても効果のある授業であるというふうに思ってい

ます。ただ、小学生の場合、今日までもクラブ活動として十分な時間はとられていない

わけでございます。今回におきましても、特にそうしたものに十分時間はないわけでご

ざいます。できるだけクラブ活動といいますか、子供たちが活動できる場の提供を考え

ていきたいというふうに考えております。 

 推進協議会の中身については課長の方から答弁をさせていただきます。あわせまして

パソコンについても課長の方から説明させていただきます。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 松田委員さんの１点目の後段部分でございますけれども、推進協

議会での意見、どういうものがあったのかということでございますけれども、この２月

１４日に開催させていただいたところでございますけれども、その中では、先般、一般

質問でお答えする形で、こういう内容を上程して、いろいろ話し合っていただいたとい
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うことは説明申し上げたところでございますけれども、特にあったのは、子供を地域や

学校へ返すということは、ある一定の理解を得たところでございますけども、当面の間、

ある程度行政側の受け皿といいますか、そういった施策が必要ではないかという意見が

あったのは事実でございまして、行政側といたしましても、学校週５日制の趣旨に反し

ない範囲において、そういった施策を講じていくということでご了承をいただいており

ます。 

 ２つ目でございます。小・中学校におけるパソコン、並びに役場全体におけるそうい

った契約の方法でございますけども、教育委員会の方の所管でございます学校でありま

すとかにつきましては、パソコン、ワープロ、そういったオフィス機器につきましては、

各学校ごとではなく、教育委員会が一括して契約をさせていただきます。もちろん費用

負担、予算措置につきましては各小学校費、中学校費は分けておりますけども、契約そ

のものは教育委員会でまとめてさせていただきます。役場の方については。 

○山本委員長  池田課長。 

○池田企画財政課長  まず購入方法についてのご質問だと思います。役場につきまして

ですけども、ＬＡＮ構築、住基とか税務関係のネットワークに関するものにつきまして

は、以前からのソフトやシステムの関係がありますので、その業者につきまして、ずっ

と随意契約でやっていっております。学校につきまして、パソコンを入れるときにつき

ましては、指名競争入札を行っております。それにつきましては小学校、中学校だけで

指名競争入札、中学校は中学校で指名競争入札となっております。 

 また、役場につきましてネットワークに載っておらない部分、例えば土木の積算シス

テムを新たにする場合につきましては入札により事業者をＬＡＮには関係ございません

ので、影響していないということで入札をやっております。また今、新たに例えば年金

業務につきまして変わってまいりますのでこれにつきましても、機種を指定しないで、

１基だけの購入となりますので、機種を限定しないで、１番安いところから買うと。見

積もり合わせに沿って１番安いところで買うということで購入をいたしております。 

 以上が、主な内容です。 

○山本委員長  町長。 

○小城町長 私の方から施政方針なり議案の説明で申し上げましたが、やっぱり週５日

制というのは、先生方の意気込みと、そういう問題が１番大事だろうと思います。私は

この間でも掛合町という町が先生があかんのやったら町長がチェックして、あかんのや
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ったら臨時で雇えというところまでいっている状況もございます。確かに今の先生方そ

のものが決して悪いとは言いませんけれども、やっぱり熱意を持たなかったら、私はい

ろいろと中学校でも小学校でも、金管バンドがええとか、あるいは中学校の野球が強い

とかいうのは、その先生が熱心です。自分を犠牲にしながらやっておられるんです。そ

のことの中で、斑鳩でもやっぱり南中学校、あるいは斑鳩中学校にしても、野球が強か

ったら監督がどうだといったら、監督が引っ張るし、いろんなこともございます。これ

からは地域に開かれた関係になれば、私はそういう人を養成することが大事だと思うん

ですＯＢの方々が自分のボランティアとして学校へ入って行って、その現場の先生方と

一緒に協力をしなかったら、先生は自分も家庭がございますから、わしは教えるのは終

わりやと、帰りますよと言うたら終わります。この金管バンドはやっぱりその先生がい

ろいろとされた中で、転勤希望を出されている。そういうところから、私はそういうこ

とがあったのではないかなと。来年４月から週５日制なら仕事は無理ですよと。 

 しかし、そういう方策というのはまた教育委員会としては、私は何らかそういう処置

はできてくると。やっぱり校長先生が退職するとか、いろんなことが先走ってしまって、

そういうこともあると思うもんですから、私はもっとやっぱり教育に熱心であるという、

そういう立場をとらなかったら、地域の方も補佐していく、サポートするということも

大事ですけども、最近は先生方ももうちょっとしたら親から怒られるから、いろんなこ

とで、ある程度、クラブ活動を６時、７時ぐらいまでやると、帰ってくるのは７時半や

と。そんなんやったら勉強できんやないかというて怒って行かれる親もおられると思い

ますけれども、そこらも十分に考えんと、強くなろうと思ったら強くなるようなことも

せないかんし、また松田委員おっしゃったように、厳しい泣くこともあったかて、明く

る日また喜んでいくという環境というのは、その人には私は魅力があると思います。 

 そういうことで、これからの週５日制になった中では、もっと教育委員会、あるいは

我々がそういうところに参加をして、状況を判断しないと、皆が斑鳩の教育が、あるい

は生徒が楽しくできるような環境をつくっていくのが、１番大事だろうと思っておりま

す。 

 パソコンの問題については当初私の方、１番早くパソコンを言われて富士通を買って

しまったんですね。しかしそれが機種がウインドウズが１年１年後退になるということ

は、それはだれしもそういうことを考えなかったということです。そして去年、おとと

し、教育委員会として、小学校、中学校にすべてをかえたいと、リースしようと。リー
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スできることで教育委員会に任せて、機種はＮＥＣも富士通も全部、そういう指名で上

がってくる業者から指名選定して入札しようということで、今やってもらっているわけ

です。学校関係については私は現時点では教育委員会がまとめてやっていただいていま

す。 

○山本委員長  松田委員。 

○松田委員 具体的な問題は、陳情も出てますから、今回総務常任委員会に付託されて

いる状態もありますので、これで置きますが、金管バンドの面では、斑鳩中学校が割に

成績がよろしいんやな。今まででも。私事で申しわけないんですけど、孫も金管バンド、

いろいろあちこち行ってということで、割に人気がええんやでと。学校でもこの教室は

いいように聞いている。この間も聞いて、今度は廃止ということを言われているんやけ

ども、楽器はどうなんや。個人持ちと違うやろ。学校のクラブを廃止したかて、楽器面

で一体どうするんやろなということもあるわけですよね。そうしますと、そのことにつ

いては、先生がおらんようになったんか。生徒がおらんようになったんか。生徒がクラ

ブ活動でも参加するのがなくなってくるケースもあるという。それは十分あると思いま

す。出とるやつも廃止というようなことになってしまったんやと言うんですよね。我々

はそう思うんです。しかもそれが今度、陳情が出ている状態なんかも、ある日突然のよ

うな印象を受けて、そうすると学校でできないなら、今、町長も言われるように、そう

いう趣味の人々に協力してもらってボランティアになるのか。あるいは委嘱することに

なるのかにして、土曜日だとか日曜日とかは別にして、今までも土曜、日曜は休みのと

きは皆行っているわけですからね、練習に。何も学校でも時間あったようですけど、だ

からそういうことにして、こういうことをつくっていくというような考え方というもの。

せっかくの趣味と伝統的に優秀な成績をおさめている金管教室などの関係を、何もそん

なことになったらと廃止して、ゆとり教室、ゆとり教室やと言うても、結局は何なんだ

ということになってしまうと思うんですよ。印象としても。 

 だからこれはね、せっかくの楽器その他もそろえてあるんやから、それはむだにしな

いように、有効に使っていけるような関係のシステムをつくるというふうな考え方があ

ってもええんと違うかなというふうに思うんです。ここでちょっとだけ聞いておいて、

内容によって、また総務委員会のときに答弁してほしいと。そして陳情が出ていること

について、どう我々は結論を出すかということも勉強もしたいと思う。それについて１

つ聞かせてほしい。 
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 それから具体的で申しわけないけど、今度出とったように思うんですけれども、週５

日制の関係で、地域に返すという言い方をされているわけですよね。本当に地域に返す

ことになるのかどうかと。塾に返すという関係。１つは地域に返すことができないから、

いわゆる学童保育ということについて、預かる場所を決めると。しかもこれも学童保育

は民生ですか。いうふうなことで所管がそうだと。これは本来からいうたら僕は教育委

員会であっても不思議はないんやというふうに思うんです。介護のような場合、地域で

固まって、昔は隣保館とかいろんな言ってますけど、そういうことになってますけども、

斑鳩町の場合はそうではありません。地域に返す、地域に返す言うて学童保育の関係、

そういうことを預からないかんことから、今度、学童保育室をつくると言っているので

すね。ちょっと矛盾するのと違うかと。経済情勢、あるいは家庭情勢から見て。そうい

う面が具体的な面が出ているわけですから、そういうことで、矛盾を感じませんか。見

解の相違もいろいろ出てくると思いますけどね。その辺をどういうふうにお考えになっ

ているか答えてもらいたい。それよりもむしろ、せっかく具体的に出ているんですから、

僕は斑鳩小学校の関係かなと思っているんですけれども、学童の関係、そうでないなら、

どこをどういうふうにするかと。学童保育、教室、これはどう改善、あるいはどう拡張

しようとしているのかということをちょっと聞かせてもらえますか。 

○山本委員長  町長。 

○小城町長 金管バンドの関係等につきましては、助役も以前教育長でございますから、

いろいろと相談を申し上げ、先ほども申しましたように、教育委員会も我々としてもあ

あいうふうに陳情書、あるいは請願書、そういった中では、先ほど申し上げましたよう

に、恐らく担任の先生が学校を次は異動したいという希望等があったことを言うたと思

います。ということは親が突然そんなんなくなるやないかということだったんですけれ

ども、そういう中では最初の出発は加藤先生という方が、この方は言うたら、音楽はそ

んなに知りませんけれども、非常に熱心であったと。熱心さがやっぱり生徒に伝わって、

私は今日の金管バンドをつくってきたと。加藤先生は海外へちょっと３年間行かれて、

その関係で浜中先生が来られて、その先生が熱心にやっていただいた。浜中先生自身も

一生懸命斑鳩小学校金管バンドの歴史を重んじてやっていただいた、そういう経過がご

ざいますから、我々としては助役、あるいはまた教育長と相談を申し上げて、何らかい

い方策をやっぱり伝統ある金管バンドを希望もつ方々に対することを考えるならば、当

然そういうことについて我々としては、そういう先生を探していきたい気持ちもござい
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ます。 

 それと地域に返す、学童保育、この関係は今斑鳩小学校の学童というのは民族資料館

の下で借っています。その関係等について、手狭であるし、いろんな問題等があったと。

小学校のトイレがちょっと距離があるということから、陳情をずっと受けていた。斑鳩

小学校の空き教室を使ったらどうかという話も昨年度はさせていただいた。それは親の

方から結構ですということでした。それやったら、新しく西学童もさせていただきまし

た。新しく。そういう関係もあるし、東もちゃんとプレハブでありますし、斑鳩小学校

も現在考えていますのは、プールの横ぐらいかなということで、今現在考えています。

そういう関係で空いたら、会議室も使えますから、そういう有効利用をしていこうと思

っている。 

 それと地域に返す中で、おっしゃるように、当然小学校の受け皿となってくるだろう

と思う。皆さん共働きというのはもう家の方はそういう形になっていますけども、学童

がふえていくわけですけれども、あくまでも所轄が民生、厚生労働という関係の形にな

ると。今おっしゃった地域に返すというのは、私はやっぱり昔だったら、仮にこども会

になったら、この先生が夏休みに当番を決めてラジオ体操も行っておられたと。私はそ

れが本来だと思うんです。夏休みは先生は休むんでなしに、地域へ出ていくということ

が、これから私は教育委員会の課題ではないかなと思う。そういうことが１番大事だと

思います。ご心配いただきますように、地域に返すというのは、まさにそういう形にな

っていくんではないかなと。学童の関係もございますけれども、これから週５日制にな

ってくる中で、地域に返すという中でも、これからいろいろと関心を持って、その関係

が４月からスタートしますけれども、やっぱりこれについては教育委員会、我々、また

議会の皆様方が積極的に、そういうことを議論しながら、斑鳩町としては協力し、また

地域に返す方法を考えていきたいと思います。 

○山本委員長  松田委員。 

○松田委員 ありがとうございました。わかりました。お願いだけ申し上げておきたい

と思います。今、町長がご説明なさったような関係が、実りあるような状態で、総務委

員会のときに、町の教育委員会の１つの方法が示されるように、お願いしておきたいと

思います。金管バンドの問題に関して、お願いをしておきまして、終わります。 

○山本委員長  ほか、吉川委員。 

○吉川委員 １８８ページの健民運動場費の中で、健民運動場の特に冬場、朝から昼ぐ



 193 

らいまで、使えないような状態が続いているんです。それを把握しておられるのか、実

際に、１３年度でもどのぐらいの状態だったのか、私は電話かけたことがあるんですが。

予算に全然出てきてないんで、あのまま使用されようと思っておられると思うんですけ

れども、やっぱりできてる以上は、皆さんに使用してもろうてこそ値打ちがあるんやか

ら。やっぱりちゃんとした対応をお願いしたいんですが、そのことについてお伺いした

い。 

 もう１点、１８９ページなんですけれども、町民プール運営費の中、１８８から１８

９ページですね。委託料の中で、草刈り委託料がありますけど、７万円ほどあります。

これは処理場とプールで１回ずつ刈っていただいた分だと思うんですが、これは何回分

あれしていただいているのか。私はこの件も言ってます。ずっと前には、今、駐車場に

なっているところまで土が盛ってあって、草ぼうぼうなので刈ってほしいということで

要望して、し尿場が１回と、それから教育委員会が１回ということで続いていたと思う

んですけれども、今どういう状態になっているのか。あそこは駐車場ができて、ゲート

ボール場ができて、人も入らんようになっているんじゃないかと思うんですが、そこら

はどう考えておられるのか。 

○山本委員長  水田課長。 

○水田生涯学習課長 まず１点目の健民運動場のグラウンドのじゅくじゅくですか、そ

の件でございます。委員さんからも私、直接聞かせていただきました。以前、健民運動

場で三塔マラソンがあった件でいろいろとご迷惑をかけて、今回、場所変わらせていた

だきました。その件の中で、砂等入れる中で、１８８ページの１６節の原材料で工事材

料として、グラウンドのまさ土をテニスコートの裏で１８万 5,０００円組ませていただ

いております。一時的でございますけれども、そのまさ土を入れるための予算として計

上させていただき、トラックローラーで引くようにしておりますので、そこで若干回し

ていただいております。その辺でカバーしていきたいと、こういうように考えておりま

す。 

 それともう１点、１８９ページでしたか。町民プールの委託料でございます。その件

に関しての草刈り委託料として、先ほど委員さんおっしゃったように、あの件につきま

しては、私の方が１回と環境対策課の方で１回、以前から組ませていただいておる中で、

７万 4,０００円組ませていただいている、この件につきましては、私どもの方の２回組

む形で７万 4,０００円組ませていただき、その２回というのは１回は、町民プールの前
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の広場、それと先ほどおっしゃったように、園庭のところを１回組ませていただいてお

りますので、よろしくお願いします。 

○吉川委員 今説明があったように、工事材料費で１８万 5,０００円。１８万 5,０００

円ぐらいで、あの広いところが実際に今、課長が説明されたようにして使えるような状

態になるんですか。今、課長から説明があったから、そのことは発言しようと思ってい

たんですけれども、ことしからマラソンもこちらへかわられて、やっぱり課長がおっし

ゃっているように使用できないような状態やから、私も議長のときにいって、そのとき

からちょっと踏んだらすぐ水が浮いてくるような状態になっていたわけですな。今は特

にひどいわけです。ゲートボールに行かはっても、何があってもできんような状態です。

どろどろになって帰ってこないかん。それが１８万 5,０００円ぐらいで実際にできるの

か。これはちょっと疑問ですわ。１８万 5,０００円の値打ちがありゃあよろしいでっせ。

何もならんなら、この１８万 5,０００円はむだ遣いや。そこらよう考えて工事にかかっ

ていただきたい。それをお願いしておきます。 

 草刈りですけれども、確かに前の方も駐車場になってますけど、２回ということで私

もことしの予算を見せてもろうても環境対策課のところでは３万 7,０００円。半分１回

ましたな。面積はどうなってます。今２回とおっしゃるけれども、実際に駐車場のとこ

ろと、その前で１回か、まだもう一遍あるところが１回になるのか。ちゃんとした予算

を組むときには、現地も調べ検討する中で予算を組んでいくべきだと思うんですよ。去

年こんだけ組んだから組んどけということでは、やっぱり毎年状態が変わってくるわけ

です。確認だけは必ずしてもらわないかんと思う。これは小さいことです、実際言うて。

特に私もお願いして入れてもらったやつは、こんなことを言うのは本当に申しわけない

んやけども、やっぱり言われたときに削って、また違うところに有効に使ってもらうと。

それが予算の組み方ですがな。皆、ある程度プロでんがな。もうちょっと真剣に予算を

組むときに、それは考えてもらいたいと思うんですが、これ以上言いませんけれども、

今後全体にわたって、そういう考え方を持って予算を組むときに検討を加えていただき

たいことを要望して置いときます。これはもう結構です。 

○山本委員長  町長。 

○小城町長 吉川委員がおっしゃっていただくように、この健民グラウンドは皆さん方

よくご承知でございますし、１８万 5,０００円は水田課長が言いましたけれども、これ

でできることはないと思います。原因がどうあるのか、水はけは非常にいいわけですか
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ら、水がこんだけ吸うた分はまた上に上がってくるのか、極端に氷点下になったときに

は、下が冷えてしまった。そしたら上からまた太陽が照ったら上がってくるというか、

水が上へ上がってくる。そういう原因を突きとめなかったら、冬場はそういうことで迷

惑かけるということが多いわけですから、そういうことの原因を究明して、もしそうい

うことが、ほかのグラウンドを見たって、斑鳩小学校でもどこを見たって、下から浮き

上がってこないわけですから、健民グラウンドだけですから、そういうことの原因を究

明して、していかなかったら、それは土を補強したら、ぬかるみの泥を押したかて、水

がどこかであれしたらグラウンドは使えない状態です。それは過去に何回もああいう状

態になっていますから、それはとても遠来から来られる、あるいはまた町外から来られ

て、こんなグラウンドがあるのかというようなことになってしまいますから、信用の問

題もございますし、町としても、そういう原因を突きとめていくことが１番大事だろう

かと。水田課長が言うたように、１８万 5,０００円ですべてが解消するということでは

ないと思います。 

 ２点目の草刈りの問題についても、現状を把握して、予算化するときには、私はいつ

も朝礼でも言うですけど、現場を見て、自分らでそういう整理せないかんと。前年度が

こういう予算やからということではなしに、現場を見てそういうことをしていかないと、

我々助役、あるいはまた収入役の中でするときに、上がってきて、これを削るぞと言う

たかて、とてもわかりませんから、現場の担当の者が絶えず、プールやったらプールを

見にいって、ゲートボールになっているところも草刈り、以前は刈っていたと思います

けれども、現状からいうたら、ゲートボールになっていますから、ほとんど草を刈ると

ころはないと思います。ただおっしゃるように、ほかのもう１つの鳩水園が３万 7,００

０円で半分しか予算を組んでいないわけですから、やっぱり価値ある有効あるような使

い方をせないけない、委員ご指摘のとおりだというふうに反省をしたいと思います。 

○山本委員長  ほかございませんか。 

 喜多委員。 

○喜多委員  たくさんあるんですが、２点だけ選んで。２月１１日にマラソンを例年の

ようにやられまして、たくさんの方が参加をされました。まず、町外から参加された方、

それから町内の方の人数と、それから町外から参加された方々の宿泊はどのように指導

というか、されたのかということをお聞かせいただけますか。 

○山本委員長  水田課長。 
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○水田生涯学習課長 まず２点目の件から先にお答えさせていただきます。宿泊の件で

ございますけれども、斑鳩町にそういう大きい宿泊施設がございません。グランドホテ

ルの件もありましたけど、それにつきまして宿泊施設の許可はおりていないということ

を聞かせていただきましたので、その件についてはそこで宿泊できないということ。そ

れと今私の方はお話させていただきましたのは、町内の卯川家さん、大黒家さんという

のはお話をさせていただきましたけれども、遠方から来られて、そういう民宿的なとこ

ろについてはご遠慮させていただきたいということを聞かせていただましたので、でき

たら近くの奈良の方へお泊まりいただけないかということでお話をさせていただいた経

緯がございます。 

 以上でございます。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  グランドホテルが再開をされたということで、私も聞いていたんですが、

今回のマラソン大会には宿泊は間に合わなかったんですね。それであっちこっち問い合

わせはあったように聞いております。近くの奈良とおっしゃったんですが、グランドホ

テルの宿泊収容人数は来年に向けては、どれぐらいの受け入れ、収容、宿泊数があるの

か。それでやはり地元がせっかく 1,５００人ぐらいの参加者があった中で、遠方から結

構来られておりましたので、出来たら斑鳩町にお泊まりにいただきたい、法隆寺も見て

いただきたいなというふうに私は思っているんです。そういう意味でグランドホテルさ

んが改良されたということは、ある意味ではよかったなというふうに思っておりますの

で、これからの問い合わせ等については、観光対策も含めた中で活用していただきたい

ということでございます。 

 今、数字を調べていただいてる。 

○山本委員長  水田課長。 

○水田生涯学習課長 すんません。資料を探しておりましたので。斑鳩の里マラソンで

1,１５０名の方が参加されております。その中で町内の方が４４８名でございますので、

残りの方が町外でございます。 

 以上でございます。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  ありがとうございます。 

 あともう１点、外国青年の招致の内容について、英語教師としても来られていると思
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うんですが、どういう方が来られて、契約がどういうふうになっているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 外国青年招致事業でございますけれども、予算書で申しますと、

１５７ページになりますけれども、契約といたしましては１年単位の契約になっており

ます。現在、来ておりますのはアメリカ人でラングデモン、男性に来ていただいていま

す。これは昨年の８月から丸１年間でございまして、ことしの７月末まで。もう１カ年

いくかどうかということについて、この年度末までに決定する必要がございましたので、

本人の意思を確認いたしましたところ、もう１年いかせていただくと聞いておりますの

で、余計な説明になるかもわかりませんけれども、昨年、渡航費とか帰国の費用は積ん

でいたのは、ことしは積んでおりません。 

 以上でございます。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  アメリカの方で男性で１年間の契約ですね。賃金が３６０万円になってい

るんですが、これは安いんですが、高いんですか。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 これにつきましては、こういうＡＬＴにつきましては手取りで３

０万円という形で決められておりますので、昨年度は３９０万円、３０万円減額という

形にはなっているんですけれども、これは税法の関係で米国籍につきましては、取得税

とそれに伴います住民税が減税だということで、そのまま３６０万円手取りになるとい

うことでございます。 

○喜多委員  結構です。ありがとうございます。 

○山本委員長  グランドホテルの件はよろしいですか。 

○喜多委員  調べてくれはった。わかりますか。わからない。もう１回ちゃんと言いま

す。宿泊料と、それから収容人数がどのぐらいの規模であるかということも地元で宿泊

施設がある、ホテルというのがありますので、一応把握はしていただきたいと思うんで

す、やっぱり。私どもも外へ行きますと、まずホテルの問い合わせとか、役場とか市役

所へ問い合わせすることがありますので、できたら、それぐらいの把握はしていただき

たいと思うんです。後でいいです。 

○山本委員長  後からで結構です。ほか。 
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 浅井委員。 

○浅井委員 学校管理になると思いますけど、この管理について、外周に植樹されてい

るクスノキの管理はどうなっておりますか。ここの管理のところでは出てないように思

いますけども、何年かに１回刈られているのか、ちょっと教えていただけますか。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 各学校における植栽の維持管理ということでございますけれども、

毎年１回ではございますけれども、予算の範囲内で剪定作業をさせていただいておりま

して、毎年、その学校の上部すべてを剪定するということではなくて、何年かに分けて

させていただいていますので、毎年ご指摘のクスノキを剪定するということまでには至

っていないということで、ご了承いただきたいと思います。 

○山本委員長  浅井委員。 

○浅井委員 これは南中の北から東へかけて植えられているクスノキ、現在、外周２メ

ートルくらいに道ついてますわね。そこを通ったら、車に当たると。その車はどんな車

かというたらホロ張ったら軽四でホロ張ってます。車に当たってかなんねんという人が

あったんですわ。それやったら、切ってくれと私は言ったけども、あの後で植樹された

ときのクスノキ、今現在どないなっているか。やはりああいうようなものを植えるとき

には地元農家の方は以前は朝から晩まで日が陰って影が射すと。夏でも４時になったら

影が射します。百姓には水と太陽が一番大切やと。校舎についてはしようがないです。

あきらめています。あれは目安領で立てられたものであって、新家の方には余り説明が

なかって、新家の方が米をつくっておられて、葉っぱも落ちて上にかぶさって、コンバ

インが行けないという人もあったし、枝が張ってきて当たるということも言われてまし

たことがありますけど、ちょっと私は見に行くんですけども、やはりクスノキであれば、

３０年たつともっと大きい木になると思います。今で十七、八年たちますかな。 

 だからあの管理、これから施設に植えられるのはクスノキをやめていただきたいと。

はたに迷惑がかかると思いますよ。だから針葉樹を植えられたら、直に新芽ができるや

ないかと。クスノキがようなるのは物すごく早いですわ。根がついてから刈りたくって

からようなってきて、それはいろいろな景観問題で植えはったと思うけども、地元農家

をしている人は朝から晩まで日が当たったというところであったのに、あの木が張って

きて、今やりにくいと。夏場だったら４時になったら、稲に露が落ちてきてます。これ

は日に当たったら、必ず根を吸い上げている粒状の丸い束になっていますから、それだ
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け早う日没したということですわ。 

 だからもう少し枝をすけていただいて、農作業に影響のないようにしてほしいんです

けれども、垣根に木が植わってますね。小さい赤い花が咲くのと、その上に何か植わっ

てますやろ。あの程度のものは辛抱できますねん。だけど、クスノキになりますと、相

当大きいですわ。だからあれを何とかすけていただくか、私だったら外周とっていただ

いた方がええかなと思うぐらいですわ。この前も言ったけど、言葉は悪いですけども、

やはり植樹するときははたに迷惑のかからんようなものを植えていただくと。松は大変

ですから、針葉樹の何かやったら、余り葉っぱも落ちないと。また枝ぶりもそんなに張

るもんやないし、クスノキの木は相当強いですから、あれは何とか考えていただけない

かというのが１点と、サブグラウンドですね。 

 これは関係ないかもしれん。あの所、車が相当とまっています。サブグラウンドの使

用のときの申し込みをちょっと教えていただけますか。１日使う何日前もって言うのか、

あいとったらだれでもまた使えるもんか、その点を教えていただきたいんです。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 １点目のクスノキの管理と今後の学校施設等におきます植樹の樹

木を厳選していただきたいということでございますが、クスノキにつきましては今おっ

しゃっておられる南中のクスノキにつきましては、フェンスから外に出た枝については、

早急に対処するように指導しているところでございます。それについてはご了解いただ

きたいと思います。 

 また、委員さんがおっしゃられているアドバイスについては今後参考にしていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○山本委員長  水田課長。 

○水田生涯学習課長 南中のサブグラウンドにつきましては、私の生涯学習課の方の体

育館の方で受け付けさせていただき、１カ月前から７日前まで受け付けさせていただき、

使用の許可を出させていただいています。 

 以上でございます。 

○山本委員長  浅井委員。 

○浅井委員 サブグラウンド使用されている方やと思いますけども、ずっと道路に車が

とまります。反対側は農家の方の車もとまっております。だからあそこにとめるなとい

うのは無理かもわかりません。農家の車やったらとまっていいのか、我々やったらあか
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んのか、この問題が出ると思いますけども、うちの方の大字は志村の田んぼに駐車場つ

くっております。道路が狭いから。あそこは広いからといって、あそこへずっとサブグ

ラウンドの方で、ずっと置いてますねん。やはりスポーツしている人はそれでいいけれ

ども、やっぱり一生懸命仕事している人、出たらそこに車が入ってくる。危ないという

ことでよく聞くんですけども、サブグラウンドを使用するときには、やはり指定の駐車

場があるんですか、ないんですか。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 大会で利用される方については、常に使用を許可するときに、道路上に

車をとめないようにということでお願いしながら、指導はしているんですけれども、大

きな大会等については中学校の東の方に、文化センターと一緒に使っている駐車場、そ

れをずっと使っていただくようにお願いをいたしております。だから大きな体育大会等

をする場合については、東側の駐車場を使っていただいてるし、そういうことを十分指

導していきたいと思います。 

○山本委員長  浅井委員。 

○浅井委員 今、教育長が言われたとおりにやってもらったら１番いいんですけれども、

南中でよく試合があるんですわ。他校との。そのときに先生があの信号で待っておられ

て、生徒が自転車で来ると。先生が気を使っておられて、向う側へ来さしている。生徒

を方々からバレーとかハンドボールの試合というのに、信号を渡って行ったら早いとい

うので、引率の先生が大分気を使っておられた。そやけどサブグラウンドについては、

あそこではわしらはスポーツをやってるんだと、そんな関係ないと、そんな感覚で広い

ところへとめてええと。片方で私も見てます目安の農家の方の車がとまっている以上、

とめるなということはちょっとこれは言いにくいかなと思いますけれども、あそこへ入

っているのを見ると、向こうから南から相当のスピードで走ってきます。危ないなとい

うことが何遍もあるし、やはりこれからサブグラウンドを使用するときの条件として、

必ず車は東側の駐車場に入れてもらうようしていただきたいと思います。 

○山本委員長  ほか、委員さんの方からございませんか。 

 吉川委員。 

○吉川委員 今の浅井委員の質問に前も同じ答弁をされています。一遍や二遍と違うわ

けわ。今のも一緒や。同じ答弁をしといたらええわということでは困る。そんなん、あ

そこでやって、東側へ置いてもらうのが１番ええんやけども、実際に置きに行く人あら



 201 

しまへんが、あんなん。あんだけのスポーツをやってはるんやから、多少ぐらいは。私

は前にそやから特に日曜日に多いわけやから、日曜日には学校がないんやから、職員の

駐車場を利用させてもらったらという提案もしたはず。そんな改善も何もせんといて、

今同じ答弁をしてはる。ほかでもそういうことがあるからね。そんなんずっと聞いてい

るもんにしては、教育長なら教育長はかわって同じ答弁した、それはわからんかしらん

けど、こっちは同じことばっかり聞いている。ひとつも改善になってへん。ここらはも

っと考えてもらわなあかんわな。やっぱり答弁したことについては、筆記するか、あと

の議事録を見て、私はいつも言うてまんがな。一般質問でも皆一生懸命調べてやっては

るんや。答弁したことについてはもっと責任を持ってやらなあかんわ。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 吉川委員からも以前に聞かせていただいております。これについては利

用者に対してご協力いただくようにお願いはいたしております。しかし現実にそうなっ

ていないというのが事実でもございますし、町といたしましても、学校の駐車場につい

ては学校のいろんな、日曜日であってもクラブ活動等々、子供の出入りもあると。そう

いうことで東側の駐車場を使っていただくということで、現在指導をいたしております。

そうしたことが徹底できるように、利用者に対しまして再度申し入れをしていきたいと

いうふうに思います。 

○山本委員長  吉川委員。 

○吉川委員 教育長ね、もしできるもんなら、経費も要ると思うけど、また職員に迷惑

をかけんならんと思うんやけど、たまには見に行って、指導ぐらいしてほしいと思う。

ただ、申し込みに来はったときにはそう言うだけではね、そんなん聞かへんと思うんや。

私の言い方はこんなんやから、向こうは余り聞く気せえへんわ。しかし、やっぱり言う

たらええ気はしはらへんわけや。ええことやないわけや、そこに置いておくことは。そ

れでも近くやもの、皆置かはる。言うたら、先ほども言うように、ええ気はしはらへん。

だからやっぱりだれかが指導しに行かんとね。改善はされないと思います。それか近く

でつくるかや。それか学校へ協力求めていろいろ施策はせんないかんかと思うけども、

あけてやると、また学校へとめる人が入っていく。トイレやへ行ったりすることもある

から、難しい問題があると思う。あるけども、やっぱり何か方策を考えてやらないかん

と思う。これから特に学校がそうなら一般授業も土曜、日曜休み。やっぱりスポーツ、

生涯学習、特にスポーツ面で対応していかんと。そこらをよう考えてもらってやってい
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ただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○山本委員長  町長。 

○小城町長 以前も何回か吉川委員から聞いています。その都度、目安のところの前の

ところの駐車場にお借りでけへんかということで、何回か頼みに行った経緯もあります。

しかし目安としてはあかんということですので、一時正門をあけて、そこへとめていた

だいた経緯もあるんですけれども、学校管理の問題もあるし、そこらを一遍また学校側

と教育委員会とも相談しながら対応したい。ただ一つはやっぱり守る人は必ず守るんで

す。守らん人は絶対守らない。うちの中央体育館でも、私たまに行ったら、テニスされ

る人は必ずあそこへとめるんです。あれをとめられたら、あそこから出てきて、車で行

ったら当たってしまう可能性が大いにあるわけです。中央体育館から行きます。あんた

らテニスするよりマナーを守らなあかん、ルールを守らないかん、そんなとこにとめた

らいかんやないかと、そのときはまたとめに行かれるんですわ。しばらくしたら、また

来はるんですわ。これはもう人間の心理で、スポーツされるけどルールは守らんのです。

やっぱりそういうことを守ってもらわんと、せっかく中央体育館の前広いか知りません

で、その横へ置かれて、着がえをされて、脱がれてぱっとされたら大変なことです。体

育館の先生が言いにいってくれはる。そのときはどけはるんです。またしたらとりにい

かはる。そやからマナーというものを考えんと。守る人は必ず守っています。それは南

中学校の東へ入れられる人がおるし、こっちの方に入れてはる人も当然、クラブ活動を

してバレーボールとか野球とかしたら、試合の選手も親も応援に行きはりますから、入

れてはりますわな。東の駐車場に。そうしてちゃんと守ってはるから、割とそういう親

は守るんです。守らん人は必ず、１台置いたら、必ず３台、４台とまっています。それ

がまた事故につながるもとですから、浅井委員も吉川委員もおっしゃるように、何とか

うちとしても、駐車場がなかったら何も言いようないですから、駐車場を教育委員会と

も相談させていただいて、そういう対応をしていく。そしてまた申し込むときには必ず

そういうことをきつく注意をさせていただいて、もし仮にそういうことが守れなかった

ら、次回は許可しませんと、そういうことも言わせていただかんと、こんなん何ぼして

たかて、だれぞが嫌なことを言うていかんと、なかなか守れませんし、吉川委員さん、

あるいは浅井委員さんがおっしゃったようなことは再三、こういう問題が起こっている

わけですから、その点については我々としては検討しながら善後策を講じたいと思いま

す。 
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○山本委員長  ほかご質問。萬里川委員。 

○萬里川委員 １８４ページの情報通信技術講習推進事業費ということで、これは国の

予算措置として講習があったということで、本年度は予算が上がっていないとこは承知

しておりますが、この講習を希望されて受けられなかった方は何人ぐらいおられるのか

わかりますか。 

○山本委員長  水田課長。 

○水田生涯学習課長 まず１８４ページの情報通信技術講習推進事業費ということで、

今年度組ませていただいて、１４年度はないということでございますけど、国の事業に

なりますけど、県費事業ということで、１４年度につきましては公民館費の中の委託料

の中の１７７ページで、情報通信技術講習会開催事業委託料ということで、６１万 2,０

００円。２００人を一応組ませていただいております。１４年度のやっていきたいと一

つは考えております。 

 もう１点おっしゃっております、今年度の受けられた方につきましては６４講座で 1,

２８０名受けられております。当初 1,０００名見ておりましたけども、人員が多いとい

うことで、２８０名を追加いたしまして、この１月、２月で終了させていただきました。

これからまだ２００名ほど受けられない方がおられます。その分を見込んだ中で、平成

１４年度でこういう事業を県の補助金をもらいながら進めていきたいということで、組

ませていただきました。 

 以上でございます。 

○山本委員長  萬里川委員。 

○萬里川委員 １７７ページの通信運搬費の中の６１万 5,０００円をＩＴ講習会に組

み入れたということですね。ちょっと説明が、違うんですか。 

○山本委員長  もう１回お願いします。 

○水田生涯学習課長  今の１４年度事業につきましては公民館費の１７７ページの委託

料の情報通信技術講習会開催事業委託料で６１万 2,０００円。２００名ほど組ませてい

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

○山本委員長  萬里川委員。 

○萬里川委員 すみません。私はこの分がこっちの情報通信技術講習推進事業費という

ことの中で、この予算が上がっていたら質問しなかったんですが、要するに県の補助を

受けてということは当然、それがなかったら要望しようと思っていたんです。7,１００
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万円が県の情報通信技術講習推進事業費として上がっておりまして、１４年１２月まで

延長するということで、7,７００人が受講数を予定しているということを聞いたんです。

町独自でもこれが要望があればできますかということを聞く中で、それができますとい

うことだったんで、ここに上がっていたら、私は当然この事業を受けてやろうというこ

とで、積極的に取り組まれたかんなと思ったんですけれども、ゼロだったから、ちょっ

と確認させていただきました。 

 それともう１点、町民体育大会の件ですけれど、私自身、各自治会でも出る人が少な

いということがあって、ある意味では人数が少ないから健民グラウンドで対応できてい

るというふうに思っているんですけれども、本来、全町民が出席のもとで、町民体育大

会という運動を通しての祭をしようと思えば、あの場所では小さ過ぎるというふうに私

は思っているんです。もちろんトイレも改造されて、参加される方にとったら若干女性

のトイレが並んで大変だということもあるんですけれども、快適になっていいんですけ

ど、本当の姿で皆さんの参加を得るならば、あの形はちょっと大変ではないんかなとい

うふうに思うんですけども、やはり今後この町民体育大会にかかわって、場所的なもの、

そして人数的なものを今後積極的に考えていくとしたら、この形でいいんだろうかとい

うふうに思うんですけれども、将来的にはどのような体育祭としてかかわっていこうと

思われるのか、ちょっとお聞きしたいというふうに思うんですが。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 大変難しいご質問なんですが、確かにスポーツの祭典としては健民運動

場できょうまで多くの住民の皆さん方がご参加いただいて、大会運営をさせていただい

ております。斑鳩町内で、あれだけ集まっていただけるイベントというのは、町民体育

大会しかないんではないかなというふうに思っています。しかし、これも全員ではござ

いませんで、選手の皆さん方、地域の役員の皆さん方にご苦労いただいて、出場してい

ただく方を募集していただいているわけでございます。そうした中で、今日までしてい

く中で、今、萬里川委員おっしゃっていただいているように、出る人がないので、こん

な競技をつくらんでくれとか、対象者をもう少しふやして多くの方が出て、そしてその

かわり種目を減らしてくれとか、いろんなきょうまでの変遷があるわけでございます。

そうした中で、今日まで続けてまいりました。 

 しかし、今おっしゃっていただいているように、もっと多くの町民の皆さん方をここ

へ集めていくというふうなのは不可能だろうと、全員集めるのはもちろん不可能だとい
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うふうに思います。そうした中で、多くの皆さん方があの狭い中で、お互いに交流して

いただける機会として、あの場所が今のところ１番最適ではないかなというふうに思っ

ています。しかし、斑鳩町で、ではほかにというて探してみても、今のところ適当な場

所、ああいう運動会をする場所はないというふうなことで、健民グラウンドという目的

に沿ったスポーツの会場として、今後も続けてあそこで進めたいというふうに思います。 

○山本委員長  ほかにもご質問の予定がおありですか。 

 １０時５５分まで休憩をさせていただきます。 

             （午前１０時３６分 休憩） 

             （午前１０時５５分 再開） 

○山本委員長  それでは開会をいたします。 

 初めに水田課長の方から先ほどのご質問に関する答弁があるということでございます

ので、お受けしたいと思います。 

 水田課長。 

○水田生涯学習課長 先ほど喜多委員さんより、法隆寺グランドホテルの収容人数、そ

の辺のご報告をさせていただきます。 

 シングルで料金が 5,０００円、ツインで料金が 8,０００円。５４名収容できるという

ことでございます。それと許可につきましては２月８日付で許可がおりておりますので、

その辺もあわせてよろしくお願いします。 

○山本委員長  それでは引き続き、質問をお受けいたします。 

 里川委員。 

○里川委員 予算書１５８ページにありますスクールカウンセラー事業のところで、一

定のご説明はしていただいたと思うんですけれども、実施主体がかわるというようなこ

ともあったと思うんですけれども、引き続いて、斑鳩中学校へ臨床心理士を配置すると

いうふうにおっしゃっていただいたんですが、現在、２名の先生が行っていただいてい

るんですけれども、その予算の措置が変わったことによって、先生とかがかわるのかど

うかということ。それと心の教室相談員の謝金ということで、報酬費が上がっておりま

す。これは昨年と比べましたら、かなり金額が下がってきていると思うんですね。半分

以下になっているんじゃないかなと思うんです。そこのところ、心の教室相談員のあり

方、昨年からどう変化をしているのかということをお尋ねしておきたいと思います。ま

ずそれをお願いします。 
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○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 まず１点目のスクールカウンセラー事業の先生の異動があるのか

というご質問でございますけども、昨年度から県事業ということで、スクールカウンセ

ラー事業は県事業という形になりましたので、その分の予算については町予算で上げて

おりません。それについてはご存じのことと思うんですけれども、１３年度の予算にお

きましてもその補正を今回の議会に上程しているところでございます。先生がかわるの

かということにつきましては、基本的には１週８時間ということで、現在は２名の方々

に４時間、４時間で来ていただいているんですけれども、町といたしましても、なるべ

く同じ先生に対応していただけるように要望してまいりたいと考えております。 

 ２点目の心の教室相談員なんですけども、１３年度におきましては斑鳩中学校と斑鳩

南中学校両校に置いておったんでございますけれども、これも県の事業になるんですけ

れども、１名しか認めていただけないという事情もございまして、来年度はカウンセラ

ーを置いていない。斑鳩南中学校にはスクールカウンセラーが入っていないということ

で、南中学校の方に心の教室相談員を置くということでございます。１３年度は２名の

１００万円を計上しておりましたけれども、今年度は１名の４２万円の計上をしており

ます。半分以下ということでございますけども、日数と休業日の関係等で精査した結果、

４２万円ということでございます。 

 以上です。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 今、休業日とか日数を勘案して半分以下になっていると。１名減で半分以

下ということなんで、大体週にどの程度来ていただくような形を考えておられるのかと

いうことと。相談員にどういった方に当たっていただくのかということ。それと斑鳩中

学校に配置していただいているスクールカウンセラーの先生は非常に評判もよろしいで

すし、いい先生だと思います。要望していきたいということであれば、この現在ついて

いただいている２名の先生については、必ずその先生についていただけるという保証が

ないというふうに理解してよろしいですか。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 まず先にお尋ねの心の相談員のことでございますけども、人員に

つきましてはまた南中学校等とご相談をしながら決めていきたいと思います。スクール

カウンセラーの先生、確定しないのかということでございますけども、県下で全般的に
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やっている事業でございますので、ほぼ要望は聞いていただけるのかなということでご

ざいますけれども、何分県下全般を見ましての配置でございますので、確定はしていな

いというふうに理解していただきたいと思います。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 心の教室相談員の相談員の方についてはわかったんですが、時間的にはど

の程度かということ。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 申しわけございません。予定しておりますのは１週間に８時間程

度でございます。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 わかりました。心の教室相談員にしろ、スクールカウンセラーにしろ、本

当に人の相談に乗っていただく人というのは、斑鳩町にとっても非常に大切な人材だと

思うので、鋭意努力をしていただけることをお願いしたいと思います。 

 それと、小学校費、１６１ページにあるんですけど、負担金の関係なんですけれども、

非常に以前から思っていたんですが、校長会や教頭会やというこういういろんな会の負

担金ということで、毎年教育委員会では負担してはると思うんですけれども、これを見

させていただいていますと、学校教育の現場というところは非常にネットワーク化され

ているんだなというふうに思っているんです。ですから、今週５日制並びに総合的な学

習がスタートされる、こんな年度ですので、このネットワーク、せっかく負担金も出さ

れていまして、これらの会が活発に、そしてまた子供たちの教育の現場が新たに改革さ

れようとしている中で、有効な会となるような努力を、斑鳩町の教育委員会としてもぜ

ひとも働きかけをしていっていただきたい思っているんですけれども、それについて会

がたくさんございますけれども、どんなふうにお考えになっているのか、ちょっとお尋

ねをしておきたいと思います。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 今、里川委員がおっしゃっていただいておりますように、そのとおりだ

というふうに思っております。私たちもそれぞれ校長会、教頭会、年間を通じまして、

いろんな課題に向かって研究をいたしております。その研究結果についてご報告いただ

いています。そうした中で、今問題になっております不登校の問題とか、あるいは学級

崩壊の問題とか、そういったことについても校長会は校長会として、いろんな研究をさ
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れております。また各種教科研修につきましても、１４年度に教科書が変わるわけでご

ざいますが、そうした内容について事前の研修等もしておられますし、いろんな形でそ

れぞれ教育の充実に向かって、研修をしていただいております。今、里川委員におっし

ゃったいただいているように、効果の上がるような研修になりますように、私の方から

もまた校長を通じて先生方にお伝え申し上げたいというふうに思います。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 またよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、小学校費でも中学校費でも、先ほども少し出ておりましたパソコンのことな

んですけれども、このパソコンにつきましては、私ちょっと少し一般質問でも利用方に

ついて申し上げた経緯もあるんですけれども、このパソコンを各学校に配置をどのよう

にされているのか、台数というんですか、教室への配置であるとか。私は以前から町立

図書館と学校図書室とのネットワークということも、ずっと斑鳩ホールができるときか

ら申し上げてきた経過もありますので、図書室への配置であるとか、そういうことにも

関心がありますので、このパソコンをどこへどういうふうに置いておられるのか、各学

校に何台というのをちょっとお聞きしておきたいと思うんです。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 まずパソコンの設置台数でございますけれども、小学校ではパソ

コン教室に生徒用で２０台、そのほか今委員おっしゃっておられるような図書室であり

ますとか、職員室でありますとかということで設置をしております。中学校につきまし

てはパソコン教室に生徒で４０台、あと小学校もございますけれども、サーバー機と図

書室と職員室等にも設置いたしております。各パソコンにつきましてはご存じのように、

校内ＬＡＮで勉強をしております。あと町立図書館でありますとか、他の施設とのリン

クといいますか、ネットワークでございますけれども、先般の一般質問でも教育長の方

からお答えしたと思いますけども、現在、東小学校では既にホームページを立ち上げて

おりまして、そのホームページを立ち上げた斑鳩東小学校のノウハウを各小学校、中学

校でも生かしながら、各学校でまずホームページを立ち上げると。ホームページを町立

図書館でありますとかいうところのホームページにリンクさせるという方法等、いろい

ろ今検討している最中でございますけれども、将来的には、当然そういった情報の交換

がインターネットでできるようなことを検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 
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○里川委員 図書室というのはわかるんです。１台ずつでもいいんだろうと思うんです

けれども、職員室については１台ずつ入るんですか。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 今回新たに設置させていただいた分については、職員室１台と校

長室にそれぞれ１台ずつでございますけれども、従来、個別にパソコンを導入していた

経緯もございまして、それらも個々必要に応じまして、ＬＡＮといいますか、そのパソ

コン同士をつなぐＬＡＮカードを設置したり挿入したりできるようなことで連携を保っ

ていっているという状況でございます。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 先生方が既にお持ちのパソコンとも連携をしていけるということ。それと

もう１点は将来的なことも含めてですけれども、各教室という考え方についてはどのよ

うに考えられているのか。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 将来的には、文部科学省が提唱しております平成１７年度までに、

各教室にも設置ということは視野に入れておりまして、ＬＡＮ工事につきましても、中

学校においては平成１４年度で各教室においても使用できるような工事まではしていき

たいというふうに考えておりますけども、考え方としては、将来的にはそういう形で、

各教室に置いていく方向では検討を進めております。 

 ただ、各パソコンの維持管理に相当慎重にならざるを得ないという状況もあるという

ことで、時期につきましてはまだ未定ということでご理解いただきたいと思います。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 使用についていろんな情報が得れるということでは、逆の心配などもある

のかわからないんです。こちらとしても、情報をどんだけ発信できるのかという問題も

あると思うんですね。その辺は各学校、先生方もいらっしゃいますので、学校の中で議

論する中で進めていっていただけたらいいんじゃないかと思うんです。 

 私がこのことにこだわるのはなぜかと言いますと、今年度から学習指導要領が変わり

ました。例えば小学校５年生の理科であれば、魚の成長、もしくは人の体内での成長、

どちらかを選んで指導せえということになるんですよね。教科の中でそういうのがいっ

ぱいあるんです。２つのうちから１つ選んで教えたらいい。３つあるうちから１つ選ん

で教えたらいいということでね。本来やったらその２つとも教えんと理解しにくいこと
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が、片一方教えたらいいというようなことになって、授業時間数が少なくなっていると

いうことでは、そういう指導から学校の先生方がいろんな工夫をしながら、子供たちも

自分たちが興味を持って、例えば魚の成長はそうだったけれども、ほかの成長はどうな

のかというふうな興味を持って子供たちに学習に取り組んでもらわなあかんという、そ

のときの学習する方法として、１人の先生がいろんな子供から一遍に聞かれても、なか

なか対応しにくいという中では、パソコンの得意な子やったら、そういうことの勉強が

うまくスムースにできる。図書室へ行って、本を見て、いやでも学校の図書室にはない

けれども、ひょっとしたらいかるがホールの図書館にはあるかなと、町立図書館を検索

してあると、そういうふうに発展していけるような形をとらないと、今の保護者の皆さ

んが心配しているような、この新しい学習指導要領で、逆にが学力が低下するのではな

いかという心配というのは、まさにそこにあると思うんですね。 

 ですから、本当に発展した学習に持っていかなければ、この今の指導要領というのは、

本当に子供たちにとってプラスになりにくいんじゃないかということで、心配していま

すので、そこのところについては教育委員会としてはきちっと視点を持って、見といて

いただきたいなと思うんです。 

 それと、以前から私は少人数指導についていろいろ一般質問などでも言ってきたんで

すが、そのときに教育長はＴＴの配置をしてきたということをおっしゃっていまして、

少人数指導についての配置がなかなかいただけないということなんですけれども、今度、

新しい学習指導要領の中で見ますと、小学校１年生は６８時間なんですけど、小学校２

年生から中学校３年生までは７０時間減になっているんですよね。その中で減になって

いる内容を見ましたら、ほとんど国語と算数、もしくは中学校では数学、この時間が削

られてしまっているんですよね。ところでよけいにそういった国語、算数という重要な

教科で時間数が減ったことの心配というのも、私はしているわけなんです。そこのとこ

ろでＴＴなどの配置をしてきたということの中では、今後、この辺の教科時間が減った

ことについて、教育委員会としてさらにそういうことを留意していただけるのかという

ことを確認させていただきたいと思います。 

 それと、さきの質問者から出ていましたゆとりの教育についてなんですけれども、こ

のことについては、逆に授業時間数、非常にたくさんなくなっているんですよね。なく

なった授業時間数よりは先ほど言いましたように６８時間、７０時間だけ減っているだ

けなんですよね、指導要領の中では。ということは１週間のうち１回、もしくは場合に
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よっては２回授業時間をふやさなければならないところが出てくるんですね。出てくる

というのか、最低１回は各学年全部平日に授業時間がふえるというのが事実やと思うん

です。実際だと思うんです。そんな中で、平日は子供にとったら、６時間目からあると

いう状態が続くわけでなんです。そういった中で週５日制が月２回導入されたときから

既に夏休みの長い４０何日間過ごした後でも、今までだったら、９月のスタートをゆっ

くりしていたのが、もうそういう余裕がないということで、大掃除をしても、初日から

子供たちが帰ってくる時間が遅くなって、とっと授業をやる。そして行事が減るという

ようなことがあったと思うんです、現実的にね。そこのところ、本当にゆとりの教育と

いうのであれば、そういった学校行事の中で培える子供たちの情操教育について、教育

委員会としてはどのようにお考えになられているのかということもあわせて聞いておき

たいと思うんです。 

○山本委員長  教育長。 

○栗本教育長 少人数授業については、今日までＴＴとして５年間ほど実施してまいり

ました。１３年度からＴＴと少人数と併用してやっています。１４年度からはもうＴＴ

制度をなくして、少人数指導ということに変わってまいります。 

 そうした中で、今小・中学校にＴＴという形で、少人数ですけれども、それぞれ１名

ずつ配置していただいております。今後、複数で配置していただけるよう、県教委とも

今、交渉、要望をいたしておるところでございます。 

 委員おっしゃっていただいているように、土曜日、今日まで月２回だったものがなく

なってまいりますので、その授業時間数が２日間で授業を教えていくということですか

ら、１日の授業時間数は若干ふえるというふうに思っています。 

 そうした中で、先ほども申し上げましたように、今まで教科そのものを難しいものを

教えていくということではなしに、その年齢に応じた、あるいは理解できる範囲内の授

業、指導、学力といいますか、そういうものをしっかりと身につけていこうということ

でございます。そうした関係で若干教える中身が高学年に、後ろの学年に移っていって

いるという部分がございます。そして国語、算数、おっしゃっていただいたように、 

 となっておりますし、また中学校では音楽とか、そういう技術的な、美術とか、そう

いうものも若干少なくなってきているところでございます。そうした中で、定められた

学習指導要領に基づいて、子供たちの指導をしていくということでございますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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 それから夏休み、これもおっしゃっていただいているように、確かにいろんな行事を

精選しながら、授業の時間をふやしてきている学校もありましたし、また選択教科の中

で、そうしたものを充実していく学校もあったと思います。そうした中で、その学校、

学校の運営の方針によりまして、若干変わってくるところもあると思うんですけれども、

それぞれ工夫しながら、定められた授業時間数の確保と指導内容等を十分子供たちに教

えていくということで努力をさせていただいております。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 クラブ活動の時間、委員会活動の時間、学級活動の時間なども結局は減ら

さざるを得ないというような状況なんですね。しかも行事も減ってきた。そしたら本当

に集団の中でいろんなことを学んでいこうという子供たち、家庭で教えきらない、そう

いったものを学校の集団の中で、いろんなことを皆で頑張るということを教えていただ

きたい場所なんですけれども、そういったことでは、非常に心配しているし、保護者の

中でも心配されている声をたくさん聞くところなんです。ですからそういうところにつ

きましても、教育委員会でもまたいろいろな場所で校長会並びにいろんなところで、そ

ういった保護者の願いなども含めまして、どういうふうな対応を学校でしていくのか。

また行事などについても、できるだけ行事を楽しみにしている子供や保護者の気持ちと

いうのも考えていただきまして、それがまた子供の教育につながるということも考えて

いただきまして、またそこを留意していただきたいということは要望しておきます。 

 申しわけございません。あとは簡単に聞きたいと思います。１７８ページの文化祭で

の委託料なんですけれども、文化芸術祭というふうな形でやっていきたいというふうな

ご説明があったかと思うんですが、最近にはない文化講演会講師委託料、最近割とこう

いう講師委託料については低い金額でやっておったように思うんですけれども、今回１

００万円ということで上がってますが、何か結構いい講師に来ていただくような形を考

えておられるのかなあというふうに思ったんですけれども、ここのところの考え方だけ

少し確認させてください。 

 そして１８８ページの健民運動場費なんですけれども、ここのところ、先ほども土の

問題も出ていたんですけれども、私は健民グラウンドにつきましては、自分自身が使っ

たときに、倉庫のシャッターが壊れて上がりも下がりもしない状態で、あきっぱなしに

なっていたのがちょっと心配だったんですが、その後、どうなっているのか確認させて

ください。 
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 それとごみなんですけれども、健民グラウンドのごみについては非常にマナーが悪い

んです。すごくたくさんいろんなごみが混ざってほかされているような状況が目につく

んです。ですから、私は利用したときはペットボトルだけ分けて、だれがほかしたかわ

からないものでも、持って帰らせてもらったりとかするときもあるんですけれども、と

れるものはね。だけど、これは手がつけられへんなと思うような、ひどいときがあるん

です。ですから、この問題については何とか啓発する方法を、やっぱり教育委員会とし

ても環境対策課と協議をする中で、よりきれいな形で使用していただけるような方策を

とれないんかなと。逆にスポーツ施設でも中央体育館なんかでしたら、掃除もしていた

だいているし、ごみ箱がなくなってからどうなるかなと思っていたんですけれども、非

常に今、利用するとき見ていましたら、ごみとかそういう余分なものが中に落ちていま

せんので、何もないような状態できれいになっていますので、健民グラウンドの方もあ

んまり使う人のマナーが悪いということもあるんですけれども、何とかできないものか

なというふうに思いますので、ちょっと考え方だけお聞きしておきたいと思います。 

○山本委員長  水田課長。 

○水田生涯学習課長 まず１点目の文化祭の中の委託料だったと思います。１７８ペー

ジの文化講演会講師委託料ということで聞かせていただいています。これにつきまして

は、斑鳩文化芸術祭ということで、文化祭、美術展等を統括させていただき、斑鳩文化

芸術祭として、改めていかるがホールで開催させていただく予定を１１月ごろにさせて

いただいております。まずこの委託料でございますけど、マイ太古飛鳥ということで委

託をお願いする考えを持っていただいています。これに対する講演委託料で１００万円

組ませていただいております。 

 それと健民グラウンドのシャッターの補修の件ですけれども、これを依頼させていた

だいておりますので、今現在もう補修はできておると思っております。 

 それともう１点おっしゃっております健民グラウンドのごみの問題でございます。使

用される方、たくさんいろいろございます。その中で、私どもはできる限り、啓発もさ

せていただいておりますけど、環境対策課とも十分協議する中、啓発看板等をするなり、

その辺の啓発を十分していきたいと。また使用されるときにつきましては、その辺に十

分ご注意を申し上げ、使用するように、今後、啓発してまいりたいと、そういうふうに

考えておりますので、よろしくお願いします。 

○山本委員長  里川委員。 
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○里川委員 文化講演会の方の文化祭がどうなったかということは、前段に説明してい

ただいているので、よう理解していたんですけどね。講師の考え方について、もうちょ

っとご説明していただきたかったんですが、何かえらいさらっと言うてくれはったんで、

私としてはわかりにくかったんですけれども、まだ日にちもありますので、説明ぐらい

していただきます。 

○山本委員長  ほか委員さんの方からご質問ございますか。 

 萬里川委員。 

○萬里川委員  先ほど喜多委員が質問されていた中でちょっと関連して聞かせていただ

きたいと思うんですが、先ほどの斑鳩の里法隆寺マラソン等に出場される中で、町内、

町外ということでありました。宿泊のことを聞かれた中で、斑鳩町のグランドホテル、

２月８日に認定を受けられて開業ができるようになったということを聞きました。この

中で、ちょっと逆戻りして申しわけないんですが、１４０ページの都市計画の総務費の

旅館建築審査委員会報酬ということで、今回も計上されているんですけれども、もとも

とグランドホテルという形の旅館建築が終わっている中では、審査する必要は、私たち

斑鳩町のそういう審査委員会としてはしなくてよかったのかどうかということを、まず

１点聞かせていただきたいというふうに思うんですが。 

○山本委員長  藤本課長。 

○藤本都市整備課長  グランドホテルについて、一時廃業というような形でされて、新

たにそれを開業されると。旅館建築の審査にかかわっては、新たに建築をするというよ

うなときに、審査をさせていただくということでございますので、今の現状のまま引き

続いて、そのまま旅館業務の手続をとっていかれるという分については、町の条例には

適応しないということでなっておりますので、今回開催は行っていないということでご

ざいます。 

○山本委員長  萬里川委員。 

○萬里川委員 参考にまで聞かせていただきたいんですが、そういうホテルの中身は過

去においては結婚式をされたということがありますが、今回は葬儀場まで利用されてお

りますよね。葬儀場というのは皆人間生まれたら必ず死ぬということで、それは仕方が

ないことなというふうに思いますが、その中で、もしギャンブル的なことを、外はホテ

ルであっても、中は違ったギャンブルのような、そういうようなかかわりをされるとい

う場合はどうなるんですか。可能性としては。建物はこのままだと。中身の使用方法が
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もし今後違った形で使用された場合、ある意味では一応は経営者もオーナーも変わった

時点で、やはり調査、審査するというかかわりが必要になってくるんではないかなと思

うんですが、もしそういうことが違った形で利用され、建物はホテルという形であって

も、中身が違ったという形になった場合、どういうふうに町としたら対応していくんで

すか。ちょっと勉強のために教えていただきたいというふうに思います。 

○山本委員長  藤本課長。 

○藤本都市整備課長  グランドホテルにつきましては、以前から廃業されてからどうな

るんであろうかということで、ご質問もいただいておったわけですけれども、その事業

者等に確認をさせていただく中では、レストラン、飲食業の許可をとられて飲食につい

てはレストランは開業されていると。この許可は１２月１日に出ておられると。そうし

たことで旅館業法の手続についてどうなっているのかということで、確認もさせていた

だいておりまして、直近では昨年の１２月にさせていただいた、そのままになっておっ

たわけですけれども、今回ご質問いただいた中で、旅館業法の手続について確認をさせ

ていただきますと、２月８日付で許可をされているということで、その旅館業法の中の

ホテルとしての事業、その中で冠婚葬祭もしていかれるということでございますので、

今、そのほかのことについては少し把握しておりませんので、どうこう言えないという

ところがございます。 

○山本委員長  萬里川委員。 

○萬里川委員 今の時点では理解をするんですが、今後そしたらある一定の聞き取り調

査というとおかしいですけども、そういった建物に関して行政として、一応はどういう

中身の内容の経営なのかというのはお聞きになっていただけるということで確認してお

いてよろしいですか。 

○山本委員長  藤本課長。 

○藤本都市整備課長  今ご質問の内容等になれば、風営法の関係にもなってこようかと

思いますので、所管もまた警察等の所管も出てくるかと思います。そういうことになれ

ば、警察とも協議をしていかなければならない、このようには考えております。 

○山本委員長  よろしいですか。 

 喜多委員。 

○喜多委員  予算書には直接関係しないんですが、学校給食の食材の購入方法とか、今

非常に牛肉の狂牛病から発展して、偽装のレッテルを張られた牛肉というのが出回った
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りして、学校給食にまで及んでいるというようなことでマスコミが報じているんですが、

斑鳩町小学校、中学校、各学校で給食をやっておりますので、学校給食で使う食材の購

入の方法と、それからそういった問題点はなかったのか、そういうことを改めてお聞き

しておきたいと思います。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 学校給食における食材の購入方法でございますけども、各学校に

おいて学校給食運営委員会がございまして、その統合する形で斑鳩町の学校給食運営委

員会がございます。その中で、各食材の納入業者についてでございますけれども、登録

をしていただく中で、その業者から仕入れているという状況でございますけども、何分、

今、世間をにぎわしておりますことにつきましては、例えばそれが熊本産の牛肉と売っ

てあるのに、例が違うかもしれませんけれども、違う県産の肉だったということにつき

ましては、なかなか見極めが難しいのかなと思いますけども、その学校で十分配慮して

いただきながら、各業者から仕入れているというふうに考えております。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  それでは今導入されている、登録されて納入する業者として何社ぐらいを

登録されているのかと、この狂牛病の問題から発展していろいろあったわけなんですが、

そういった牛肉とか食材の購入に対する心配する保護者の声というのはなかったのか、

その２点だけもう１度お聞かせください。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 業者の数字につきましては後ほど報告させていただきたいと思い

ます。牛肉のことにつきましてですけども、狂牛病の関係で、そういう状況の中で学校

給食運営委員会を開催いたしまして、今後の学校給食における牛肉の取り扱いについて

協議をさせていただきました。その結果、当分の間、狂牛病に対する保護者の方々の不

安が消えるまでは、その時点では安全宣言等は出されておったわけでございますけれど

も、なかなか保護者の方々の不安が一部消えないという状況もございましたので、その

方々の不安がある程度解消されるまでは当分の間、学校給食においては牛肉の使用は差

し控えようということで、現在に至っている状況でございます。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  学校給食は１番成長盛りの子供たちの食料ということで、やはり大変を心

配をしますので、いろんなことが起こり得る状態の中で、最近食品に対する信頼度とい
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うのが非常に欠けております。何を食べて信頼して生きていけばいいのかなというとこ

ろの辺まで、大変苦しい、食べる物に対する不信感というのが募ってきますので、学校

給食については万全の管理状態で購入をされて安心して安全で食べていただきたいとい

うふうに要望しておきます。 

 以上です。 

○山本委員長  ほか、委員さんの方からよろしいですか。 

 では、先ほどの数字については後ほどということで、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

 それではないようでございますので、これをもって、第９款 教育費に対する質疑を

終結をいたします。 

 続きまして、第１０款 災害復旧費について、並びに第１１款 公債費、第１２款 

予備費について、あわせて説明を求めたいと思います。 

 植村総務部長。 

○植村総務部長 それでは第１０款  災害復旧費、第１１款  公債費、及び第１２款  予

備費について、あわせて私の方からご説明を申し上げます。予算書の１９１ページから

１９５ページでございます。 

 まず初めに、第１０款 災害復旧費でございますが、災害の発生に伴い、早急に各施

設の災害復旧に対応できるよう、各種目におきまして、名目予算といたしまして、画一

1,０００円を計上させていただいております。 

 続きまして、１９４ページでございます。第１１款の公債費でございます。本年度は

１５億 4,４３１万 4,０００円を計上しております。前年度の予算額と比較いたしまして、

1,２８３万 4,０００円、0.８％の減となっております。既に借り入れを行っております

町債の元利償還金と、平成１３年度に借り入れを見込んでおります町債の利子償還金、

並びに平成１３年度において、歳計現金が不足した場合に、その不足を補うために、借

り入れをいたします一時借入金の利子分を計上させていただいております。町債の借り

入れにつきましては、潤いのある魅力的なまちづくり、安心して暮らせる都市基盤づく

りなど、本町が直面する政策課題に的確に対応していくためには、町債の活用もやむを

得ないものと考えております。しかしながら、その活用に当たりましては、将来にわた

る財政負担を十分に勘案して、全体として、その縮減を図ってまいりたいと考えており

ます。 
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 次に、１９５ページに入ります。第１２款の予備費でございます。不時の支出に備え

るため、前年度予算額と同額の 5,０００万円を計上させていただいております。 

 以上、簡単でございますが、災害復旧費、公債費、及び予備費の説明とさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

○山本委員長  第１０款  災害復旧費、第１１款  公債費、第１２款  予備費について

の説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。 

 予算書の１９１ページから１９５ページまででございます。 

 松田委員。 

○松田委員 予算書の中の参考資料として、配布をしていただいているのですが、中期

財政指標の推移の関係の公債の主な借入見込額が書かれているのですけれども、具体的

に内容が書かれている分と、それから右側に数字が書いている関係と必ずしも一致しな

いのですけれども、これはどういうことなんでしょうか。１５年度の関係で、総合福祉

会館の関係の借り入れ見込み額が書かれている。この総合福祉会館という上の金額と右

側の関係の金額の分とどう理解したらいいか説明してくれますか。 

○山本委員長  池田課長。 

○池田企画財政課長 説明が予算書の資料がわかりにくいので申しわけございませんで

した。今ご指摘の平成１５年度の隣にあります８億 1,３００万円につきましては、平成

１５年度で借り入れる見込みの額の総額でございます。そうした中で、内訳といたしま

して、総合福祉会館建設については３億 1,３００万円を見込んでおります。法隆寺線整

備につきましては３億 4,５００万円を見込んでおります。上の合計に合致いたしません

分につきまして、表記しておらないんですけども、その他ということで１億 5,５００万

円があるということでございます。 

 ちなみにその下の１６年度ですけども、総額の借り入れ見込額は７億 7,７００万円で、

うち総合福祉会館建設は２億 7,７００万円でございます。その他といたしまして５億円

を見込んでおります。平成１７年度につきましても同様でございます。総借り入れ額は

１０億 4,９００万円でございます。うち総合福祉会館建設につきましては５億 4,９００

万円で、あとその他といたしまして５億円を見込んでおります。 

 以上です。 

○山本委員長  松田委員。 

○松田委員 町債の主な見込額で書いているけれども、具体的になっている関係がむし
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ろ下回って、その他という関係が膨大になっている。そういう関係やったら、主なとい

うのは一体何やというふうに思うんですけどね。問題はその他という関係のところが何

を見込んでいるのやということですよね。そのことの起債がないわけですね。上の方の

関係はずっと今日までの関係ですからずっと書かれているんですけどね。１６年の関係

で福祉会館のほかに何が考えられているのかな。何が考えられて、皆さんが言うその他

という関係は何を見込まれているんやろな。あるいは１７年の関係も同じように言える

んですけどね。それを町長が施策として言われて、年次を区切ってここの目標に完成し

ていくんやという関係なんかが出ているわけですよね。それはこれから考えていくとい

うことやからですけども、財政推移を見る限りにおいては、一応それを見込んでいるん

やろうと思うんですよ。そうすると１６年から１年というのは起債の判断というのは明

らかにしているのは福祉会館だけ。１７年までにやるんやというている関係のものもあ

りますわな。そういう関係についてはその他の関係の５００万円というものに入るのか

なと。 

 そういうふうにしていくと、例えばＪＲの法隆寺の駅の関係なんかは入っているのか

入っていないのかということになりますわな。大体５億円というのは、それは一体何を

見込んでいるのや、全然わからんと。これはわからすための資料ではないんですか。と

ころが何か組んでおけというふうな格好で、財政の展望でございますというて、何やき

つねにつままれたようなよっぽど頭がようなかったら、わからんと、こういう資料を出

していると、きのうの考えじゃないけど、わかるはずがないというふうに言われてしま

うことになるんやと思うんやけど、そんなふうなことでよろしいんやろうかな。 

 一応財政的な面もこういうことも、こういう事業もある、こういう事業もあると。そ

ういうことの関係を整理したときに、いわゆる１４年度大分元利償還せんといかんから

十分しまっていかないと、将来的には大変なことになるよという関係を、あるいはそう

心配しなくてもいいよという関係なんかの判断ができるようにしたいためにこういうよ

うに出してもらっているわけですよね。わかるように、もうちょっと書き方はないもん

ですかな。その他についてもその他、その他はその他やろうというふうになるんですが、

もしそうならそれでいいですよ。無理に言いませんけどね。何かわからん。 

○山本委員長  池田課長。 

○池田企画財政課長 答弁しても弁解がましいことになるんですけども、まず第１点、

その他につきまして、平成１５年はそんなに大きくついてないです。といいますのは、
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平成１６年度以降、今、総事業費はまだ決まっておりませんけれども、藤の木周辺の整

備事業がかかってくるであろうと。もう１点が中宮寺史跡の第２次指定がなりましたの

で、それの用地買収もかかってくるということを想定いたしております。それとＪＲ法

隆寺駅周辺整備関係につきまして、ほとんどＪＲの関係につきましては、郡山の例も一

般質問の中で担当より答弁をしておりましたけれども、起債関係はほとんどなくて、一

般財源なんですけれども、一部につきまして起債がございますので、それらを含めた中

で５億円程度として、今現在のところ、この審議をさせていただいております。そした

らそれの内訳は幾らと言われたらちょっとまだ今出せるような総事業費も、まだはっき

りつかんでおられない状況で、５億円程度ということでその他として入れさせていただ

いております。そういうことでございます。 

○山本委員長  よろしいですか。ほか、委員の皆さんの方からご質問ございますか。 

 ではないようでございますので、これをもちまして、第１０款 災害復旧費、第１１

款 公債費、第１２款 予備費に対する質疑を終結をいたします。 

 先ほどの答弁を求めます。清水課長。 

○清水教委総務課長 後になって申しわけございません。先ほど学校給食の納入業者数

でございますけども、納入していただく種別につきましては野菜類からずっとこんにゃ

く、めん類、いろいろございますけども、１７業者登録していただいております。その

中から適宜、物品によってその納入業者から入れていただくという状況でございます。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員  その１７業者の中、町内は何件ありますか。町外と町内とあるでしょう。 

○山本委員長  清水課長。 

○清水教委総務課長 そのうち９件が町内でございます。町内と申しましても、青果組

合でありますとか、そういう団体も含めての１件と考えておりますので。 

○山本委員長 では、今まで一般会計に対する質疑を受けてきたわけですが、委員の皆

さんの中で残された質問、あるいは両日通して気づかれたことがございましたら受けて

いきたいと思いますが、よろしいですか。歳入歳出通して一般会計で。 

 松田委員。 

○松田委員 説明の場合にもあったんですけど、どっちみちこうならんと仕方がないん

やと思うんですけども、例えば予算で歳入その他の関係を見ていくときに、具体的にそ

れぞれの項目別に前年度対比で説明してくれているわけですね。ところがこの関係につ
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いては少なくとも当初予算として対比で言っておいでになると思うんです。このことが

本当の判断ができるかということですが、本当は前年度で上げるのも、前々年度で言わ

ないと仕方がないかもわかりませんけど、本当は決算の額と今年度の予算額、財政が本

当に見ようと思ったら、示されてこないとわからないのと違うかな。 

 というのは、当初予算額を説明しました、どうやこうやと言うてみても、足らんよう

になってきたら、どんどんどんどん補正を組むということで、年間補正予算というのが

大体６回ぐらい立ててきた。どうしても４月は人事異動などがあって、現計予算等を中

心にしているけども、後の関係というのはそうではないわけですよね。そうすると結果

的に、今まで８１億の関係でも決算の中では随分違うてきていると思うんですよ。それ

だけ余裕があるんかなと。だから当初予算を組むときに、いろいろ説明を言っているん

ですけれども、恐らく２割ぐらい余裕を持っているのかなというふうな印象を受けるん

ですよ。決算と対比をすると。 

 だからこういう関係の予算を組むときには、本当に正しい分析ができるかどうかとい

うと、その辺はちょっと疑問があるんだけども、非常にご丁寧に全部について前年対比、

前年対比ということで説明を受けていると。一体何のためにこの前年対比の関係を言お

うとしているんだというふうに疑問に思うんですよ。この辺はどういうふうにお考えで

すか。こういうシステムになっているということは承知しているんですよ。本当に小さ

いこと、わかりたいことではないと。全く形式的なもんだという感じがします。ひとつ

その辺だけ教えてください。 

○山本委員長 池田課長。 

○池田企画財政課長  今ご指摘の点ですけども、全体的な評価をいただく、またそれを

分析していただく場合につきましては、今ご指摘のありましたように、前年度予算、ま

た前年度の現計、それに対する現在の現計予算、それと新年度の予算につきまして、や

はり見ていただく必要があるとは考えております。この予算書につきましては形式上、

本年度と前年度、やっておりますけども、予算の参考資料の方で予算の概要がございま

す。これにつきまして、財政規模につきましてのみ、現計予算を入れさせていただいて

おります。それ以降、例えば４ページの歳入の概要があるんですけども、これにつきま

してもやはり今ご指摘のありましたように、現計予算を入れさせていただいて、特に大

きな変化があったものにつきましては各部長から説明をしていただくときに、大きな変

化のあるものについては説明をしていって、本年度予算、今でしたら平成１４年度予算
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と平成１３年度当初予算、また現計予算の相違についても説明しながら、より詳しく分

析していただくような格好で説明をして、より理解しやすいとは考えています。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 ごもっともな説明かと思うんですけれども、先ほどからも言うように、言

いやすいやつを都合のええものは具体的にこの項目はこうして書いていると、そうでな

いところについては一括してどんと大きくものを言っているという関係ですわね。そこ

のところがわからないという内容のものが非常に多いと思うんです。 

 例えば前から指摘していますが、同じ補助金の関係であっても、一括した認識の上に

立って基金がどんという関係で上がっていますね。あるいは先ほど課長言ったように、

この事業がどうやいうたらわかっている関係で、それはわかっているだけしかできん問

題やけれど、例えば福祉会館なら会館だけを言うて、あとはその他、入っているんか入

ってないんか、後で聞いたら、それはそこに入ってるんか、いや入ってませんでという

ふうなことになってきて、ああそうですかと言わざるを得んような状態に、仕組みにな

っているじゃないかと思うんです、全体が。果たしてそういうことでええやろかという

疑問を僕は持つんです。本当のところ、監査委員が言われるように、半分わかって半分

わからんで、わかりましたということでしてしまっているというふうな格好に、現実的

にそうなっている。 

 だからできる限り、先ほど言いましたように、審議をする者に、あるいは全体にガラ

ス張りといろいろ言われているんですから、できるだけ透明度をやっぱり深めるという

形での予算書のつくり方、あるいはそれに匹敵する必要な資料の提起の仕方、そういっ

たことについて十分に配慮をしてもらわないといかんというよりも、配慮してほしいと。

わかりやすい資料ということに意を用いながら対応してほしい、こういうようにお願い

を、希望したいと思います。 

○山本委員長 ほか委員さんの方からございますか。よろしいですか。 

 では、以上で一般会計に対する質疑を終結をさせていただきます。 

 １３時まで休憩をさせていただきます。 

             （午前１１時５３分 休憩） 

             （午後 １時００分 再開） 

○山本委員長 それでは再開をいたします。 

 議案第１８号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算についての審査に
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入ります。 

 説明を求めます。中井部長。 

○中井住民生活部長 それでは、議案第１８号  斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算

につきまして、ご説明を申し上げます。 

 初めに議案書の朗読をさせていただきます。議案第１８号 平成１４年度斑鳩町国民

健康保険事業特別会計予算について 

 標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日提出    斑鳩町長  小城利重。 

 特別会計予算書に基づきまして、ご説明を申し上げますので、１ページをごらんいた

だきたいと思います。まず、予算書を朗読させていただきます。 

 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算 

 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ１９億 2,３５０万円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。 

 （一時借入金）第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借り入れの最高額は１００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用）第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 ①保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での、

これらの経費の各項の款の流用。 

 平成１４年３月１日提出  斑鳩町長  小城利重。 

 それでは特別会計予算の内容でございますが、予算総額は歳入歳出、先ほど申し上げ

ましたように、それぞれ１９億 2,３５０万円でございます。前年度の予算額と比較いた

しまして、１億８０５万円、６％の増となっているところでございます。国民健康保険

制度は我が国の社会保障制度の重要な役割を担い、住民の健康の保持増進に大きく貢献

してきたところでございます。しかしながら、高齢化社会の到来にあわせ、年々、医療

費は増加傾向にあります。高齢化や医療ニーズの多様化による需要費の増加傾向、また
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一方では景気の低迷が長引いている状況にあっては、一挙に税収の伸びには結びつきが

たく、なお厳しい状況が続くものと考えているところでございます。 

 こういった観点から、収納率の向上を目指した施策への取り組みの継続、また保健セ

ンターにおける各種の保健事業活動等との連携などを通じまして、医療等適正化を図り、

収支両面に係ります健全経営の維持推進に努めてまいりたいと考えております。 

 それでは、予算書の９ページをごらんいただきたいと思います。初めに歳入予算でご

ざいますが、第１款 国民健康保険税、第１項 国民健康保険税についてでございます。

７億 2,１４４万円を計上いたしております。前年度予算額と比較いたしまして、3,００

０万円、4.３％の増を見込んでおります。その内訳でございますが、医療給付費分とし

て、減免課税分及び滞納繰越分を合わせまして、一般被保険者分で５億 6,２００万円を、

また退職被保険者分では、１億 1,９００万円をそれぞれ計上させていただいております。

本特別会計の主たる財源であります国民健康保険税の徴収についてでございますが、長

引く景気低迷により、納付状況は厳しい状況となっております。しかしながら、国民健

康保険加入者の負担の公平性、自主財源の確保からも、収納率向上に努めているところ

でございます。滞納整理に当たりましては、催告書の送付、徴収属託員によります訪問

徴収、口座振替の推進、特別徴収班によります訪問徴収を行いまして、また健康推進課

の職員にも徴税吏員証を発行いたしまして、徴収体制の充実を図っているところでござ

います。 

 平成１３年１２月末現在で、滞納者２１７人に短期被保険者証を交付しており、更新

時には面談を行い、納付が履行されるよう指導も行い、１２８人の方が履行をしていた

だいており、うち４６人の方が完納されておられます。さらに収納率向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、１０ページの第２款の国庫支出金でございます。本年度は６億３９４万 1,００

０円を計上いたしました。前年度予算額と比較いたしまして、3,８９３万円、6.９％の

増と見込んでおります。第１項の国庫負担金、第１目  療養給付費負担金でございます

が、３億２５７万 6,０００円の計上をさせていただいております。前年度予算額と比較

いたしまして、８８９万 4,０００円、３％の増を見込んでおります。医療給付費分減免

分として、２億 6,５３５万 5,０００円を計上しており、一般被保険者療養給付費等の総

額に制度上の負担割合による積算をいたしておるところでございます。また、介護納付

金分の減免分といたしまして、3,７２１万円を計上いたしております。 
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 次に、１１ページの第２目 老人保健医療費拠出金についてでございます。１億 9,９

６１万 2,０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして、2,１

２７万 8,０００円、１1.９％の増を見込んでおります。老人保健制度によります負担割

合により、積算をいたしております。 

 次に、第２項の国庫補助金、第１目 財政調整交付金でございます。１億１５２万 9,

０００円を計上いたしております。前年度の予算額と比較いたしまして、８７５万 3,０

００円、9.４％の増を見込んでおります。医療給付費分、普通財政調整交付金 8,８００

万円、介護納付金分、普通会計調整交付金 1,０３０万円、医療給付費分、特別財政調整

交付金３２２万 9,０００円の計上となっております。 

 次に、１２ページの第３款 療養給付交付金についてでございます。４億 1,８０５万

円を計上させていただいております。前年度予算額と比較いたしまして、1,４９４万 9,

０００円、3.７％の増を見込んでおります。当該にもこの予算積算時における状況等を

勘案し、計上いたしております。歳出の退職被保険者等療養給付費に連動した伸びとな

っております。 

 次に、１３ページ、第４款 県支出金では前年度予算より４８万円減の７４９万円を

計上いたしております。県単独制度のうち、医療費の波及増分に係ります県の補助金で

ございます。 

 次に、第５款 共同事業交付金でございますが、前年度の実績を勘案する中で、前年

度予算より１００万円増の 1,６００万円の計上となっているところでございます。 

 次に、１４ページ、第６款の財産収入でございますが、１万円を計上いたしておりま

す。国保財政の基盤安定を図るため、基金を設けております。基金の積立金により生じ

る預金の受け取り利息を見込んだものでございます。 

 次に、第７款 繰入金でございますが、現時点における交付税算入基準をもとにいた

しまして、積算を行う中で、１億 4,９７０万 6,０００円の計上をいたしております。前

年度の予算額と比較いたしまして、1,７３２万 7,０００円、１3.１％の増を見込んでお

ります。繰入金の内訳といたしましては、国保財政の基盤安定、人件費、事務費、出産

育児一時金、安定化支援事業に係るものでございます。 

 次に、１５ページの第８款 繰越金でございます。平成１３年度からの繰越金として

６４０万円を計上いたしております。 

 次に、１６ページ第９款 諸収入でございます。第１項 延滞金、加算金及び過料で
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は、昨年と同額の計上となっております。第２項の雑入では４１万 3,０００円を計上い

たしております。 

 以上が歳入についてでございます。 

 続きまして、１８ページからの歳出予算でございます。 

 第１款 総務費では 4,６１１万 1,０００円の計上をさせていただいております。前年

度予算額と比較いたしまして、２０５万 9,０００円、4.７％の増となっているところで

ございます。第１目の一般管理費でございますが、2,９９４万 7,０００円を計上させて

いただいております。前年度の予算額と比較いたしまして、１８２万 2,０００円、6.５％

の増となっております。主なものは国保事務に携わります職員の人件費、一般事務的経

費及び医療費適正化対策事業の機関であります診療報酬明細書の内容点検業務を継続し

て行うための経費を計上させていただいております。医療費の適正化対策を行いまして、

年々ふえ続けます医療費の抑制に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２０ページの第２項 町税費、第１目 賦課徴収費であります。前年度予算額

とほぼ同額の 1,４２９万 8,０００円を計上させていただいております。国保税の賦課徴

収業務に係ります事務的な経費が主なものでございます。 

 次に、２１ページの第２目 国民健康保険特別対策事業費でございます。７４万 1,０

００円の計上をいたしております。収納率向上対策といたしまして、口座振替の推進、

納期内納付の啓発を一層充実させてまいりたいと考えております。 

 次に、２２ページの第３項 運営協議会費でございます。前年度予算額と同額の３０

万 3,０００円を計上いたしております。 

 次に、２３ページ、第４項趣旨普及費でございます。前年度予算額と比較いたしまし

て、６万 1,０００円増の８２万 2,０００円を計上させていただいております。 

 次に、２３ページから２７ページの第２款 保険給付費でございます。１２億３６７

万 5,０００円の計上をさせていただいております。前年度予算額と比較いたしまして、

3,４８５万 3,０００円、３％の増となっております。歳出予算の過半を占め、本特別会

計の根幹をなす科目でございます。予算編成時におけます療養諸費、高額療養費などの

推移や動向などを勘案し、積算をいたしました。第１項の療養諸費につきましては、前

年度より 3,１７５万 3,０００円、３％増の１０億 9,５７７万 5,０００円の計上となっ

ております。 

 次に、２５ページの第２項 高額療養費では前年度予算額と比較いたしまして、４５
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０万円、5.１％増の 9,３２０万円の計上となっております。 

 次に、２６ページの第３項の移送費でございます。前年度と同額の１０万円を計上さ

せていただいております。 

 次に、２７ページの第４項の出産育児諸費でございます。前年度予算額と比較いたし

まして、１５０万円、１1.１％の減の 1,２００万円の計上となっております。 

 次に、第５項葬祭諸費でございます。前年度予算額とほぼ同額の２６０万円の計上と

なっているところでございます。 

 次に、２８ページの第３款 老人保健拠出金についてでございます。５億 5,８２７万

6,０００円の計上となっております。前年度の予算額と比較いたしまして、6,９０９万

6,０００円、１4.１％の増となっております。老人保健制度により、本町の国保も保険

者として老人保健医療費に係る医療費相当額を、社会保険診療報酬支払い基金へ拠出を

いたしております。算出基準は平成１４年度の概算医療費と、平成１２年度の確定医療

費を基準といたしまして、定められた算出により積算を行ったところでございます。 

 次に、２９ページの第４款 介護納付金でございます。9,４５０万円の計上となって

おります。介護保険制度の廃止に伴い、社会保険診療報酬支払い基金に第２号被保険者

の人数に応じた介護納付金を納付する必要があり、その積算基準は老人保健拠出金と同

様に当該年度の概算介護給付費納付金の額と、前年度の積算額を調整して算定されたも

のとなっております。 

 次に、第５款 共同事業拠出金でございます。前年度予算額と比較して１７９万 3,０

００円、１2.９％増の 1,５６８万 1,０００円の計上をいたしております。本制度は高額

医療費の発生による市町村国保の財政運営の不安定を緩和するために設けられた制度で

ございます。 

 次に、３０ページの第６款 保健施設費、第１項 保健施設費、第１目の医療費通知

費でございます。１５８万 8,０００円の計上となっております。被保険者に健康管理の

必要性の自覚と健康づくりの意識の高揚を促しますとともに、これらによります保険事

業の健全な運営に資することを目的といたしまして、医療費の通知を行っているところ

でございます。 

 次に、３１ページの第２目 人間ドック健診受診費用助成費でございます。１３年度

より新たに取り組んでおります事業でございます。国民健康保険の被保険者に対しまし

て、健診費用の一部を助成し、疾病予防及び早期発見と健康の保持増進を図ることを目
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的として実施をいたしておるところでございます。助成金につきましては、１人２万円

を限度といたしまして、本年度は９０万円を計上させていただいております。 

 次に、公債費でございます。前年度予算額とほぼ同額の４６万 7,０００円の計上とな

っております。逼迫した財政状況の中、必要に応じ、医療費の支払い資金を金融機関等

で一時的に借り入れる措置を講じさせていただくためのものでございます。 

 次に、３２ページの第８款 総支出金でございますが、前年度予算額と同額の１３０

万 2,０００円の計上をさせていただいております。一般及び退職被保険者等に係ります

保険税の還付金の計上が主なものでございます。 

 次に、３３ページの第９款 予備費でございます。１００万円の計上となっていると

ころでございます。 

 以上、簡単でございますが、斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議を賜りまして、原案どおりご承認賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。 

○山本委員長  国民健康保険事業について説明が終わりましたので、これに対する質疑

をお受けいたします。 

 里川委員。 

○里川委員 １４年度の予算を編成するに当たって、考え方をちょっと１点お聞きした

いんですけれども、以前から短期被保険者証のことにつきましては、私もいろいろ言っ

てきた経過があるんですが、それ以上に条件が厳しくなる資格証の発行について、町が

考え方を持っていたのではないかと思うんで、１４年度について、国民健康保険の資格

証の発行についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○山本委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 資格証の発行についてでございますが、１３年度から法律の方で

導入するように規定されているところでございます。私どもにつきましては、短期の被

保険者証の発行をしながら滞納整理に努めているところでございます。この状況が続い

て滞納がふえてくるというようなことが、現象があらわれたきた点においては、資格証

の発行を考えていかなければならない時期がくるのではないかなというふうに考えてお

ります。１４年度に向けまして、そういったことについての検討を内部の方で進めてい

きたいなというふうに考えておりますが、１４年度すぐにということの考え方は持って

おりませんが、今後の検討課題という形で受けとめております。 
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○山本委員長 里川委員。 

○里川委員 短期被保険者証と資格証とではまた利用するときの条件が違いますので、

より慎重に取り扱っていただきたいというふうには思います。 

 それと短期被保険者証の件につきましても、斑鳩町が非常に発行数が多いということ

を委員会でも指摘してきた経過があるんですけれども、先ほど部長の説明では１３年１

２月現在で２１７件の短期被保険者証の発行をさせてもらっているということでお聞き

したんです。そのうち１２８人の方から納付を始められまして、うち４６人が完納され

たということなんですが、この方たちについて、１２８人の方、短期被保険者証を普通

の保険証に戻したかどうか。完納された方については戻しておられると思うんですけれ

ども、ということは１２８引く４６、残りの方ですね。この方たちについて、短期被保

険者証から普通の保険者証に戻されているかどうかというところの確認をさせていただ

きます。 

○山本委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 完納された方につきましては普通の資格証に変わるわけでござい

ますが、履行中の方につきましては短期被保険者証の交付をさせていただいております。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 本来、短期被保険者証を発行するに至ったときの町側の説明は、どういう

ことを目的に短期被保険者証を発行するとおっしゃってたんでしょうか。 

○山本委員長  西田課長。 

○西田健康推進課長 短期被保険者証ということでございますが、これを発行すること

につきましては滞納者と完納者との一定の区分といいますか、そういう形で発行させて

いただいているものでございまして、考え方の中では、今委員おっしゃっていただいて

いるように、履行中の方について、普通の被保険者証を交付するという考え方も一理あ

ろうかというふうに考えております。 

 昨日、２月２８日にも住民の方から２月２８日最終納期ですけれども、きょうは銀行

へ行く時間がないので、週が代わって３月４日に納めさせてもらってもよろしいでしょ

うかというようなお問い合わせがある中で、やはりそういったきちっと納めていただけ

る方と、いただけない方との一定の線引きをしていることも我々事務に従う者の務めで

はないかなというふうに考えておりますし、委員おっしゃっていただいている考え方も

並行して気持ちの中はありますが、そういう形できちっと履行されている方についての
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考え方も、履行されない方との１つの区分という形で、履行されている、きちっと約束

を守っていただいている方についての取り扱いについても検討していく時期ではないか

なというふうにも考えておりますので、それはまた１４年度中に、その取り扱いについ

ての内部での取り決めとも協議をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○山本委員長  里川委員。 

○里川委員 私の方も常々、それはもちろんよその自治体の発行状況を見てましても、

かなり悪質滞納の方には、そういう処置をとっているという状況は見られます。だけど、

発行している数が斑鳩町と比べたらよそが少なくて、斑鳩町がすごく多いというのが気

になってきた経過があるので、今言ったように、払いたくても経済的にちょっと払えな

い事情があるけれども、少しずつでもということで、誠意を持って被保険者の方が納付

している状況で、役場の方としてもそれが理解できる。きちんとしていただいていると

いうことであれば、やはりそこらあたりはもうちょっと考えていっていただきたいなと

いうのが私の希望なんです。 

 ですから、これらのことにつきまして、また慎重に１４年度につきましても検討を加

えていっていただきたいということを要望しておきます。 

○山本委員長 ほか委員さんの方からございますか。 

 ないようでございますので、これをもって国民健康保険事業特別会計予算に対する質

疑を終結いたします。 

 続いて、議案第１９号 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計予算についての審査に

入ります。 

 説明を求めます。中井部長。 

○中井住民生活部長 それでは、議案１９号  斑鳩町老人保健特別会計につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 まず、議案書を朗読いたします。 

 議案第１９号  平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計予算について 

 標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長 小城利重。 

 まず、特別会計予算書の４１ページをごらんいただきたいと思います。予算書の朗読



 231 

をさせていただきます。 

 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計予算 

 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条  歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ２２億 8,５８５万円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」

による。 

 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長  小城利重。 

 では、当特別会計予算の内容でございますが、予算総額といたしましては、先ほど申

し上げましたように、歳入歳出それぞれ２２億 8,５８５万円でございます。前年度と比

較をいたしまして、１億 1,６８５万円、5.４％の増となっているところでございます。

少子高齢社会が進行する中、高齢者の多くは疾病をあわせ持ち、その疾病は慢性的な経

過をたどることが多く、完治が困難であるなど、若年者とは異なる特性がございます。

老人保健制度は老後における健康の保持と、適切な費用の確保を図ることから、疾病予

防、健康教育などの保健事業を総合的に実施をいたしまして、高齢者が健康で生き生き

と暮らせることを目指しております。しかしながら、高齢者医療は年々増加の傾向にあ

り、医療給付費の増高を見る中で、前年度と比較いたしますと、入院が件数で 3.６％、

医療費で 6.５％の増となっております。入院外の件数では、5.１％、医療費で 5.２％、

また調剤におきましても件数で 5.８％、医療費で８％の増加となっているところでござ

います。このような状況の中で、国におきましては、平成１４年１０月から世代間の公

平な負担等という観点から、高齢者医療制度の改正が審議をされているところでござい

ます。 

 それでは、予算書の４７ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳入予算についてでございます。第１款 支払い基金交付金、第１項の支払い基金交

付金でございます。前年度の予算額と比較いたしまして、8,０８２万 5,０００円、5.３％

増の１５億 9,５２２万 2,０００円の計上となっております。歳出科目の医療給付費等の

総額に制度上の負担割合を乗じて積算をいたしております。 

 次に、第２款 国庫支出金でございます。前年度の予算額と比較いたしまして、2,２

９０万 7,０００円、5.３％増の４億 5,３５０万 9,０００円の計上となっております。

第１款の支払い基金交付金と同様に所定の負担割合によりまして積算をいたしておりま
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す。 

 次に、４９ページの第３款 県支出金でございます。前年度の予算額と比較いたしま

して、５７２万 5,０００円、5.３％増の１億 1,３２２万 7,０００円の計上をいたして

おります。 

 次に、第４款 繰入金でございます。１億 2,３８８万 8,０００円の計上となっており

ます。前年度より７３９万 5,０００円、6.３％増となっておるところでございます。一

般会計予算の第３款 民生費から繰入措置を行うものでございます。 

 次に、５０ページの第５款 繰越金でございます。前年度と同額の計上、また第６款 

諸収入では、前年度と比較いたしまして 2,０００円減で計上させていただいております。 

 次に、５１ページの歳出予算でございます。第１款の総務費でございます。老人保健

事業の医療業務に係ります一般事務に要します経費といたしまして、前年度の予算額と

比較いたしまして、１９９万 9,０００円、２2.５％増の 1,０８９万 4,０００円の計上

をさせていただいております。 

 次に、５２ページの第２款 医療諸費でございます。２２億 7,４５７万円の計上とな

っております。前年度予算額と比較いたしまして、１億 1,５０７万円、5.３％増となっ

ております。第１目の医療給付費では２２億 5,０００万円を計上させていただき、前年

度予算額と比較いたしまして、１億 1,４００万円、5.３％増となっているところでござ

います。積算につきましては、さきにご説明を申し上げましたように、入院・入院外・

歯科・調剤に係ります医療費等の動向を分析し計上をさせていただいたところでござい

ます。 

 次に、第２目の医療費支給費でございます。近年の支給状況を勘案し、前年度予算額

と比較いたしまして、５０万円、3.６％増の 1,４５０万円の計上となっております。整

骨及びコルセット等の舗装具に要します医療の支給費が主なものでございます。 

 次に、第３目 審査支払手数料でございます。医療機関から請求されますレセプトの

診療内容及び請求額等の審査を国保連合会等に委託をする経費でございます。前年度予

算額と比較いたしまして、５０億７万円、６％増の 1,００７万円の計上となっておりま

す。これは歳入におきまして、審査支払手数料交付金の交付対象となるものでございま

す。 

 次に、５３ページの第３款 諸支出金につきましては、前年度予算額と同額の 2,００

０円の計上となっております。平成１２年度決算の確定に伴う支払い、国、県からの交
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付金の精算におきまして、超過交付が生じた場合、当該科目より返還するものでござい

ます。 

 次に、５４ページの第４款 予備費でございます。３８万 4,０００円の計上をさせて

いただいております。不慮の支出に備え、計上となっているところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、斑鳩町老人保健特別会計予算の説明とさせていただき

ます。よろしくご審査を賜りまして、原案どおりご承認賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○山本委員長  老人保健特別会計予算について、説明が終わりましたので、これに対す

る質疑をお受けいたします。 

 里川委員。 

○里川委員 今、この会計全般についてなんですけれども、制度そのものについて、初

めに部長の方から説明があったように、１４年１０月から改正から見込まれているとい

うことなんですが、この保険のあれからいきまして、その前はついこの間ですね。まだ

間がない改正のスタート時期が１月だったと。今度されるのは改正は１０月というよう

なことで出てきているんですけど、こんなん国が言ってきたら、何月でもスタートの時

期がばらばらなんですけど、普通こんなもんで事務方としてはどんなんですか。年度の

変り目とか、そういう形のときに、本来なら改正というのがあってしかるべきなんかな

と思うんですけどね。この間から、こういう半端な月に改正されているのかなというふ

うな印象を私は受けているんですけど、担当としてはどうなんでしょう。事務する上で

はやっぱり年度が変わるときに、改正されるというのが本来、事務方としてやりやすい

形になるのではないかなというふうに思うんですけど、そこの考え方は。 

○山本委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 年度がわりといいますか、年度途中がいいのかということ、一概

には言えない面もあろうかと思うんですが、おっしゃるように、昨年１月に改正なされ

ました。今度の１４年１０月にまた一部改正ということの中で、抜本改正は平成１４年

度でやるということで、２、３年前からこういう話をしておったわけですけれども、な

かなかうまくいかないという形で、その中で、部分的な見直しをした中で、１月に制度

の改正を一部されまして、それも年末を挟んで医療機関も大変な対応だったということ

もありますし、県も正月返上で庁舎で待機されたということの中で、幸い私どもの医療

機関につきましては、混乱は生じなかったわけでございますが、そういった面からいき
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ますと、１月というのは公共施設の休業ということのある中では、余り適当な時期では

ないかなというふうに思いますけれども、あと１０月とか３月については、事務方とし

ては事務処理等につきましては、３月であろうが１０月であろうが一緒ではないかなと

いうふうには受けとめておりますが、今回の改正についてはやはり相当な事務方の方へ

の仕事の量も若干ふえてくるような雲行きでございます。きのうもちょっと部長が言っ

た中で、償還払いというのが事務方の方に押しつけのような説明があったということも

承知しておりますので、それに向けて、遺漏のないように取り組んでいきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○山本委員長 里川委員。 

○里川委員 一部改正されてさらにという形で、今、課長の方からご答弁をいただいた

んですが、本当に一たん定額制を用いといて、今度は定率制に変えると。さらには今言

わはった償還払い、一たんお金を出しといて、後で返してもらうということですね。そ

んな中で非常に高齢者にとっても負担になるような制度になってきたな、大変だなとい

うふうには思っているんですけれども、この制度がこういう今国で議論されている、こ

の制度になってきたときに、老人医療会計として見たときに、町としてはこの会計自体

はどうなるんですか。やっぱり町の負担というのか、各保険者からの拠出金とかの負担

ですね、そういったものはどういうふうな方向になるというふうに見込めるわけですか。 

○山本委員長 西田課長。 

○西田健康推進課長 細かいことにつきましては、ちょっとまだ説明会等でどのような

方向ということも具体的なあれも聞かせていただいておりませんので、ちょっとわから

ないところもあるわけですが、財源といたしましては、前回の１月の改正についても、

ほとんど医療費の受診抑制にはならなかったというような中央会の方の判断もあるわけ

でございますけれども、やはり保険者サイドといたしましては財源がある程度軽減され

るんではないかなというふうには考えているわけでございますけれども、そういうよう

な、どれぐらいかということは今、資料等も提示されておりませんので、わかりません

けれども、追々、いろいろここ国保連合会からの情報等の流れる中で掌握できるんでは

ないかなというふうに考えているところでございます。 

○山本委員長 里川委員。 

○里川委員 また前のときと同じようなことを言わんなりませんねんけど、国で決まっ
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たことをおりてきて、町としてはその制度を受けてやらないといけないという苦労はあ

ると思うんですけれども、何しろ高齢者の関係です。老人保健ですから。高齢者の方は

変わって、また変わってと、混乱を来すと思うんですよね。そこのところ、やっぱり直

接担当する町としましては、高齢者の方々に少しでも早くそういう情報の提供をしてあ

げていただきますようにお願いしたいと思います。 

○山本委員長 ほか委員さんの方もご質問ございますか。 

 ないようでございますので、これをもって老人保健特別会計予算に対する質疑を終結

いたします。 

 続いて、議案第２０号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算についての

審査に入ります。 

 説明を求めます。総務部長。 

○植村総務部長 それでは、議案第２０号 斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算につい

て説明をさせていただきます。まず、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第２０号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について 

 標記の件について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長 小城利重 

 お手元にお配りいたしております特別会計予算に基づいて、ご説明を申し上げたいと

思います。予算書の５５ページから６４ページにかけてでございます。まず、５５ペー

ジをお開きください。予算書を朗読させていただきます。 

 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算 

 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条  歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４８７万 5,０００

円とする。第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表、歳

入歳出予算」による。 

 平成１４年３月１日提出      斑鳩町長  小城利重 

 それでは、特別会計予算の概要を説明させていただきます。本特別会計は平成１１年

度から実施しておりまして、財産区財産の適正な管理に努めているところでございます。

また、平成１１年１０月の提訴から現在まで１７回の公判が開かれておりますが、現在

和解を前提に進めているところでございます。 
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 それでは、予算書の６１ページをごらんいただきたいと思います。初めに歳入予算で

ございますが、第１款 繰越金として、前年度からの繰越金４８６万 8,０００円を計上

いたしております。 

 次に、第２款の諸収入でございます。預金利子及び雑入でありまして 7,０００円を計

上させていただいております。 

 続きまして、６３ページ、歳出予算でございますが、第１款 総務費  第１項 総務

管理費  第１目 一般管理費であります。財産区の維持管理費等に要します必要経費と

して１９万円を計上させていただいております。 

 次に、６４ページに入りますが、第２款の予備費でございます。不時の支出に備えま

して、４６８万 5,０００円を留保させていただいております。 

 以上、簡単でありますが、斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算の説明とさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

○山本委員長  大字龍田財産区特別会計予算について説明が終わりましたので、これに

対する質疑をお受けいたします。 

 吉川委員。 

○吉川委員 ずっと説明の中で１７回公判が開かれて、和解に向けてということですけ

ども、町として、この和解についてどう考えておられるのか。弁護士の言われるとおり

にやらはるのか。ある程度、町は町の考え方をもってやっていくのか。今の町の考え方

を聞かせていただきたい。 

○山本委員長 助役。 

○芳村助役 町といたしましては、判決ということは望んでいないわけでございまして、

できるだけ話し合いの中で処理したいと、このように思っています。そういうことを含

めながら弁護士さんともお話しているという内容でございます。今現在、１７回の公判

がありましたけれども、まだ話し合いの中での大きな差があるということで、その差が

詰まったような状態でございます。できるだけ我々といたしましては、やはり話し合い

をもって解決していきたいと、このように思っています。 

○山本委員長 ほか委員さんの方からご質問ございませんか。 

 議長。 

○小野議長 今、判決というものを望んでいないんだということなんですが、１７回の

公判を開かれている中で、これはやはり建物の明け渡し請求なんですよね。裁判を提訴
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した理由がね。いわば不法占拠なんだと。財産区の方から見たら不法占拠なんだという

ことで明け渡してくれと。そのもめごとの根本は周辺住民の苦情を受けての話だったと

思うんですが、それらについて、もっと判決を望んでいないというような、こちらの原

告側の伝えているということは何か話が余り消極的ではないかなと。 

 そういう中で、現在、周辺住民からまだ営業続けておられます。それについての苦情

というんですか、そんなんはないのかどうかということと、それと和解へ向けてどうい

う和解の方法があるのか。和解で、例えば端的に言うて、和解金の問題なのか、そうい

うことなのか、いやそのまま営業を続けられると、そしたら何ぼ何ぼ払うんやという、

そういう和解になっていこうとしているのか、言える範囲で結構ですので、お願いいた

します。 

○山本委員長 助役。 

○芳村助役  私もこうして明け渡し請求ということで、きょうも原告で争ったわけでご

ざいますが、やはり相手は住民さんでございます。そういう中で、より円満的な解決が

望ましいと、このような形で話し合いをやっていこうと。あくまでも判決は望まないと、

こういうことを言ったわけでございます。 

 それと、住民の皆さんの苦情によって、こういう形になったわけでございますけれど

も、今の状況を説明しには行っています。現実は何も地元の方から言うておられないと

いうことです。話し合いの中で、今部長もおっしゃいましたように、やはり向こうさん

はこれを使わさせてほしいというのが当時の大きな理由でございますので、金銭のなる

ことは言うておられますけれども、本心はそういうことがあるということは事実です。 

○山本委員長 ほか、よろしゅうございますか。 

 では、ないようでございますので、これをもって大字龍田財産区特別会計予算に対す

る質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案第２１号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算につい

ての審査に入ります。 

 説明を求めます。辻部長。 

○辻上下水道部長 それでは、平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算につい

て説明させていただきます。まず議案書の説明をさせていただきます。 

 議案第２１号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について 

 標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議
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会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日     斑鳩町長 小城利重 

 それでは、予算書の６５ページをお願いいたします。朗読させていただきます。 

 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算 

 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算は次に定めるところです。 

 （歳入歳出予算）第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億 9,９５０

万円とする。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。 

 （地方債）第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金）第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借り入れの最高額は５００，０００千円と定める。 

 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長  小城利重 

 それではまず、流域の事業でございますが、竜田川幹線管渠第２号工事につきまして、

安堵から興留「割烹まつおか」までの間、管渠の内面仕上げ及び人孔築造に着手されて

おります。また、当町稲葉車瀬から「割烹まつおか」前までの３号区間につきましては、

管内内面仕上げ及び人孔築造の準備にかかっておられる状況であります。これにつきま

しては、この２８日、竣工検査をされ、完成しており、あと内面仕上げにつきましては、

この２８日に入札されております。 

 次に、中継ポンプ場でございますが、現在、順調に工事が進められており、進捗率で

約５０％と聞いております。また、稲葉車瀬から西の方向で三郷の方ですけれども、流

域幹線管渠築造工事につきましては、早急に着手されるよう要望していると共に、平成

１６年度には町内すべての工事が完成されるよう、県に対し、強く要望しているところ

であります。 

 一方、町の公共下水道事業につきましては、平成４年度より事業着手し、国庫補助金

の確保に努め、幹線管渠を初め供用開始時には、より多くの住民に下水道を活用してい

ただくように枝線を主とする面整備を進めてまいりました。平成１４年３月末には整備

面積として、約７８ヘクタール、幹線管渠で１９キロメートルが整備を完了することと

なっております。 

 公共下水道の目的であります生活環境改善と公共上水域の水質保全を確保するために
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も、多くの住民の方に１日も早く使用していただくことにも、水洗化を促進するために

も、助成制度、負担金及び使用料等に関する条例につきましては、新年度から議会にも

ご相談申し上げていきたいと考えております。 

 それでは、予算書の事項別明細書の歳入の方から説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、７１ページをお願いいたします。 

 まず、第１款 国庫支出金 第１項 国庫補助金  第１目の公共下水道事業国庫補助

金として、補助対象事業費４億円に対しまして、２分の１の２億円で前年度に比べ、5,

０００万円の増額を計上させていただいております。 

 次に、第２款 繰入金といたしまして、３億 1,０３５万 5,０００円、前年度より 1,

６４１万 8,０００円、５％の減となっております。これは流域下水道事業の市町村負担

金の減によるものでございます。 

 次に、７２ページの第３款 繰越金といたしまして 1,０００円の予算を計上させてい

ただいております。第４項 諸収入、第１項 雑入では、本年度は 2,０５４万 4,０００

円の計上で、前年度比３７１万 8,０００円の増で、前年度事業に対します消費税の還付

金であります。 

 次に７３ページ、第５款 町債でございます。第１目 下水道事業債につきましては、

総額５億 6,８６０万円で、前年度比 6,９７０万円の増額となっております。内訳といた

しましては、第１節の公共下水道事業債で３億 1,３４０万円の計上で、前年度比 9,５９

０万円の増額となっております。これは主に管渠築造工事費及び上水道管の移設工事等

に対する補償補てん費の増によるものでございます。 

 第２節の流域下水道事業債につきましては１億 8,６２０万円で、前年度比７９０万円

の減となっております。これにつきましては、流域下水道竜田川幹線事業費の減による

ものでございます。 

 次に、第３節の奈良県流域下水道事業推進資金につきましては、一次区域の編入に伴

います浄化センター周辺対策に対します借入金といたしまして、6,９００万円を計上さ

せていただいております。 

 続きまして、７４ページの歳出でございますが、第１款 下水道費 第１項 下水道

費、第１目 公共下水道費でございます。総額５億 8,６９５万 2,０００円で、前年度比

１億 5,５０９万 4,０００円の増額でございます。以下、それぞれ節の主なものについて
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説明させていただきます。 

 ７５ページの１３節 委託料でございます。測量設計委託料といたしまして、前年度

比 1,２８１万 8,０００円増の 2,８３７万 5,０００円の計上をいたしております。これ

は主に平成１４年度以降に施行を予定しております龍田幹線の測量設計であります。 

 次に、１５節の工事請負費についてでございます。本年度は服部１、２丁目及び法隆

寺西１丁目地区で面的整備約 7.９ヘクタールを予定しております。服部２丁目区域につ

きましては、前年度に引き続き、本年度も施工する予定であります。また、法隆寺地区

につきましては、前年度に引き続き、平成１４年度に予定しております身近なまちづく

り支援街路事業とも整合をとったものであります。これらの工事といたしまして、４億

1,９５８万円を計上し、前年度比１億５５７万 9,０００円の増額でございます。 

 次に、７６ページの第２２節の補償補填費及び賠償金についてでございます。7,９４

６万 5,０００円を計上いたしております。前年度比 3,４０７万 2,０００円の増額とな

っております。これは下水道工事に伴います上水道管の仮設及び本管の移設費の計上で、

移設費でございます。 

 第２目 流域下水道事業費でございます。第１９節の負担金補助金及び交付金でござ

いますが、２億 7,８４６万 8,０００円を計上いたしております。前年度比 8,３６２万

4,０００円の減額でございます。内容といたしましては、主に現在、建設が進められて

おります流域幹線築造工事に対する負担金と地元対策費の減によるものでございます。 

 次に、７７ページの公債費でございます。第１目の元金の償還金及び利子及び割引料

でございます。元金の償還といたしまして、１億 2,１４４万 1,０００円計上いたしてお

ります。前年度より 2,６５５万 7,０００円の増額でございます。これは主に、平成８年

度に借り入れをいたしました起債についての元金の償還の発生によるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、公共下水道事業特別会計の概要とさせていただきます。

公共下水道を目的、供用開始のめどがつく中、平成１４年におきまして、国庫補助対象

事業費ベースを中心に増額いたしております。今後におきましても、１日も早く町全体

に公共下水道が行き渡り、広く住民に利用していただけるよう事業を進めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 それと、昨日公共下水道事業の決算と一覧及び収支予測ということで、説明さしても

らいました中で、平成１４年度の金額が予算単位としておりませんので、これを今日ま

で一応計画しておりました金額をそのまま書いたもので、全体的な数字につきましては、
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我々、平成２２年まで計画している数値とは変わりないわけでございますけれども、若

干平成１４年度の予算金額と齟齬しておりますけれども、今後、負担金ではその辺の使

用料が確定する中で、再度予測をさせていただきたいということで、考えております。

あくまでも１４年度に、当初予測していた金額ということで、ご了承願います。１３年

度決算見込みでは、ある程度、見込みとして出してもらっていますけれども、１４年度

につきましては、予測ということで、当初の今日まで予測ということで出させていただ

いております。ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 それと、最終ページに一般会計と繰入金総額ということで、５６億 7,６５０万円とい

うことで記載させておりますけれども、先ほどの一般質問の中で、一般会計繰入金等で

６５億 1,０００万円ということで、推定しておりますということの中で、その等の中に

は、ちょっと見にくいですけれども、財源の事業費の財源の一般会計繰入金と諸収入、

雑入等の中に諸収入、雑入と繰越金と、それと収益的収入の料金収入というのを入れさ

せていただいておりますので、それらを引きますと、５６億 7,６５０万 4,０００円にな

るということで、これが本来、平成２２年までに一般会計から繰り入れを予測している

金額ということで、ご理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○山本委員長  公共下水道事業特別会計予算について説明が終わりましたので、これに

対する質疑をお受けいたします。 

 喜多委員。 

○喜多委員 平成１７年度に向けて、急ピッチで幹線道路に施行をされていくみたいで

すが、先ほど部長の説明の中で、服部１丁目、２丁目、法隆寺地区が本年度より予定区

域というふうに聞いたんですが、２丁目は具体的におっしゃったんですが、１丁目はち

ょっとおっしゃらなかったように思うんですが、もう一度、１丁目はおっしゃってませ

んよね。どういうふうにするか、それは同じですか、２丁目と。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長 １４年度の予定してる事業部分ですけども、おっしゃっていただき

ますように、現在、施工させていただいております服部２丁目の残りの部分と、そして

服部の集落からイツボ川までの間の分を考えているということで、南側の方はそういう

ことでございます。あと西里の一部ということで考えています。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 すいません。服部は南側の方だけで、いわゆる服部北がある服部道と言わ
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れるところには入らないということですか。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長  順次施行していきたいとは考えておりますものの、１４年度は旧の

服部といいましょうか、服部の集落の部分は考えておりません。次年度以降ということ

になります。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 それは理由があるんですか。 

○山本委員長  田口課長。 

○田口下水道課長  流域幹線の縦坑といいますか、投入孔の周辺、そして市街化区域等、

いろんな要素からかかってきておるわけですけども、費用的に面整備となりますので、

多額の費用がかかるということで、順次施行させていただいているということでご理解

をお願いしたいと思います。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 じゃあ平成１７年度の使用開始には、旧村の服部地区は入らないというこ

とに考えてもいいんでしょうか。それでしたらちょっともう１回言わせていただきたい

んです。 

○山本委員長  辻部長。 

○辻上下水道部長  今現在、今回測量費で組ませてもらう中で、龍田幹線ということで

させてもらっています。これは服部道から南都銀行への龍田幹線というような、これの

測量をしていただくと。その後、随時工事にかかっていきたいというように考えていま

す。その中で、特に今日までかなり面的整備をさせていただいておりまして、かなり測

量ができておりますので、今後供用開始になったときには、その時点を見ながら、ここ

一、二年につきましては幹線を先にさせていただく中で、若干幹線に通ずる整備をさせ

てもらいますけれども、一応幹線を中心にさせていただきたいということで、１５、１

６については今現在、計画させて、国庫補助をかなり取っていかんならんのがあります

ので、国庫補助を完成までに向けてかかってますので、その辺を目的に幹線工事を平成

１４年度は竜田川幹線の測量費を組ませていただいているという状況でございます。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 １７年に供用開始を予定されている区域の中に入っていないのかというふ

うに私はお聞きしたつもりなんですが、何か歯切れの悪い返事でよく理解できたような
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できないようなわからないんですが、あれからいったら、服部旧村の場合においては、

合併浄化槽の補助金対象外なんですよね。そうすると、何かおいてきぼりをされたよう

な気がしてならないんですが、その辺はどうお考えになっていらっしゃるのか、もう一

度お聞かせくださいませんか。 

○山本委員長  辻部長。 

○辻上下水道部長 平成２２年までには、今現在の２４３ヘクタールを整備していきた

いというふうに考えています。できるだけ早くという要望がありますけども、平成２２

年までは事業認可区域をしていると。認可の区域を受けますと、合併浄化槽の補助は受

けられないということは十分承知しておりまして、だからそのためにも、できるだけ早

いうちに整備をしていきたいというふうに考えて、事業計画につきましても２２年度が

出ておりますものの、今後の財政等も十分協議しながら、その辺で進めていきたいと考

えています。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 合併浄化槽の補助金対象外の地区になっていて、２２年の最終改良までに

は何とかできるやろうというような感じなんですが、これ服部村が聞いたらちょっと憤

慨するんと違うかなというふうに思うんですが。ものすごく時間があるんですよね。平

成２２年といったら。その中で、合併浄化槽は補助金はつけない。どうすれば衛生的な

快適な現代生活が送れるかという悩ましいところだと私は思っているんです。ですから、

なるべく平成１７年度に、何か脇と南側が対象になって、旧村の真ん中がどうも阻害さ

れているような気がしてならないので、その辺はこれから逐次考えていただいて、やは

りおくれをとらない対策ということでお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○山本委員長 委員さんの方からご質問ございますか。 

 松田委員。 

○松田委員 私は１４年度は下水道事業会計の関係というのは粛々と進行させていくだ

ろうというふうに思いますし、その目標というのが、いわゆる一部供用開始が、違って

いたら言ってください。１６年にと皆さん言っているわけですから、１６年と位置付け

て行われていくと。このことについては賛成なんで、異議はない。ただ議会が心構えと

して、供用開始のめどがついてきた。それに向けて今、何をなすべきなのかということ

が大事だと思うんです。しかも今我々の任期というのは来年４月までになっているわけ
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ですから、その間に求められるものは一体何なのかということを考えていく必要がある

だろう、こういうふうに思っているんです。 

 そこで、昨日提出をいただきましたいわゆる下水道事業計画と町の財政の事業見通し、

というのが提出されたわけです。これを中心にちょっとお聞かせをいただきたいと思い

ます。この表、下水道事業計画の関係の推移を見てまいりますと、いわゆる今年度と１

４も年度、１５年度とここに書かれているんですけれども、１５年度という関係は私ど

もの任期中ということになってまいりますと、３月議会があるという受けとめ方をして

いると思うけど、それが間違いであれば言っていただいて結構なんです。来年３月議会

を目標において、何を準備をしているのかということになりますと、ここに書かれてい

ますように、下水道条例、あるいは施行規則、あるいは排水設備工事業者に関する規則、

水洗化工事資金の助成制度、受益者負担、排水設備公認業者指定、下水道使用料徴収事

務に関する覚書がありますね。その種のものが具体的に協議をして条例を、可能ならば

条例制定というところまでしとかないかん。そして１５年度、１６年度の関係について

地元説明会ないしは敷地内工事等の関係があって、そして供用開始に向けて具体的に一

部供用開始するのですけども、予定地域については可能な限り多くのものを求めたい、

こういうことになっているんだろうというふうに、私自身は想定しているんです。 

 そうした見方をしながら、一体じゃあこれから所管の委員会で協議をしていただく、

提起をすると言っているんですけども、私はそこで最も大事な問題というのは、この中

で言う受益者負担の関係が最も、供用開始と同時にこの関係については具体的に住民負

担としてかかわっていく問題であるだけに、この額を一体どういう方法で額を決定して

いくのかと。受益者負担の額が多ければ多いほど、いわゆるこれからの事業、財政を組

むときに大きくかかわってくる問題ですから、その辺が一体どう算定をしようとするの

か。ここが１番大きなポイントだと思うんです。そういう意味では、かつて当初この計

画を示されたときに、当初試案的なものとして出されましたときの受益者負担金という

のは、ざっと８万円だったと思うんです。ですから、これらはこれとして、だからそう

いうふうにして、全体的には２２年度完成時点までを見込んだ上での財源処置というこ

とがここに示されているんですけど、そういうことと密接不可分であるというふうに思

うんですね。しかもこれを設定したときは、不況でこんなえらいことになっていると思

ってなかったと思うんです。 

 だからそういう意味からいきますと、かなり初め、ある程度はいくだろうなといった
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ことと、今の時点で考えていくと、恐らく前のでええのかどうか。これは事業収益は苦

しくなっているわけですから、見直すという状態というのが出てくることは間違いない。

その辺からどう設定をしようとしているのかどうかということが１番この中では大事な

問題になってくるだろうと。 

 それから、いわゆる敷地内工事など、その他の関係からいきまして、行政が負担をす

るのではなくて、住民負担というものが工事にかかりますということになったら、工事

費の関係とまたもう一つの受益者負担という関係の二重にかかってくる問題ですから、

この面についてもよほど説明会を徹底しておかないといかん。助成制度というのはあっ

せんをするということになるのか、あるいはある程度の費用負担を町がしようというこ

とになってくるのか。そういうことがあります。使用料収入という関係については、ご

報告にありますけども、いずれにしてもそういったことが議会として議論の中心になっ

てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、認識の仕方として、そういう

ふうに理解をしていいのかどうかをまず聞いておきたいと思います。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長 まずこの表の関係は松田委員がおっしゃっていただいておりますよ

うに、各条例で上げさせていただいております。これはできれば１４年度中ということ

は１５年３月までに定めていきたいという考え方でございます。そして受益者負担金の

考え方でございますけども、おっしゃっていただいておりますように、平成５年に一定

の考え方をお示しいたしておりますが、当初予定いたしておりました段階から供用開始

の時期等が大分おくれてきているといいましょうか、期間がたっております。そういう

ことから社会情勢も変わってきております中で、今後１７年供用開始をしていく中では、

新たに算定をしてまいりたいというふうに考えております。受益者負担金の考え方でご

ざいますけども、当然、国の補助を可能な限り、受けてやっていっておるわけですけど

も…。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 いろいろ状況の変化があって、これから皆さんが考えている算定の根拠な

どをお示しになって、予算委員会でこれでよかろうとか、あるいはそれは不十分である

とか、将来的な財政展望をしながらご協議いただくことになってくるんだろうと思うん

です。ただですね、単に漠然と言っているだけではなくて、私がいただきました事業決

算の一覧表の関係等を見てまいりますと、具体的にこれから供用開始を始めていくとい
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うことから、１５年からいわゆる収益的部門で料金収入などの関係が収益的収支部門と

して数字として挙がっているわけです。そういいますと、この関係については大筋使用

料金は幾ら、あるいは受益者負担金は幾らというようなことなどについては、それなり

にまとまっているんかなというように思うんです。この数字が上がっているのは、当初、

平成４年ごろに一応そういうことを言いました内容を基礎にして、ここで数字として書

かれているんだということであるのか、これは今皆さんがお考えになることを出そうと

していることの意味合いを含めたものであるのかだけ聞かせておいてくれませんか。 

○山本委員長 部長。 

○辻上下水道部長 １点目の使用料につきましては、県下の平均を見ながら、今現在の

状況を見ながら算定させていただいています。受益者負担金としましては、平成４年当

時に、議会に提示させていただいた８万円ということで一応は見込んでいるということ

でご理解をお願いしたいと思います。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 それはいろいろ議論してもらいますから、そこでいろいろご判断いただく

ことになると思います。この表で見ますと、平成４年から１３年ごろまで、公債費の関

係が負担金が利息の方がずっと多いですよね。ずっとこうなっている。それで先ほど言

われていますように、一般会計からの繰入金の関係を見ましても、後半の関係、初めは

２億未満の関係ですけども、いわゆる１４年から１５年以後、かなりの金額になってい

くわけですよね。一般会計として繰入金を入れる関係、一般会計の関係は相当５６億何

がしと言っているわけですけども、一般会計に依存した会計を財源処置を求めているけ

ど、１４年度の関係などを見ましても、いわゆる財政調整基金を取り崩して、そういう

性格ですからいいですけども、一般会計利息、そして都市計画税の関係も取り崩して、

一般会計に繰り入れて、そしてそれから下水道事業に組み込んでいると。これは、こと

し初めてですよね、拠出金から１億 3,０００幾ら組み込んでいます。この額というのは

この一般会計からの繰り入れて、その中に含む状態として見ていきますと、今の５億 1,

０００万円でしょうか。いわゆる都市計画税基本基金は。４、５年はこういう形の面で、

例えば繰り入れられていったとしても、この計画は底をつくのと違うか、このままでい

くと。そういうふうな面はあるんですよ。この一般会計の繰り入れに依存しとったら間

違いない。公債費の関係というのは、元金はそれなりに推移するですけども、利子が非

常にふえてくる。こういう面から見ていると、この事業が完成にまでは容易なことでは
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ないなというふうに想定されるんです。 

 こういう面から見て、やっぱり８万円でええのかどうか。あるいは使用料が、これで

いいのかどうなのかということの判断材料に私はなっていくことだろうと思うんです。

そういう意味からいって検討していっているわけですが、何もなしでは計算できません

ですけども、そういう面から見ると、よほど将来的な展望の中で、委員会で総論するよ

うにしてもらわないと、私はこの計画どおりになかなかいけないというふうに思うんで

す。平成３年に出されましたこの関係でも、最終完成年度は２２年ですから、完成年次

の関係についてはずれていないんですよね。ずれているというのは供用開始の時期が６

年、７年ごろと言ったのがずれてきた。ということですから、比較的計画どおりいくか

なというふうに思うんですけれども、そういう面の見通しもほぼそのように行くと思い

ます。 

 それとあわせて、いわゆる負担金その他の関係が受益者負担の面が供用開始に向けて

の加入者率にかかわっていく問題だと思うんです。一般質問のときに言いましたときに、

初期の段階では１５％程度。せっかく投資をして設備をしながら、加入者率は非常に低

く見積もられている。そういう関係で周囲の県を見ましても、条例とか進んでいますけ

ども、余り上がっていないわけですね。だからやはり早く物事を決めて、早く心の準備

を住民の皆さんにしてもらって、そして積極的に加入をしていくという形に私は持って

いかないかんと思うんです。 

 ところが今の段階で、住民の皆さんが早うやれ、早うやれとは言われているけども、

そのぐらい負担せんといかんのかという気になると思うんですよ。必ず恐らく出ると。

そんなつもりじゃなかなったと。ただでしてもらえるような感じで、早うやれといった

ように。ところが、こんだけ持たないかんのやという関係になってくると、よほど議会

が早く準備してもらって、地元の関係について十分な説明ができると、そして対処をと

ってもらえるという期間の余裕を持たなければならんのじゃないかなと。そこのところ

について行政側と議会とが一致して積極的にこれに取り組むという体制をぜひともつく

っていく必要があるんじゃないかな、このように私は思っているんです。そのことにつ

いて、見解を述べていただきたいと思うんです。 

○山本委員長 町長。 

○小城町長 松田委員がおっしゃいましたように、当初は平成７年に一部供用開始とい

うことで出発したわけですけども、こういう関係で、途中から第３次処理区域が第２次
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処理区域に編入しようという中で、いろいろ時間がかかったもので、それをまた後でポ

ンプ場の関係等ができたのが、ようやくそういう関係で今現在、１６年完成ということ

で、現在工事にかかっていただいてやっていただきます。そういうことの中で、当初は

松田委員ご指摘のように、平成７年当時の関係から、平成４年に委員会で一応受益者負

担金を８万円ということを、その中から見ると、やっぱり工事にかかっていく中で、公

共枡を設置する中で、大体幾らになりますかということをしていただくということで、

こういう形をとってきたわけでございます。 

 そういうことの中で、非常におくれをなしてきております。当然来年３月が最後の議

会ということで、４月に統一地方選挙があるわけですから、できるだけこの１４年に精

力的に提案をしながら、議会と慎重に審議をして、やはり住民が納得をいただくという

か、お金を出すことですから納得はできないわけですが、これをしていただくと、せっ

かくここまで順調にきたというか、ある程度のポンプ場まで一番難しい問題を解決して

いただいたということもある中で、やはりそういう理解を深めていくためにも、１４年

度中分担金とかやはりそういう関係においては精力的にやっていただいて、１５年３月

までにおおむね住民に理解をしていただくような努力をしていくことが、町としてもで

きるだけ資料を出しながら、皆さんのお知恵を拝借しながら努力をしてまいりたいと思

っています。 

○山本委員長 吉川委員。 

○吉川委員 ちょっと確認したいんですが、先ほど部長の説明の中で、整備計画面積に

ついて８７ヘクタールで完了工事は１９キロとおっしゃいましたな。町長の説明の中に

は２１キロと書いてあるけど、これとは別ですか。 

 それと、今、町長の松田委員の質問に対して答えられた中で、課長も先ほど答えられ

たんですけれども、このもらった資料でいきますと、今、答えられた件については１５

年末までに、早なることは結構なことですねんけども、これを出しときながら、前のと

きは１４年度末までに何とかしたいと、１５年３月までに何とかしたいと。そうかなと

思ってこれを見てたわけや。そしたら今おっしゃるのは年度でいくと１４年度に何とか

したいと、こういうことですけど、この計画は１５年の末までになっているわけや。そ

こらをどうされるのか。 

 それと、供用開始の関係なんですけれども、斑鳩町から生駒市までと書いてある県の

関係ですね。これは供用開始の関係ですね。そう理解したらよろしいですね。１６年の
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何月、１０月ごろから２０年までは。供用開始というこですね。この供用開始なんです

けれども、一応、わからんことではないんですけれども、第１期事業認可区域６０ヘク

タールを対象にしていこうということになんですけれども、これをやるのに何も１６年

のここまで待たんでも、先ほど町長も精力的にやってもらう、その何が終わったら、つ

なぐのは技術的なのはちょっとわからんので、それは技術的には無理やとおっしゃるな

ら、それでいいんですけれども、皆工事をやらんとできんわけです。了解求めんと、先

ほど町長も協力を求めなあかんと。了解求めんと工事はやれませんわな。契約するとい

うんか。それで工事はやっといてつなぐのだけ、県の了解を求めたときにつなげるよう

に、まえもって工事をやっていくようにせんと、一遍にこんだけの業者はおりませんわ

な。第２期工事も１０年からやっているねんから、大分進んでいるわけです。これもで

きるだけ早く供用開始をするように、町長も精力的に今、１４年末までにこれをやりた

いということですので、できた時点で私はやっぱりできるところから工事をやっていく

ように、やっぱり公認業者というんですか、業者を決めていかれるんやから、私は積極

的にやってもらいたいと思います。 

 それと、先ほど喜多委員の質問で、これも委員会にもちょっとお願いしていたわけな

んですけれども、合併浄化槽の関係で私は補助金の関係で、認可区域になっているとこ

ろはアウトですわね。だからそのほかでもおおよそこの区域はいつごろになるというの

がわかってやったら、教えてやってほしいというのは、今普通の浄化槽、古くなってき

たって修繕せないかん。この前も例を挙げて言ったと思うんですけど、西里の方で３５

万円ほどかかるとおっしゃった。それが仮に１７年度で供用開始してもらえるものなら、

３５万円今投資するのはえらいですわな、実際に。だからできるだけ修繕してやってい

く。しかしそれがまだ１０年向こうやと。極端に言うと２０年も向こうにならんな入ら

んと。ここの計画にも入ってないから。１８３、第２期にも入っていないということや

ったら、今かえてもいけると思うんです。その場合は補助金がつきますわな。ここの区

域に入ってないところは。２２年まで今からいうたら約９年あるわけですけども、その

間に、比較的、浄化槽の設備がもたんというんやったら、これはせんといられなくなっ

てくると思うんです。そこはやっぱりちゃんと把握できるような計画をしてあげてほし

いと思うんです。 

 今までのに答えていただきたい。 

○山本委員長 辻部長。 
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○辻上下水道部長  まず私の説明でちょっと言葉足らずで、１４年３月末の整備という

ことで言わさせてもらったのが、７８ヘクタールの１９キロメートルということで、そ

れが当時の提案説明では、１４年度末ということで、町長提案の１４年度予算の中に入

ってもらっていますので、８７ヘクタールと２１キロということで、提案説明させても

らっております。そういうことでご理解をいただきたい。 

 それと条例関係につきましても、町長は先ほど言われておりましたように、常任委員

会で一応一定のスケジュールといいますか、条例制定のスケジュールと、それと供用開

始は想定する中で、今言われた、地元説明会とか、その辺の関係もいろいろ想定しなが

ら、一定のスケジュールを組みながら、担当委員会に相談していきたい。 

 それと受益者負担金とか助成金の考え方につきましては、我々といたしましても、こ

としの６月議会の委員会までに一定の考え方を示させていただきまして、それで審議願

って、できる限る早くしていただきたいということで、１４年度中に何とか条例制定に

向けて努力していきたいし、その辺のご協力もお願いしたい考えています。その後の、

制定後につきましても、一定のスケジュールを組みながら、委員会と相談させていただ

きたいというふうに考えております。 

 それと供用開始までの年次別に各地域にということで、なかなか難しい問題がありま

して、その辺も十分また我々として調整しながら、何年にはどこということが言えるか

どうか、その辺も相談させていただきたいと思います。 

 今現在、１７年で６０ヘクタールということで書いてますけど、その辺はまた、この

辺につきましても当初６０ヘクタールについては 1,３００ということで、予定させてい

ただいた数字を、予定をここで上げさせていただいております。その辺がまた供用開始

区域をどこにするかということとご相談させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○山本委員長 吉川委員。 

○吉川委員 一応予定してもろうてるけどね、皆条例も何も整い、理解が求められるよ

うに、私はやっぱり早めてやってほしいということを提案しています。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長 委員もご存じいただいておりますように、供用開始というのは、当

然設備ができて使えるという段階での手続であります。今おっしゃっていただきますよ

うに、条例ができて、一定の事務的なものが終われば、宅地内の接続をしていくという
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方向でどうかということだというふうに理解していますけども、県のポンプ場の築造工

事、そしてポンプ施設の分とポンプを設置するということで、ここであらわさせていた

だいておりますように、１６年末になると。若干早くなる要素もあるけども、１６年末

までかかるということでございますので、当然、県も流域下水道としての供用開始、い

わゆる使えるという段階の告示をしますので、町も当然、公共下水道としての供用開始

の告示をします。それ以後でないと、接続の方はしていけないということになります。 

○山本委員長 吉川委員。 

○吉川委員 そう言われると、そやから私は前にも、この委員会と違う、建設委員会で

質問してます。斑鳩町はできています。何も生駒ができんでも、どこかでとめといて、

供用開始できんのかというと、できるという話でした。そやから、何もここには斑鳩町

から生駒市とまで書いてます。これであかんというのやったら、もう別ですわ。はっき

り。今課長がおっしゃったとおりです。しかし、うちの工事はもう１番最終も、ことし

には入札してくれます。それはできるだけ早く早くと言うてるわけです。１２月までは

できないと、できるだけ９月には入札してもらて、むだ遣いやということまで、言葉は

悪かったけど、言うてまんねんわ。また同じようなこと出して工事やらはる。聞きます

と、何千万という金や。あれだけで。 

 だからあそこから向こうは、斑鳩町の面整備もおくれます。だからこちらだけでもや

っぱりやれるものは、それは生駒まで完成せんなら、絶対に供用開始、県はできません

というのなら、これはもう今、課長がおっしゃったとおりやと思う。しかしそれは仮に

生駒市までできんでも供用開始はできるということやったからね。中継ポンプ場は早く

できますと。何かできるように聞いているからね。その努力をしてもらいたいと思いま

す。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長 ちょっと説明がまずかったと言いますか、要は流域下水道として、

ポンプ場ができ、そして町の投入させていただきます福徳自動車、そしてまつおかのと

ころの会所等ができ終わって、そこの部分まで供用開始はされる。そして順次上にのぼ

っていくごとに各町の使えるようになった段階で流域下水道としての供用開始が順次さ

れていくということでございます。ということで、現在町の中で、面整備をさせていた

だいて、今の予算で１３年で２カ所、１４年で１カ所接続の予定をしておりますけども、

それのつながるエリアについて、供用開始をしていくということで考えています。 
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○山本委員長 吉川委員。 

○吉川委員 これ以上、言っても、言いたいことはあるわけです。この図面見てね。中

継ポンプ場ならおくれているわけよ。それを供用開始は先になったるわけ。中継ポンプ

場が完成にならんなら入れられへんやろ、どっちゃみち。それをあえて知っていて言う

てる。あんたところがここに書いている。供用開始、中継ポンプ場の完成予定よりも早

くこの図面で見てたら書いてるから言うてまんねん。そんなんもうよろしいです。そや

から最後や。だからできるところから面整備もでき、条例もでき、整うたら、できだけ

早く、ここやと言わんと、供用開始をしてもらいたいということだけ、そういう計画を

持って６月の委員会までには出すということなので、お願いしたいと思います。それだ

けです。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 今言われていることは、そのことは所管の皆さんにも申し上げたのは、１

６年という言い方とか、１７年とかいう言い方とか、７年度という言い方とかいろいろ

まちまちや。それによって年度ということになったら３月末までということになってく

ると。何年と言うたら、大体１月１日から１２月３１日までと見ると、そこのところに

よって考えが変わってくるんやと。ところが当初は、僕は打ち合せに入っておったとき、

そうなんですけども、１５年の１２月ごろには上げてほしいと言ったわけや。ところが

普通のときならそれでいいけども、２年後まで継続審議ということでしていってもええ

けども、来年は選挙という年があるから、継続審議はならんのですよと。だからそこで

議論せえと言うても、したってもものにならん状態だと。またがって審議してくれとい

うことになって、またがって審議するのだったら、来年の新規に、改選後の議会でまた

言われる。そうなってしまう。またそうしかできない。 

 それなら、もしどっちが期間が長いかということになってくると、今の議員が積極的

に行こうとするなら、後の地元説明会ということも考えていくのなら、早くこの種の関

係を決めて、そしてちょっとでも早く入っていくと、そのことによって供用開始が多く

なるし、また先ほど吉川さんが言っているような関係の、できたところは入っていける

ということで、順に工事がしていける。というふうなことになるということから、ここ

のところは年度で入れることをきちっとしなさいよと言いたい。それが初めは改選の関

係で、議案の取り扱いどうなるかということは十分理解しなかったと、そうやなという

ことになって、一般質問のときはまだそういう説明してたんや。そうしていきます。そ
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れで今度はここでも同じような関係にしてるんやけれど、中身の説明としては今の議員

の皆さんの任期中でやってほしいんやということに変わってきたわけや。 

 これはそのことをきちっと言わんさかいにあかんのや。そのことに言う、文章はその

ままの書き方にしといて、どっちでもとれるような格好にしといて、ここの中で１４年

度、１５年度という、１５年度末までにできたということになる。そういう解釈の納得

を皆さんがとりにくいんでしょう。そういうことを言ったら、１７年度と言ったり、１

６年と。これもはっきりしてくれと言いたい。供用開始。去年は１２月ごろから、１６

年と言うてみたり、今度はことしも１６年と言うてますわ。１６年なら１６年の何月だ

ということまで言うてもらわんと、はっきりせえへん。１６年度中にいろんなことで、

１７年の４月１日というのかどうかと。そこのところを皆さんあいまいにしたままで言

っているから、この関係は１月の違いと１２カ月の違いが出てくるんやから、大きく認

識の違いが出てくると。そのことを双方の取り組みに対する甘さと積極さと真剣さとい

うものが欠けてしまうんやということを、僕は指摘しているわけですよ。ですからこう

いう日程の組み方はきちっとしなさいと。 

 そして当初の計画どおりでしたら、地元の説明の関係で１年なかったんや。１年どこ

ろか何カ月かもわからへん。いうふうなことで、これをやろうとしたわけや。こんな計

画をそんなことでいけるんかということを、私は申し上げた。せっかくここまで皆苦労

して、大きな投資をしてやっていくのに、もうちょっときちっとして。だからこの時期

まで、地元の関係もありますので、議会の改選いうことを目標に具体化をしてほしいと

いう関係の提案を積極的にしていくべきではないかと。しかもその段取りができている

のなら、この議会中の常任委員会には工程表は示すということを約束した。そこで工程

表が出されるんなら、当然この予算委員会でも出して、理解をしてもらうことにして、

そして具体的に中身に深い議論をしていただけるように考えたらどうですかというふう

に申し上げてきたわけですよね。それは改選後にしてみたら、我々は責任は今のところ

ないかもわからん。しかしそんなことでええんかということから、やっぱり今、我々の

ときにきちっとつくっといて、地元に説明ができるようにする。我々の任期中につくっ

てしまう。そして具体的に地方の説明会等をやってもらう。そして供用開始を１つでも

多く参加してもらうというふうな関係を、やっぱり体制をつくるためにはどうしてもそ

ういう措置が必要と違いますかということを強調しているわけや。私はね。 

 だから、先ほど冒頭に年度と言うてるけど、その関係があいまいという指摘も、その
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ことなんです。そこのところをきちっと皆さんに説明していかないと、置いとくという

のは全く無責任だというふうに、お互いに。だからそういうことで、ここのところはき

ちっとすると。それはいずれにしても所管の委員会があるんですから、僕は余りでしゃ

ばって考えを言うのはどうかと思うので、そういうことの焦点だけきちっとしておいて

くれということを、絶えず、一般質問のときも、また今もそう思ってるんですけどね。

見方はいろいろあるんです。それは細かい面は他の所管委員会やと思いますからね。そ

れはきちっとしていただいて、そして協力を求めていくということを申し上げている。

真意はそういうことですから、そういう関係についてはきっちり受けとめて、取り組ん

でください。 

○山本委員長 ご意見、ご質問はございますか。 

○小野議長 ７５ページの委託料で、事業認可変更等業務委託料 1,０００万円ついてい

るんですが、今までの流れから言えば、第２期の事業認可で一応、斑鳩の公共下水道は

終わりだというような認識をしておったんですが、これを見て、２２年、第２期の１８

３ヘクタールで完成やと。さらに変更を考えておられるのかどうかだけ、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長 今現在、おっしゃっていただいておりますように６０ヘクタールプ

ラス１８３、２４３ということで進めてきております。事業認可の変更ということで計

画させていただいておりますのは、服部地区の区画整理といいますか、あのかかわりの

中で、全体を見直して、そして変更をかけていこうということで計上させていただいて

おります。 

○小野議長  あそこは線引きも変えていって、区画整理をやっているということで、ふ

えてくるんだと思うんですが、1,０００万円も委託料がかかるのかな。ちょっと余りに

も高いのと違うかなと思うんですけど、その点はどうなんですか。 

○山本委員長 田口課長。 

○田口下水道課長  服部のところだけをふやすといいますか、そういうことだけでなし

に、既に施行しております部分について、例えば目安は今後の課題ですけども、縦断的

に在来の分はポンプアップで流域の方へ落としていこうという考え方もしておったわけ

ですけども、可能な限り、ポンプアップじゃなしに、自然流下でやる方がいいという考

え方を持つ中で、それらの事業認可の変更の中ではということで申し上げておりますけ
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ども、そういう部分を全体を精査して認可の変更としていきたいということで計上させ

ていただいております。 

○小野議長  というのはね、第２期の事業認可の変更を出したときのは、余り合ってな

かったと考えてよろしいんですか。事業認可の変更というのはどういう手続でおうてい

るのかちょっとわからんけど、第２期で一応終わっとるんやから。早くから平成８年、

９年にあわててやっているんですよ。だから今課長が言うように、ポンプアップをする

のはそのときは考えている。それを変更したいんやと。自然流下でいった方が全体の工

事費も安くなるやろうし、あといろいろなメンテのものもいいから、そういうふうに変

えていきたいんやと。だから今後これは 1,０００万円もかけて服部の地区を広げなくて

はいけないということやから、それに便乗して、そういうことを修正しようとするのか、

どうかということです。 

○山本委員長  田口課長。 

○田口下水道課長  今おっしゃっていただいておりますように、事業認可の変更の手続

をする段階において、修正といいますか、考えていく形の工法ができ得るように修正を

あわせてやりたいということで上げさせていただいています。 

○小野議長  きのうもちょっといろんなことを言うてますけど、法定外のことでの譲与

の申請をもっと勉強してくれと。むだなあれだけはお願いしますよとしっかりと発注し

てくださいよ。要るもんだけを発注してもらったら 1,０００万円の予算を上げているけ

ど、1,０００万円予算があるから 1,０００万円をぽんと出すようなことは絶対しないで

ください。 

 それともう１点。昨年１２月やったと思うんですが、１番好評の出前講座でいろいろ

な自治会が唯一下水のことでお願いしたと思うんです。はっきり言うて私の自治会です。

いろんなごみの問題とかで、出前講座をお願いしたけど、私の方の自治会長は１番関心

のあるのは下水なんですよね。皆さんようご存じやと思うんです。集中浄化槽がもうふ

やけとるんですよ。そのときに、自治会から切実にお願いしたと思うんです。できるだ

け早くあそこに管を入れ替えるようにお願いするということを言うてたんですが、今度

の測量設計委託の場所もそのまま出てこなかったし、出前講座の後で、何とかそういう

箇所をまたピックアップして、また要望も、そして出前講座ということまで使ってお願

いしている自治会のことをちょっとでも考えてもろうてるんかなと。今でも、１２月で

すから、全体の予算として、これは出してもらってるけど、ほかの場所しか言うておら
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れんからね。その点は考えなかったんやったら、考えなかったと言うてください。それ

だけで結構です。 

○山本委員長  辻部長。 

○辻上下水道部長  先ほど申しました龍田幹線の測量を今回やっていきたいということ

で、来年度事業着手に向けて、本年度で龍田幹線の測量をしていきたいということでご

理解をお願い。龍田幹線といいますのは、服部道から南都銀行に抜ける道の測量の調査

を本年度でしていきたいということです。 

○小野議長 龍田幹線というのは同じことです。今の。そしたら１２月に自治会に入っ

てもらって、出前講座でいろいろ議論のあった、それは考えなかったという結論でよろ

しいですね。そういうことですね。 

○山本委員長  辻部長。 

○辻上下水道部長  このことから龍田幹線の測量を本年度で予定しているということで

ご理解お願いしたいと思います。 

○小野議長 それは理解できません。錦ケ丘の場所を測量に入れてほしいということで

１年でも早う測量しなかったら管は入れられないでしょう。だからそのことを言うてい

るんですよ。だから管を入れてもらうということによって、あの場所では下流からしか

できないという返事だったんです。そんなことはないやろうと。管を入れるのはね。何

のために測量という技術があるんやということで、私は思っとったからね。だから１４

年度には測量もできない。そういう返事でよろしいですね。 

○山本委員長 辻部長。 

○辻上下水道部長  先ほど申しましたように、下水道につきましては下流からというこ

とが基本でさせていただいておりまして、今年度１４年度予算については龍田幹線の測

量委託を来年度１５年度の工事に向けての測量設計をしているということでございます。 

○小野議長 この第２次の区域を広げていくときにも、工事をやるときももちろん下流

から施行するというのは原則だというのはわかってますよ。だけど、住居地域どれだけ

皆がつないでくれるかというところは、そういう集中浄化槽の老朽化した団地、まさし

く錦ケ丘なんかやったら、公共下水が入ったら全員入りますよ、すぐに。そんなもの、

先ほど合併浄化槽の問題もありますねん。合併浄化槽の今補助がないから、入れられた

ら、つながらんのです。つなぐ必要ないですやん。何も下水道入れたら。そしたらこん

な計画も全然成り立っていかない。１番先につないでくれるようなところはやっぱり施
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行していくべきです。供用開始の上から見ても。それを何回言うても理解してもらわれ

へん。そういうことやったら、何のために出前講座に来てもらって皆が話をしたかとい

うことです。全然無視です。町長どう思います、出前講座のことで、皆、それを言うて

ますねん。現状を言うてますねん。いつなんどきあれするかわからんいうことでね。そ

れで何も考えてないんですか。１２月ですよ。何らか変更できるはずですやん。誠意を

全然見せてない。どうなんですか。 

○山本委員長 芳村助役。 

○芳村助役  錦ケ丘の出前講座でいろいろと協議をしていただいたということは報告い

ただいています。いろいろ錦ケ丘の住民の皆さんが集中浄化槽を持っておられるので、

早く接続していただきたいということで、また道路面のことも含めてどうするというこ

とがあったようです。これは聞いています。今部長が言うてますように、龍田幹線をす

る中で、その方向で進んでいかんならんと思うです。１４年度でやるということは今考

えてないということで、やっぱり議長がおしかりのように、すぐ聞いたらいいんですが、

なかなかそこまでいかないというのがございますので、やはりこれから供用開始に向か

って、そういうことをしていくという余裕もございます。そういうことも含めながら、

また協議したいと思います。 

○山本委員長 町長。 

○小城町長 今議長から言われていますので。そういう中で、私はやっぱり努力するこ

とが１番大事であろうと思っています。なるかならないかは別にしたって、龍田幹線の

中でそのエリアをどう吸収するのか、そういう問題であろうと思います。担当の部長が

龍田幹線という言葉ばっかりを言うわけであって、錦ケ丘が入りますからというそうい

う極端な話でなしに、やっぱり龍田幹線の中で１つそういうことを十二分に考えていく

ということで、私は理解をしています。 

○小野議長 今、助役さんが言うたように、道路面でこれは何年も前から要望出てます

し、もう舗装のところに草が生えているのです。排水も悪い、底抜けとんねん。だけど、

下水が入るまで辛抱してくれということを言うているんです。だからその意味でも測量

を済ませて面整備をやってもらったら、舗装もできるだろうと。だから測量を急いでく

ださいと。龍田幹線の方ができなかったら本管ができなかったら、それは供用開始でき

ないのはわかっていますよ。その意味を言うているから、そこらをしっかりと認識して

もらいたい、そういうように思います。 
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○山本委員長  ほかご質問ございますか。 

 それではないようでございますので、これをもちまして、公共下水道事業特別会計予

算に対する質疑を終結をいたします。 

 休憩させてもらいます。３時１５分まで休憩いたします。 

             （午後 ２時５８分 休憩） 

             （午後 ３時１５分  再開） 

○山本委員長 それでは再開いたします。 

 議案第２２号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についての審査に入り

ます。 

 説明を求めます。中井部長。 

○中井住民生活部長 議案第２２号  平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算に

つきまして、ご説明を申し上げます。 

 議案書の朗読をいたします。 

 議案第２２号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について 

 標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長  小城利重 

 では、特別会計予算の予算書に基づきまして、ご説明を申し上げていきたいと思いま

すので、８５ページをごらんいただきたいと思います。まず、予算書の朗読をさせてい

ただきます。 

 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算 

 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１億 3,０００万

円とする。 

 ２、歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 （歳出予算の流用）第２条  地方自治法第２２０条第２項  ただし書きの規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 ①介護給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における、同一款内で

のこれらの経費の各項の款の流用。 
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 平成１４年３月１日提出 斑鳩町長 小城利重 

 それでは、当特別会計予算の概要につきまして、ご説明を申し上げます。 

 本特別会計の歳入歳出予算の総額は、先ほども申し上げましたように、１億 3,０００

万円を計上させていただいております。平成１２年度からの５カ年計画であります介護

保険事業計画に基づきまして、平成１４年度に必要な予算を計上させていただいておる

ところでございます。平成１４年度におけます要介護者等の見込み数は６２９人で、う

ち在宅が４９５名、特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設入所者は１３４名と見

込んでおります。在宅の要介護度別では、要支援が１１５人で２3.２％、要介護１が１

７７人で３5.７％、要介護２が８４人で１７％、要介護３が４９人で 9.９％、要介護４

が３９人で 7.９％、要介護５が３１人で 6.３％と、それぞれ見込んでいるところでござ

います。 

  次に、平成 14 年度の主な在宅介護サービスの平均基盤整備率でございますが、５0.

８０６％と見込んでおります。 

 それでは、９３ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳入予算でございます。第１款 保険料でございますが、１億 8,９３５万 6,０００円

の計上をさせていただいております。この金額につきましては、６５歳以上のいわゆる

第１号被保険者に係ります保険料でございます。 

 次に、第２款 使用料及び手数料では、保険料の督促手数料といたしまして、１万 4,

０００円の計上をさせていただいております。 

 次に、９４ページの第３款 国庫支出金でございます。２億 5,５４１万 4,０００円の

計上をさせていただいております。国庫負担金といたしまして、介護給付費１０億 5,４

５２万 3,０００円の２０％として、２億 1,０９０万 5,０００円の計上となっておりま

す。また、国庫補助金では 4,４５０万 9,０００円で、その内訳は調整交付金として 3,

９０１万 8,０００円、事務費交付金といたしまして、５４９万 1,０００円でございます。 

 次に、９５ページの第４款 支払基金交付金でございます。介護給付費の３３％の３

億 4,７９９万 3,０００円の計上をさせていただいております。４０歳から６４歳までの

方の保険料に係るものでございます。 

 次に、第５款 県支出金につきましては介護給付費の１2.５％の１億 3,１８１万 5,

０００円の計上となっております。 

 次に、９６ページの第６款 財産収入でございます。介護保険給付費準備基金利子と
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いたしまして、１万 3,０００円の計上をさせていただいております。 

 次に、第７款の寄附金につきましては 1,０００円の計上でございます。 

 次に、９７ページの第８款 繰入金でございますが、１億 8,５０７万 1,０００円の計

上をさせていただいております。一般会計からの繰入金といたしまして、１億 7,５５６

万 4,０００円でございます。その内訳といたしまして、介護給付繰入金といたしまして、

介護給付費の１2.５％で１億 3,１８１万 7,０００円。その他、一般会計繰入金といたし

まして、職員給与及び事務費繰入金といたしまして、4,３７４万 7,０００円となってお

ります。基金繰入金では介護給付費準備基金繰入金といたしまして、９５０万 7,０００

円の計上をさせていただいております。 

 次に、９８ページの第９款 繰越金でございます。2,０３１万 2,０００円の計上をさ

せていただいております。 

 次に、第１０款 諸収入でございます。過料、第１号被保険者延滞金等の延滞金加算

金及び割引料及び弁償金等の雑入といたしまして、１万 1,０００円の計上をさせていた

だいております。 

 続きまして、１０１ページからの歳出予算でございます。第１款 総務費、第１項 

総務管理費、第１目 一般管理費でございます。3,３２８万 6,０００円の計上をさせて

いただいております。職員４人分の人件費に要します経費、国民健康保険団体連合会へ

の負担金、電算のシステム委託料等が主な経費となっております。 

 次に、１０２ページの第２項 徴収費、第１目の賦課徴収費でございます。１７２万

4,０００円の計上となっております。年金から特別徴収する方への保険料及び仮徴収の

通知、及び普通徴収の方への納付書等の送付に係ります経費等でございます。 

 次に、１０３ページの第３項 介護認定審査会費、第１目の介護認定の審査会費でご

ざいます。1,３５３万 5,０００円の計上をさせていただいております。要介護認定に係

ります主治医意見書の作成手数料、訪問調査に伴います認定調査事務委託料等が主なも

のでございます。 

 次に、１０５ページの第４項 趣旨普及費、第１目 趣旨普及費でございます。３３

万 7,０００円を計上させていただいております。保険料の通知時に介護保険料に関しま

す内容を中心といたしましたパンフレット等を配付いたし、これの作成に係る経費でご

ざいます。 

 次に、第５項 介護保険運営協議会費の第１目  介護保険運営協議会費でございます。



 261 

３７万 8,０００円の計上となっております。これは介護保険事業の運営に関しまして、

重要な事項として、事業計画の見直し、事業計画の進行管理、特別会計の運営管理等に

つきまして、ご審議をいただくために、介護保険運営協議会を設置をいたしております

が、その協議会委員の皆様方の委員報酬でございます。 

 次に、１０６ページと１０７ページの第２款 介護給付費でございます。第１項の介

護サービス等諸費では１０億 3,１６２万 9,０００円を計上させていただいております。

要介護１から要介護５に認定された方への介護サービス等に係ります経費でございます。 

 まず、１０６ページの第１目の居宅介護サービス給付費では３億 5,６６６万 4,０００

円の計上となっております。訪問介護サービス、通所介護サービス、訪問看護サービス

等に係ります経費でございます。 

 第２目の特例居宅介護サービス給付費では３５万 7,０００円の計上となっておりま

す。これは居宅介護被保険者が当該要介護認定の効力が生じた日前に緊急、その他やむ

を得ない理由によりまして、指定居宅サービスを受けた場合におきまして、必要がある

と認めたとき等に係る経費でございます。 

 続きまして、第３目の施設介護サービス給付費では、６億 3,０７５万円を計上させて

いただいております。これは特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等に係

ります経費でございます。 

 第４目の特例施設介護サービス給付費では３１万 5,０００円を計上させていただい

ております。要介護被保険者が当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむ

を得ない理由により、指定施設サービス等を受けた場合におきまして、必要があると認

めるとき等に要する経費でございます。 

 第５目の居宅介護福祉用具購入給付費では、１７７万円を計上させていただいており

ます。 

 次に、１０７ページの第６目 居宅介護住宅改修給付費でございます。９００万 4,０

００円を計上させていただいております。 

 第７目の居宅介護サービス計画給付費では 3,２７５万 2,０００円の計上をさせてい

ただいております。これは介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーによります要介護

者、個人個人の状態に応じて、毎月単位での介護サービス計画の作成に要する経費でご

ざいます。 

 第８目の特例居宅介護サービス計画給付費では、１万 7,０００円の計上となっており
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ます。 

 次に、１０８ページ、１０９ページの第２項 支援サービス等諸費でございます。1,

５６９万 8,０００円を計上させていただいております。各目別の予算の計上額は省略さ

せていただきますが、介護認定結果が要支援と認定された方々へのサービス費用に要し

ます所要額を計上いたしております。 

 次に、第３項その他諸費でございます。１６３万 3,０００円の計上をさせていただい

ております。これは各介護サービス事業者から請求されます介護報酬につきまして、国

保連合会におきまして、支給限度額等の審査及び支払い事務をされることから、これに

係る経費でございます。 

 次に、１１０ページの第４項 高額サービス等でございます。５５６万 3,０００円を

計上させていただいております。健康保険と同様に一定の基準額以上の利用者の負担に

つきましては、償還払いで支払いすることになりますので、これに係ります経費でござ

います。なお上限額につきましては、生活保護の受給者、住民税世帯非課税で老齢福祉

年金の受給者が１万 5,０００円。世帯全員が住民税非課税の場合は２万 4,６００円。こ

れら以外の方が３万 7,２００円となっております。 

 次に、１１１ページの第３款 財政安定化基金拠出金でございます。４８８万 6,００

０円を計上させていただいております。これは県におきまして、各市町村の介護保険特

別会計の健全な運営のために、基金を設置されております。これらの拠出金となってお

ります。なお、県の基金は国、県、市町村それぞれが３分の１ずつの負担により運用さ

れ、各市町村による拠出金の１年当たりの額は、平成１２年度から平成１４年度までの

３年間の総給付費見込み額から１年当たりの平均給付費見込み額を算出いたしまして、

これの 0.５％で算出いたしておるところでございます。 

 次に、第４款 基金積立金 第１項 基金積立金、第１目の介護保険給付費準備基金

積立金でございます。2,０３２万 5,０００円を計上させていただいております。これは

介護保険の保険給付に関し、保険料等に余剰金が生じる場合に、余剰金を基金に積み立

て、次年度以降の保険給付の財源とするものでございます。 

 次に、１１２ページの第５款 総支出金、第１項 償還金及び還付加算金についてで

ございます。第１号被保険者保険料還付金、償還金及び第１号被保険者還付加算金とい

たしまして、6,０００円を計上させていただいております。 

 次に、１１３ページの第６款 予備費でございます。１００万円の計上となっており
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ます。 

 以上、簡単でございますが、斑鳩町介護保険事業特別会計予算の説明とさせていただ

きます。よろしくこ審査を賜りまして、原案どおりご承認賜りますよう、よろしくお願

いを申し上げます。 

○山本委員長  介護保険事業特別会計予算について説明が終わりましたので、これに対

する質疑をお受けいたします。 

 里川委員。 

○里川委員 この会計のどこがということではなくて、１４年度に新規事業として、国、

県から補助金が出ますケアマネジメントリーダー活動推進事業というのが創設されてで

きるんですけれども、そのことについて当町ではどのようなお考えを持っておられるの

かということをお尋ねしたいと思います。 

 それともう１点についてなんですけれど、３年ごとに事業の見直しをするということ

で、今年度最終年度ですので、次の年度からの分で事業の見直しの作業をしていただく

ということで、多分先ほどの介護保険運営協議会、１０５ページの。前年度より今年度

最終の方の額がかなり上がっていると思うんですが、ここの運営協議会の開催の予定、

何回ぐらいお持ちになるのかということをちょっと確認させてください。 

○山本委員長 浦口課長。 

○浦口福祉課長 まず１点目のケアマネジメントリーダーの研修でございますけれども、

ケアマネジメントリーダーの活動促進事業というので、当町のケアマネジャーがこれに

該当するわけですが、ケアマネジャーの地域におけます支援体制の強化を図るというこ

とと、地域の実情に応じた介護保険、内外にわたるケア体制の構築支援等によりまして、

ケアマネジメントの質の向上を目指すために、従来からも取り組んでおるわけでござい

ますが、ケアマネジメントリーダーの養成及び活動を支援するという事業でございます。

現在、まだ厚生労働省の方から詳細については説明がないわけでございますが、事前の

全国担当課長会議の中で、この説明の中によりますと、斑鳩町が町で行うとされます事

業につきまして、各都道府県におけます養成研修を受けたケアマネジメントリーダーが

中心となっていただきまして、１つには指導相談活動支援等、ケアマネジャーへのサポ

ート、２つには地域のケアマネジャー同士の連携体制の形成、３つには地域のケア体制

の構築支援等を行うものでございます。 

 これらにつきまして、現在、斑鳩町におきましても地域ケア会議を設けておりますが、
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この地域ケア会議の体制を強化していくような内容のものでございます。また、ケアマ

ネージメントのリーダーとなっていただく対象者の方についてでありますが、現在、社

協の方で設置をいたしております期間型の在宅介護支援センターにおります居宅介護支

援事業者のケアマネジャー、または地域ケア会議の調整的な役割をいたしていただいて

おる、そのものが想定されるということでございます。先ほども申しましたが、これら

の事業についてはまだ状態は厚生労働省の方から実施要綱等が来ておられないわけでご

ざいますが、これら具体的な要綱が示された後につきましては、その補助要件等添付さ

せていただいて、町の社会福祉協議会に委託させていただいております住宅介護支援セ

ンター、これらと協議をさせていただいて、前向きにこの事業に取り組んでいきたいと

いうように考えております。 

 平成１５年からの介護保険事業計画の見直しということで、平成１４年度で見直しを

予定をしておるわけでございますが、当町の場合につきましては介護保険運営協議会に

おいて、大体５回程度になるものということで考えております。また、今の介護保険事

業計画につきましては、老人保健福祉計画もあわせて見直しということでございますの

で、健康推進課の方で老人保健実施計画の方を検討していただきます会議とあわせて、

この介護保険運営協議会の中で、平成１５年度からの計画について審議をしていただく

ということで考えております。よろしくお願いいたします。 

○山本委員長 里川委員。 

○里川委員 ケアマネジメントリーダーにつきましては、課長から説明していただいた

んで大体内容もわかりましたけれども、１つには認定審査なんか７町でやっていますし、

結構施設的にも７町あたりにまたがって、斑鳩町の方も利用されているような状況もあ

るし、私はどちらかというと、こういった７町の中でも、今まで事務の環境も比較的、

斑鳩町がイニシアチブをとってやってきた傾向がある中で、こういった問題についても、

できるだけ斑鳩町が率先して、こういうリーダーを養成していただきたいなという思い

が強くあったもんですから、このことについてお尋ねをさせていただいたんですが、広

域というとらえ方をしたら、これはどういうふうな考え方になるんでしょうか。 

○山本委員長  浦口課長。 

○浦口福祉課長 今のケア会議の中では、休日診療所の方のケアマネジャーさんが入っ

ていただいておりませんが、ケア会議の中を充実させていくということと、それから訪

問看護ステーションがなくなりますので、それとあわせて広域の方のケアマネジャーも
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入っていただいて、ケア会議の中でケアマネジメントリーダーの養成を受けていただい

て、グループのリーダーということでなっていただく方が一緒に広域の方に入っていた

だけるということになりますので、一応広域７町の中では一部ではありますが、そうい

うリーダー的なものをその中で多分、在介の社協の方の基幹型の方でマネジメントリー

ダーの養成の研修をいただいて、その方が中心となってやっていただくということにな

るわけでございますが、それとは別に広域７町それぞれ大体持っておられますので、そ

の中でもマネジメントリーダー養成研修を受けられて、そのリーダー同士のまた相互の

連携等もされていくものと思っておりますので、先ほども申し上げましたけれども、実

際補助的なものがどういうふうな、負担になるかもわかりませんが、町としては積極的

にそういう事業を持っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○山本委員長 喜多委員。 

○喜多委員 １０７ページの居宅介護住宅改修給付費が昨年に比べてふえております。

それは見越して予算化されたのかなと思ったりもするんですが、高齢になりますと、や

っぱり足腰が弱くなりまして、老人が１番けがをするのが多いのが家の中だというふう

に言われております。それもおふろとか、そういうところでじゃなくて、居間とかそう

いった２、３センチぐらいの段差でつまずいてころんで、寝たきりなる原因になったと

いうようなケースが多いというデータもありますし。ですから、この事業に取り組んで

いただける予算が昨年に比べまして多くなっておりますので、私は喜ばしいことだなと

いうふうに見させてもらっておりますが、大体住宅改修のこういった支援体制で補助金

がもらえるというようなことを高齢者の方々がお住まいのおうちの方々も認識をされて

いるのかどうか。啓発とかはどのよになさっているのかというのと、９００万円の予算

で何件ぐらいを予測されて、このぐらいの金額にされたのかなというふうに思いますの

で、わかっていたら教えてください。 

○山本委員長  浦口課長。 

○浦口福祉課長 住宅改修の高齢者の方へのＰＲということでございますが、町の広報、

それから国におけるそういう広報媒体でお知らせをしておりますが、それ以外に在介の

支援センターの方でご相談を受ける分第二慈母園の方、でご相談を受け、また町の窓口

でご相談を受ける分等で、本年度は昨年の平成１３年度の実績等を見る中で、年間８４

件ぐらいの見込みを考えております。重複、何回もされる方もございますが、月平均大
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体７名ぐらいの方がトイレの改修とか、手すりの取り付けとか段差の解消とかで利用さ

れておられるということを見込んで予算計上させていただいております。 

 住宅改修については最高限度額が２０万円で、１割負担をしていただくということに

なっております。 

○山本委員長 町長。 

○小城町長 この関係等については２月でしたか、知事、町長並びに議会の関係の懇談

会の中で、島田町長が２０万円ではできませんでと、せめて１００万円ぐらいせんない

かんということで知事に言うたら、いやそんな金はとてもございませんということでけ

られてしもうたので、島田さんも憤慨しておられましたけれど、実際２０万円なんかも

うちょっとしたかて、２０万円ですから、この問題については２０万円で、浦口課長が

７件ぐらいあるということで、実際そういうことでご利用いただいているけども、実質

バリアフリー化していこうと思ったら、やっぱり最低１００万円は要ると思います。そ

ういうことも知事要望では言うたんですけれども、なかなかそれを聞き入れなかったと

いうこともございました。 

○山本委員長  喜多委員。 

○喜多委員 限度額２０万円ということで、本当にカーペットにかえるだけでもそのぐ

らいかかるのかなと。段差を解消してと思うんですが、手すり、それから階段の解消も

エレベーターをつけるところまではいかないでしょうけども、大体住宅の改良というこ

とがイコール高齢者社会の中で寝たきり老人をつくらないという結びつきで、私は１番

大事なところであろうと思うんですよ。ですから、今、町長もおっしゃったように、県

にそういった働きかけ、また国へ対する施策の問題で、大いに問題提起をしていただい

て、末端の地域がまず寝たきり老人をつくらない。快適な老後を過ごしていただいて、

十分に余生を味わっていただくという生活を保っていくためには、やっぱり住宅改良で

あると。特に日本家屋については段差が非常に大きいです。これが今の現状のハウスメ

ーカーとかに行きますと、ほとんどバリアフリーになっております。トイレから居間に

行く、マンションでもそうですが、十分に解決が。これだったら車いすでも十分という

ような住宅形成になっておりますので、これから住宅改良というのは大変お金がかかる

ことですが、そういった方向で高齢社会に向けた対策ということでお考えいただきたい

と要望しておきます。 

○山本委員長 ほか委員さんの方からありますか。よろしゅうございますか。 
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 では、ないようでございますので、これをもちまして介護保険事業特別会計予算に対

する質疑を終結いたします。 

 続いて、議案第２３号 平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算についての審査に入り

ます。 

 説明を求めます。辻部長。 

○辻上下水道部長 それでは、平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算について、まず議

案書から朗読させていただきます。 

 議案第２３号 平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算について 

 標記について、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の議決を求めます。 

 平成１４年３月１日 斑鳩町長 小城利重 

 それでは、まず１ページをお開き願います。予算書から説明をさせていただきます。 

 平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算について 

 （総則）第１条  平成１４年度斑鳩町水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）第２条でございます。業務の予定量は次のとおりです。 

 １、給水戸数では 9,７１８戸でございます。前年に対しまして、１２１戸の増であり

ます。 

 ２、年間給水量では３６２万立方メートル、前年に対しまして、１２万立方メートル、

率にして 3.２％の減であります。 

 ３、１日平均給水量 9,９１８立方メートル、前年に対しまして、３２８立方メートル

の減であります。 

 ４、主要な建設費７億 6,９００万 4,０００円、前年に対しまして、４億 6,５２０万

2,０００円の増で、これは第１浄水場整備事業、上水安全対策事業及び管路近代化推進

事業での老朽管と公共下水道工事等、公共受託工事、取水井戸整備の工事費等の総額で

あります。 

 次に、（収益的収入及び支出）第３条でございます。収益的収入及び支出の予定額は次

のとおりとする。この収益的収入につきましては、それはその年の企業経営活動に伴い、

発生することが予定されるすべての収益と、それに対応するすべての費用が現金収入の

あるなしにかかわらず計上されるもので、その執行結果がそのまま損益計算書にあらわ

れるものであります。 
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 まず収入で第１款 水道事業収益では８億 5,６６７万 8,０００円で、前年に対しまし

て、１８１万 7,０００円の増額であります。第１項 営業収益８億 1,７６１万 6,００

０円。第２項 営業外収益 3,８８６万 2,０００円。第３項  特別利益で２０万円。 

 支出、第１款 水道事業費で８億 9,３６５万円で、前年度に比べ、３１９万 6,０００

円の増額であります。第１項 営業費用７億 9,３２７万 8,０００円。第２項で営業外費

用 8,９５７万 1,０００円。第３項 特別損失８５万 1,０００円。第４項 予備費で 1,

０００万円。 

 その結果、営業収支では 3,６９７万 2,０００円の支出超過となり、消費税を差し引い

た実質赤字になり赤字額は 5,４８１万 7,０００円となり、この金額を繰越剰余金及び損

益勘定留保資金で補てんしていきたいと考えております。 

 次に、２ページをお願いします。（資本的収入及び支出）の部でございます。 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。資本的収入額が資本支

出額に対し不足する額３億 5,５７８万 5,０００円は、損益勘定留保資金及び建設改良積

立金で補てんするものです。これは主として建設改良に関する資金の収入でございます。

収入で第１項 資本的収入４億 9,７２０万 2,０００円で、前年に比べ２億 9,３１６万

3,０００円の増額で、第１浄水場及び整備に伴います企業債、補助金及び出資金が主な

ものであります。第１項 企業債１億 4,３８０万円。第２項 補助金で 8,０２９万 1,

０００円。第３項 工事請負費で１億３４１万 1,０００円。第４項  出資金で１億 6,

９７０万円。 

 支出、第１項 資本的支出８億 5,２９８万 2,０００円で前年度に比べて 4,７３６万

2,０００円の増額であります。第１項 建設改良費７億 6,９００万 4,０００円。第２項 

企業債償還金で 8,３９８万 3,０００円。 

 （継続費）といたしまして、第５条で継続費の総額は、及び年割額は次のとおりとす

る。 

 これは第５次拡張工事変更事業といたしまして、第１浄水場を１３年度、１４年度２

カ年継続事業として整理いたしております。現施設を稼働しながら施行することから、

場内の配水管、電気計装設備等の切りかえを北、東配水池及び県の治水池のとりこぼち

を行い、現在、生物接触ろ過機及び活性炭ろ過機の基礎工事分の施工をいたしており、

安全面に十分配慮しながら、平成１４年度末完成に向け、努力しているところでありま

す。表の説明は省略させていただきます。なお、財源内訳につきましては、１６ページ
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の継続費に関する調書に記載しておりますので、ご参照をお願いします。 

 次に、３ページをお願いします。 

 （企業債）第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のと

おりとする。これは第１浄水場整備事業債の借り入れで表の説明は省略させていただき

ます。 

 （一時借入金）につきましては第７条で一時借入金の限度額は１億円とする。 

 （議会の議決を経なければ、流用することができない経費）第８条  次に掲げる経費

については、これらの経費の金額をこれらの経費のうち、他の経費の金額もしくはこれ

ら以外の経費の金額に流用し、またこれら以外の経費の金額をこれらの経営の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 １といたしまして、職員給与額で１億６５２万 3,０００円。交際費で１０万円。 

 （他会計からの補助金）第９条  高料金対策として企業債利息に充てるため、一般会

計からの会計補助を受ける金額は 2,１３６万 9,０００円です。これは第４次拡張事業の

償還金の３分の１を一般会計から補てんしていただくものであります。 

 ４ページをお願いします。 

 （資産の購入限度額）第１０条  棚卸し資産の購入限度額は７００万円とする。 

 これは計量器及び管財の購入の限度額でございます。 

 次に、（重要な資産の所得及び処分）第１１条  重要な資産の所得及び処分は、次のと

おりとする。 

 １、取得する資産、取水、配水設備、配水管整備等、上水設備、上水場整備等、取水

設備、取水井戸整備等。 

 平成１４年３月１日提出       斑鳩町長 小城利重 

 それでは、２２ページ以降の平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算の説明書により、

説明をさせていただきます。２２ページをお願いします。 

 まず、収益的収入及び支出の収入の部の第１款 水道事業収益、第１項 営業収益で

ございます。営業収益では８億 1,７６１万 6,０００円で、前年度に比べて８３０万 6,

０００円の減額であります。 

 第１目 給水収益とありますが、いわゆる水道料金収入で７億 9,９９９万 5,０００円

で前年度に比べて９３３万 5,０００円の減収となっております。その内容でありますが、

年間総給水量を前年度に比べて 3.２％減の３６２万立方メートルと見込み、そのうち、



 270 

自己水１２９万立方メートルで不足水量を県営水道に依存することし、県営水量の受水

量を２３３万立方メートルといたします。その結果、県営水道への依存率は６４％で、

前年度に対しまして１ポイント減であります。前年度は６５％ということでございます。

また、有収率を前年度は９０％でございましたが、２ポイント増加して９２％とし、年

間有収水量を３３３万立方メートルと見込んでおります。年間総給水量の積算につきま

しては、その年の気象状況と経済社会活動の変化にも大きく左右されますが、過去の実

績、人口の伸び等を勘案しながら、口径別の使用水量実績を分析し、見込んだものであ

りますが、長引く不況等の影響で、大口需要化については依然と減少傾向となっており

ます。一方、一般家庭用についても節水意識等により、節水器具の普及、核家族化等に

より減少傾向にあります。 

 次に、２３ページをお願いします。 

 第２目 受託工事収益では前年度に比べ３１万 5,０００円増額の２２０万 5,０００

円の計上で、これは消火栓設置工事費等であります。 

 第３目 その他営業収益では、前年度に比べて７１万 4,０００円増額の 1,５４１万

6,０００円の計上で、公共下水道工事に伴う布設替工事で、手数料及び雑収益は増額で

ありますが、給水装置の新設に伴います給水負担金は減額であります。 

 第２項の営業収益では前年度に比べて、1,００２万 3,０００円の増額の 3,８８６万

2,０００円の計上で、預金利息及び他会計補助金は減額となっておりますが、第１浄水

場に伴う消費税の還付金及び試験運転電気の軽減によるものであります。 

 第３項 特別利益では２０万円の計上であります。 

 次に、２４ページをお願いします。 

 支出の部の第１款 水道事業費用、第１項 営業費用では７億 9,３２７万 8,０００円

で、前年度に比べ、1,８１４万 2,０００円の増額であります。 

 第１目 原水及び浄水費では前年度に比べ、1,０００万 9,０００円の減額で、４億 4,

９０３万 6,０００円で、主な内容につきましては２５ページの第１４節の修繕費で５５

０万円の増額でありますが、第１８節の受水費で総給水量の減により、原水からの受水

量が前年に対し、１０万立方メートル、1,５２２万 5,０００円の減額であります。 

 次に、第２目の配水及び給水費でありますが、これは配水及び給水管に係る設備の維

持管理に関する経費で、前年度に比べまして、９５４万 9,０００円減額の 7,７２３万円

で、主に２６ページ、第１０節の委託料及び第１２節の修繕費であります。なお、有収
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率の向上につきましては、今日までご指摘をいただいており、漏水箇所の早期発見に努

め、その対策を講じることから昨年度に引き続き、漏水調査の委託として 1,０００万円

を計上させていただいております。 

 第３目 受託工事費では、２２８万 5,０００円の計上で、主に消火栓設置工事費であ

ります。 

 次に、第４目の総係費でございますが、これは経常的経費で前年度に比べ、１６７万

2,０００円の増額で 7,７０９万円で、主に人件費、経常的経費で、節減に努めたところ

によるものであります。 

 次に、２８ページをお願いします。 

 第５目 減価償却費では 3,５８２万4,０００円増額の１億 8,７３４万 8,０００円で、

これは第１浄水場整備によるものであります。 

 第６目の資産減耗費で１３万円。第７目のその他の営業費用で１５万 9,０００円。 

 続きまして、第２項の営業外費用でありますが、前年度に比べて 1,６２５万 3,０００

円減額の 8,９５７万 1,０００円で、高料金対策として一部繰上償還したことにより、減

額をしております。 

 第３項の特別損失では８０万 1,０００円の計上であります。これは平成８年度分の水

道料金未収分等ということで計上させていただいております。 

 第４項 予備費では 1,０００万円の計上であります。 

 次に、２９ページをお願いします。 

 第１款 資本的収入では前年度に比べて２億 9,３１６万 3,０００円増額の４億 9,７

２０万 2,０００円で、第１浄水場整備事業及び管路近代化推進事業によるものでありま

す。 

 第１項 企業債では、前年度より 8,１９０万円増額の１億 4,３８０万円。 

 第２項 補助金では、8,０２９万 1,０００円。 

 第３項の工事負担金では、前年度に比べ、4,２３０万 2,０００円増額の１億３４１万

1,０００円で、これは加入分担金は減収でありますが、公共下水道工事に伴う工事負担

金で前年度に対しまして、5,０１２万 4,０００円の増額となっております。 

 第４項 出資金では、前年度に対し、１億７９０万円増額の１億 6,９７０万円の計上

であり、これは第１浄水場に伴う一般会計からの出資金であります。 

 次に、３０ページをお願いします。 
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 支出の部でありますが、第１款 資本的支出の第１項 建設改良費では前年度に比べ

て、４億 6,５２０万 2,０００円増額の７億 6,９００万 4,０００円の計上であります。 

 第１目の浄水場整備事業費では前年度に比べまして３億 7,００３万 3,０００円増額

の５億 1,４０９万 7,０００円で、平成１５年３月末完成に向けた第１浄水場の整備事業

費であります。 

 第２目の配水設備改良費では、前年度に比べて 5,４１９万 3,０００円増額の１億 9,

２１４万 4,０００円の計上であります。公共下水道事業等公共受託工事有収率向上安全

給水対策として上水安全対策事業及び管路近代化推進事業として、石綿管、セメント管

等、老朽管の整備に努めていきたいと考えております。 

 第３目の浄水場設備改良費では、前年度に対しまして８７５万円増額の 1,５７５万円

の計上で、三井浄水場のろ過池の等の整備と、施設安全対策費であります。 

 第４目 取水設備費では前年に対し、3,２３０万 5,０００円増額の 4,６３５万 5,０

００円の計上で、これは渇水対策として取水井戸の新設工事費と延命化を図るための整

備費でございます。現在、使用している取水井戸に対する補償金を計上させていただい

ております。 

 第５目の営業設備費では６５万 8,０００円の計上で、量水器の購入費用であります。

量水器については競争入札を取り入りながら、経費節減に努めております。 

 また、３１ページをお願いします。第２項 企業債償還金では、前年に対しまして８

２６万円増額の 8,３９８万 3,０００円の計上であります。 

 以上で、１４年度斑鳩町水道事業会計予算の概要説明とさせていただきますが、今後

もより一層の経営の合理化に努め、最小の経費で最大の効果を上げ、安全で安定した水

道供給に向け、努力してまいる所存でありますので、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願いいたします。 

○山本委員長  水道事業会計予算について説明が終わりましたので、これに対する質疑

をお受けいたします。 

 松田委員。 

○松田委員 ちょっと説明をしてほしいんですけど、水道事業会計特別会計、２３ペー

ジの収入のところで、上から２番目ですが、給水工事収益というのがありますね。１５

７万 5,０００円。消火栓の設置工事費ということなんですけども、この費用というのは

一般会計からの関係とは違うんですか。 
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○山本委員長 御宮知課長。 

○御宮知上水道課長  １５７万円 5,０００円についての収益の分でございますが、消火

栓の設置費用として見ているものでございます。一般会計から入ってくるのを見込んで

いる分です。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 一般会計で消火栓の設置工事負担金の関係というのは、私は質問しました

ように、７０万円組んでいるわけですよね。そしたら金額が合わないし、一般会計から

の面で、この水道会計の面で書いてある。何かちょっと足すものがあるんでしょうかな。

消火栓などと言い切っているからね。消火栓ということで、この差はどうなるんでしょ

うか。一般会計の方で説明してくれても結構ですし、どっちでも結構ですけど。 

○山本委員長 西本課長。 

○西本総務課長 一般会計の消防費のところですが、一般会計の予算書の１５２ページ

でございます。こちらの方で消火栓の設置工事負担金７０万円、これを見ております。 

○山本委員長 若干休憩します。 

             （午後 ４時０７分 休憩） 

             （午後 ４時４５分 再開） 

○山本委員長  それでは再開いたします。 

 会議時間を１８時まで延長いたします。 

 それでは、先ほどの松田委員からの質問に対する答弁を求めます。 

 西本課長。 

○西本総務課長  申しわけございません。再度、私の方から説明をさせていただきます。 

 まず、一般会計予算書の１５２ページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらの第３目消防施設費の第１９節負担金補助及び交付金のところでございます。

こちらの方の消防施設整備事業等補助金２７３万 1,０００円。そして消火栓設置工事負

担金７０万円を計上いたしておりますが、先ほど水道事業会計の収益の分で給水工事収

益１５７万 5,０００円とこの負担金の整合性でございます。まず、この水道の方でやっ

ていただきます１５７万 5,０００円の中に、まず消火栓設置工事負担金、一般会計の方

の消火栓設置工事負担金７０万円が含まれております。残り８７万 5,０００円につきま

しては、その２つ上の消防施設整備事業等補助金２７３万 1,０００円の中に含んでおり

ます。この補助金の性質を申し上げますと、この消防施設整備費事業等補助金には、消
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火栓設置にかかります補助、そしてホース購入に係ります補助、あとスタンドタイプハ

ンドル機等、そして器具格納箱に係ります補助、そしてあと自治会で消防用の小型ポン

プ等を購入する際に、こういった補助金を自治会等に補助をしてまいります。この中で

消火栓を１基設置することを含んでおりまして、この金額と、先ほど申しました消火栓

設置工事負担金７０万円、これを合わせまして水道の方で１５７万 5,０００円を見込ん

で収入として計上しているものでございます。 

 以上でございます。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 ８７万 5,０００円の関係は補助率がこうなっているという関係を言わな

んだら、また質問せんななりませんやろ。 

○山本委員長 西本課長。 

○西本総務課長  先ほどの消防施設整備事業等補助金のこの補助金につきましては、自

治会に交付するものでございますけども、これにはそれぞれ補助率がございまして、消

火栓につきましては今、消火栓の設置に係ります費用の４分の３を自治会に対して補助

いたしております。４分の１につきましては地元自治会が負担をするということになっ

ております。 

 あとホース、それから格納箱、そしてスタンドパイプ等、消防器具については３分の

２です。 

○山本委員長 松田委員。 

○松田委員 これは単に数字合わせで、水道の方であがっていたのですが、たまたま一

般会計の審議の際に、消火栓の関係が７０万円をお聞きしているんですけどね。もう少

し、補助金の関係はそれにかかわることが入っているなら、本来説明をされてもいいん

じゃないですか。そして一般会計から水道会計に繰り入れるということじゃないかと思

う。もしそうでないなら、消火栓設置費負担金というのを補助負担金及び補助金の下へ

書いて、７０万円で上げるんじゃなしに、その分を合わせた関係で同じように書いてく

れた方が、見たときに他で設置するところ、いわゆる補助の関係があるんやなというこ

とがわかるわけやからな。そういう記載の仕方をしてくれれば、そのことだけについて

はわかる。 

 これは随分前から言っているし、そのままずっと通されていっているように僕は思う

んですけど、４分の３の町の関係と、４分の１の自治会の負担の関係について、しかも
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消防の関係で、私設消防団ということをやってきているからこういう状態を言っている

のですが、常備消防があり、私設消防があって、その関係で、こういう補助のあり方と

いうものがやっぱり町として持続させていかんなんべきか。１つの範囲も決めているわ

けでして、そういう関係があるとするなら、僕はこういう消火栓なんかについて地元負

担をせえと。割に金額が高いわな。だからそういうことで皆欲しいということはあるん

かわからんけどね。補助のあり方について考えてみてほしいと思うんです。町の財産に

なっている関係で自治会が負担をしてやるというような格好について、この頃そんなん

少ないと違うかな。それこそそういう問題点の解消をそれぞれしていって、町がやって

きたのではないでしょうか。これはほんまに博物館入りくらい古い話です。こういう関

係の現象というのが、話が余談になりますけど、例えば日ごろ皆さんもご苦労をかけて

いる道路関係がそうです。金が町はないと。だから地元負担せえと。負担してやらせて

もらったと。町は補助やというて、あとしりふきせんと地元や地元やとこうなる。それ

と同じことになってますな。これも消火栓の関係も結果的には地元負担と言いながら、

全然地元のものになってない。付けてもらっただけのことになっている。そういうこと

のやり方が正しいのかどうか。僕は検討してみてほしいと思いますので、こういうのに

ついてどうなるかは別にして、やっぱりそういうふうにせんと一つの踏ん切りがつかん

というならそれで結構です。検討してみてください。 

○山本委員長 総務部長。 

○植村総務部長 ただいまおっしゃったことにつきましても、やはり管理は町はやって

おりますことから見ても、負担についてどうしていくべきかということもありまして、

今おっしゃることにつきましても、町の方で検討してまいりたいということでさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○松田委員 水道の方にようわびといてくれよ。終わります。 

○山本委員長 それでは引き続き、ご質問をお受けしてまいります。よろしいですか。 

 松田委員。 

○松田委員 去年までもいろいろ議論してきたと思うんですけどね。水道料金の改定問

題をめぐって、いろいろ議論をされて、もう検討時期やということ言ってきた経過があ

ると思うのですが、自己水との関係とのからみ合わせもあるというようなことも言いな

がら、いろいろ検討させてもらった。こういう経緯があると思うんですけども、今検討

しなきゃならんというふうなことを考えているのか。当面措置を考えられるということ
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になるのか、これについてちょっと答えてもらえますか。 

○山本委員長 町長。 

○小城町長 いずれにいたしましても、大滝ダムの関係等で県水等が値上げをされると

いう予告が出てまいりますと、そういうことも踏まえた中で、改定にしていかざるを得

ないだろうと思いますけれども、今当面は現状的に、値上げはしばらく、３年に１回と

いうこともございますけれども、昭和６１年から２年前に改定をさせていただいて、そ

のことについて大滝ダムの関係等が県がある程度の整理ができてまいりますと、そうい

うことの実態に見合ったことになると思いますけれども、当面は値上げの考えはござい

ません。 

○山本委員長 ご質問ございますか。 

 それでは、ないようでございますので、これをもちまして水道事業会計予算に対する

質疑を終結をいたします。 

 これをもちまして、当委員会に付託されました一般会計及び各特別会計予算の審査を

終わります。 

 審査結果について取りまとめをさせていただきたいと思いますので、暫時休憩をいた

します。 

             （午後 ４時５５分 休憩） 

             （午後 ５時１０分 再開） 

○山本委員長 それでは再開をいたします。 

 議案第１７号 平成１４年度斑鳩町一般会計予算については、賛否の討論を必要とす

るとの申し出がございますので、これより討論を行います。 

 まず、本案を原案どおり可決することに反対の方の意見を求めます。 

 里川委員。 

○里川委員 それでは、平成１４年度一般会計につきまして反対の立場での意見を述べ

させていただきます。 

 この予算を検討する中で、町民にどれだけの公租公課を義務づけることとするのか、

その見返りにどんな行政サービスを提供し、住民福祉の向上に努めることにするのか、

というような視点を持ちまして、勘案した意見を述べさせていただきます。 

 まず、今年度、１４年度の予算編成に関しまして、評価できるものもあるということ

もまず最初に述べさせていただきたいと思います。それと、これまで私がいろいろ述べ
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てまいりました職員の資質向上についても努力をされてきているということもよく見え

るということも、まず最初に述べさせていただきます。 

 けれども、その住民サービスという中で、これまでの流れを見させていただきますと、

住民の負担はどんどんふえてきているということをまず述べさせていただきたいと思い

ます。 

 そして、本年度で組まれている予算の中から見ていきますと、十分な議論や説明もな

いまま、国民総背番号制への道となるシステム構築に多額の増資となっている。その反

面、磁気カードを導入するときに、既にその先にあるであろうこの問題には触れずに、

決行してきた経過がございます。また、このカードなどのシステムについては考え直し

ていかなければならなくということ。 

 そしてまた、２点目にはＩＳＯの認証取得については、よい取り組みだとは思ってお

ります。けれども、お金も時間も多く要すること、そして突然のように補正予算まで組

んで、慌てたように出されてきたという経過の中で、私自身も総合計画をもう一度きち

んと見直しをさせていただきました結果、環境保全の推進という項目で見させていただ

きますと、どちらかと言えば環境アセスメントについては実施という言葉を使って重複

して出てきております。けれども環境マネージメントシステムにつきましては、構築を

図るとだけされていたのに、総合計画実施の動向や考え方が、これだけではないんです

けれども、総体的に見てよく理解ができない部分が出てまいります。 

 そして、３点目につきましては、ＪＲ法隆寺駅駅舎を含む周辺整備の基本構想調査設

計で 1,０００万円と予算に上げられていますが、ＪＲの駅舎についても町の負担となる

のかということが疑問に感じられておりました。また、その反面、法隆寺駅北口の駅員

の無配置時間拡大で、昼間７時間も人がいないということでも、事前に町の方へも情報

を提供し、その影響について心配だと言っておったのですが、ＪＲの考え方についても

お尋ねをしましたけれども、説明のできないという状況であるというふうに理解をして

おります。 

 このことにつきましても、町長の提出議案説明では、ＪＲ法隆寺駅舎のバリアフリー

化に対する住民ニーズが高まってきておるというような形で、その住民の要請にこたえ

るために、ＪＲ法隆寺駅周辺の道路整備を含む駅舎の整備ということで調査をしたいと、

計画を策定したいということで説明がなされておったというふうに思うんですが、その

ことにつきましても、非常に大きな矛盾を感じています。ＪＲの駅舎の改築の調査設計
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分の問題であるとか、またバリアフリー化の問題、町とＪＲとの関係の中で、非常に協

議ができる状態にないのではないかというふうな懸念をいたします。 

 そして次には、介護保険の利用料などで、国が減免をしなさいという分につきまして

は、一般会計で処理をされておられますが、介護度が高く、利用を差し控えている人の

実態を十分に把握して、幾ら国や制度の中でするものと言えども、現実的に制度がスタ

ートしたために、介護度が高いにもかかわらず、保険料も払っているのにサービスが受

けられないという、人権にもかかわるような事態が起こっていないか、常に意識を持ち、

事務に当たるべきではないかというふうに考えます。 

 また次ですが、町長の施政方針の７つの柱の７番目に出てきております市町村合併の

問題につきましては、社会経済状況、世論、財政状況などの問題を考えるときに、市町

村合併に消極的になる理由はないというふうに述べられておられますが、これまで私も

含めてたくさんの方が一般質問をさせていただいている中で、答弁している内容につき

ましては、そのときどきで変化をしているように思います。住民にとって、この問題が

どんなメリットがあるのか、またデメリットがあるのか、そして住民がこの問題をどう

考えているのかということを、やはり住民の視点の論議を進めることなく、この問題を

考えることができないというふうに考えています。 

 そして、もう１つは２００２年３月までの特例措置であったペイオフが解禁となるこ

とでも、１４年４月からは定期預金、貯蓄預金など、そしてまた１５年４月から当座預

金、普通預金などが解禁となります。このことにつきましても、専門家を含めて地方自

治体全体の大変な問題として、もっときちんと考え方を示していただきたいと思ってお

りましたが、なかなかまだ十分にそこまで至っていないという状況の中で、少し心配を

しているところです。 

 ７点目になりますが、リストラ、倒産、また就職できないなどで、失業している人を

何とか少しでも意欲を持って働いてもらおうと、緊急雇用対策の事業については、もっ

と積極的に取り組んでいただきたいと考えておりました。失業保険の制度も変わります

ので、失業された働く意欲のある方につきましての活用は積極的にやっていただきたい

と思います。 

 いろいろ見ていきますと、国で決まったことだからと、斑鳩町は率先して追随してい

る傾向にあるところがたくさんあらわれている。そしてまた、地方分権と言いながらも、

中身や体質、システムがほとんど変わることなく進んでいってしまっている。上からの
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指示待ちというような状況にあるということは指摘をさせていただきたいと思います。 

 また、積み残した問題をどうしていくのか、将来的に起きる問題を見据えて予測をし

て、どう対応しようとするのか、自分たちのつくった計画に沿って、どのように目標を

達成していくのか、単年度では片づけられない長期展望と過去の実績から、今は何をす

るべきかという視点が往々にしてずれるときが見られるように感じられます。 

 最後に、そういったことからも、三代川、駅前開発、墓地問題などのような、これま

でいろいろな懸案の事業がございましたが、今後も、これらの事業に関しまして、最大

の努力をしていただきたいということを申し上げまして、私の反対討論とさせていただ

きます。 

○山本委員長 それでは次に、本案を原案どおり可決することに賛成の方の意見を求め

ます。 

 吉川委員。 

○吉川委員 平成１４年度斑鳩町一般会計予算に賛成する立場から意見を申し上げます。 

 最近の社会経済情勢はご承知のとおり、非常に厳しい状況にあります。こうした中で、

国の予算及び各地方公共団体の予算は歳入は確保ができない状況にありますが、福祉事

業、教育関係、及び公債費、人件費などの経常的な需要にこたえる必要がある緊縮型の

予算を計上されております。 

 本町の状況につきましても、歳入では町税が景気の悪化による厳しい状況により、前

年度予算を下回っており、利子割交付金についても、一時的な増収が終了したこともあ

り、大幅な減額となっております。また、地方交付税はその原資となる国税収入の落ち

込みにより、国全体の総枠で２年連続で減少しており、本町においても、増額は到底期

待できない状況にあります。 

 このような状況でありますが、男女共同参画社会の推進、児童への福祉対策、高齢者、

障害者などへの福祉介護並びに医療対策への対応、さらには平成１４年度から県より事

務移管による精神障害者への対応にも取り組まれているところ、環境保護に対する意識

の高揚を図るため、ＩＳＯ１４００１の認証取得も目指されています。一方、都市計画

道路などの社会資本の整備として、いかるがパークウエイ、法隆寺線、町営住宅の建設

に鋭意取り組まれておられます。また、景観保全対策として法隆寺藤の木線の整備等、

景観作物栽培の充実も図られています。また、土地開発公社の健全化を目指し、長期保

有地の解消にも努められています。 
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 このことから、町は第３次総合計画の実現に向けて、現実に進められていると考えま

す。しかしながら、今回の予算審査特別委員会で各委員からは、さらなる町の前進を期

待し、個々の事業名は省略いたしますが、各事業についてさまざまな角度から意見を述

べられ、改善の要求もされています。また、特定の事業につきましては、担当常任委員

会において一層の議論を提起もされております。また、都市計画事業整備基金の使い道

については、この基金の趣旨を十分認識した財政運営も述べられています。理事者にお

かれましては、各委員から意見を出されましたことについては、真摯に受けとめられ、

平成１４年度の事業に邁進されることを申し述べておきます。 

 以上のことから、町は険しい財政状況の中で、住民のニーズにこたえるため、最善の

努力をされ、予算を編成されており、私としては平成１４年度斑鳩町一般会計予算に賛

成するものであります。各委員におかれましては賛同をお願い申し上げまして、私の意

見と賛成意見とさせていただきます。 

○山本委員長 本件につきましては、賛否両論であります。 

 よって、これより採決を行います。 

 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

                （賛成者挙手） 

○山本委員長 ありがとうございます。賛成多数でございます。 

 よって、議案第１７号 平成１４年度斑鳩町一般会計予算につきましては、当委員会

として賛成多数により可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１８号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について、

お諮りをいたします。 

 本件につきましては、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、

ご異議ございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号 平成１４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について

は、当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号  平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計予算について、お諮りを

いたします。 

 本件につきましては、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、
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ご異議ございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号 平成１４年度斑鳩町老人保健特別会計予算については、当委

員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２０号  平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、お

諮りをいたします。 

 本件については、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、ご異

議ございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号 平成１４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算については、

当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２１号  平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、お

諮りをいたします。 

 本件については、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、ご異

議ございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号 平成１４年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算については、

当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２２号  平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、お諮

りをいたします。 

 本件につきましては、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、

ご異議ございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号 平成１４年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算については、

当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第２３号  平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算について、お諮りをいた
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します。 

 本件については、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することに、ご異

議はございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号 平成１４年度斑鳩町水道事業会計予算については、当委員会

として、満場一致で可決すべきものと決しました。 

 以上を持ちまして、本会議から付託を受けました議案の審査はすべて終了いたしまし

た。 

 なお、両日の審査の結果報告につきましては、正副委員長にご一任いただきたいと思

いますが、ご異議はございませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにとりはからせていただき

ます。 

 それでは、閉会に当たりまして、町長よりごあいさつをお受けいたします。 

 町長。 

○小城町長 昨日の７日、８日、２日間にわたりまして、慎重審議いただきまして、議

案第１７号 平成１４年度斑鳩町一般会計予算について、原案どおりご承認賜りました。

また特別会計につきましても、満場一致でご承認いただきました。 

 いろいろとご意見を賜りました。この関係等については、今回予算委員会でご指摘を

いただいた内容等については予算の関係等について、職員おのおのがもう少し研究する

必要がある。特に透明度を高めるという中で、わかりやすい資料を提出することが大事

ではなかろうか、そういうことについて、審議をしていただく中では、資料が一番大事

であろうと思いますし、またその予算項目の中には、説明の中でわかりやすく透明度を

高めるためにも、そういうことも大事なことだろうと思います。 

 いずれにしましても、この目的税である都市計画税の関係等についても、いろいろと

議論いたしました。そういうこともお互いに勉強させていただいて、よりよい予算執行

をしていくことが一番大事であろうと思いますし、我々に課せられた問題は、皆さんか

ら２日間にわたっていろいろなご意見をいただいた中で、これからまた、４月から執行

するわけですが、予算を通していただいたという中で、これから執行についてもなお一
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層、厳しく気を引き締めていくことが一番大事であろうと思います。いずれにいたしま

しても、皆さん方の温かいご審議をいただいた中で、原案どおり承認賜りましたことを

厚くお礼を申し上げまして、終わりのあいさつにかえさせていただきます。 

○山本委員長 皆さん方には、昨日から２日間にわたり、熱心な審査を賜り、本当にあ

りがとうございました。 

 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会とさせていただきます。どうも、あり

がとうございました。 

             （午後 ５時３０分 閉会） 
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